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浪江町告示第１１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条第１項の規定によ

り、令和５年浪江町議会定例会を、次のとおり招集する。 

 

 

   令和５年２月８日 

 

 

浪江町長  吉 田 栄 光 

 

 

 １ 日  時  令和５年３月７日（火） 午前９時 

 

 

 ２ 場  所  浪江町議会議事堂 
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      ○応招・不応招議員 

 

応招議員（１５名） 

  １番  武 藤 晴 男 君    ２番  紺 野   豊 君 

  ３番  吉 田 邦 弘 君    ４番  平 本 佳 司 君 

  ５番  小 澤 英 之 君    ６番  半 谷 正 夫 君 

  ７番  紺 野 則 夫 君    ８番  佐々木   茂 君 

  ９番  山 本 幸一郎 君   １０番  髙 野   武 君 

 １１番  渡 邉 泰 彦 君   １２番  松 田 孝 司 君 

 １３番  佐々木 勇 治 君   １４番  山 崎 博 文 君 

 １５番  紺 野 榮 重 君 

不応招議員（なし） 

 



３ 月 定 例 町 議 会  

（ 第 １ 号 ）  
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令和５年浪江町議会３月定例会 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

令和５年３月７日（火曜日）午前９時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 一般質問 
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出席議員（１５名） 

  １番  武 藤 晴 男 君    ２番  紺 野   豊 君 

  ３番  吉 田 邦 弘 君    ４番  平 本 佳 司 君 

  ５番  小 澤 英 之 君    ６番  半 谷 正 夫 君 

  ７番  紺 野 則 夫 君    ８番  佐々木   茂 君 

  ９番  山 本 幸一郎 君   １０番  髙 野   武 君 

 １１番  渡 邉 泰 彦 君   １２番  松 田 孝 司 君 

 １３番  佐々木 勇 治 君   １４番  山 崎 博 文 君 

 １５番  紺 野 榮 重 君 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 
吉 田 栄 光 君  

副 町 長 
山 本 邦 一 君 

副 町 長 
成 井   祥 君  

教 育 長 
笠 井 淳 一 君 

総 務 課 長 兼 
津 島 支 所 長 兼 
選 挙 管 理 委 員 会 書 記 

横 山 秀 樹 君  
代 表 監 査 委 員 

宮 口 勝 美 君 

産 業 振 興 課 長 
清 水   中 君  

企 画 財 政 課 長 
吉 田 厚 志 君 

住 民 課 長 
柴 野 一 志 君  

農 林 水 産 課 長 兼 
農業委員会事務局長 

金 山 信 一 君 

建 設 課 長 
戸 浪 義 勝 君  

住 宅 水 道 課 長 
木 村 順 一 君 

介 護 福 祉 課 長 
松 本 幸 夫 君  

教 育 委 員 会 事 務 局 
教 育 次 長 兼 
浪 江 町 公 民 館 長 兼 
浪 江 町 図 書 館 長 

蒲 原 文 崇 君 

 
会 計 管 理 者 兼 
出 納 室 長 

中 野 隆 幸 君  

健 康 保 険 課 長 兼 
浪江診療所事務長兼 
仮設津島診療所事務長 

西   健 一 君 

───────────────────────────────── 

職務のため出席した者の職氏名 
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事 務 局 長 
掃部関   久 君  

次 長 兼 係 長 
中 野 タ華子 君 

書 記 

藤 田 知 宏 君   
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───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） おはようございます。 

   令和５年浪江町議会３月定例会に先立ち、東日本大震災によりお

亡くなりになられました方々に対し、哀悼の意を込め、黙禱をささ

げたいと思います。 

   ご起立お願いいたします。 

［黙禱］ 

○議長（平本佳司君） ありがとうございました。ご着席ください。 

   新型コロナウイルス感染防止の観点から、議場の出入口の開放等

の対策を実施いたしておりますので、ご理解をお願いします。 

   議会だよりに掲載するため、事務局で会議中の様子を写真撮影し

ますので、ご了承お願いします。 

   傍聴される方に申し上げます。 

   携帯電話をお持ちの方は、電源を切るか、マナーモードにするよ

うお願い申し上げます。 

   会議の前に表彰の報告を行います。 

   先月開催されました全国町村議会議長会第74回定期総会において、

本議会が地域の振興発展及び住民福祉の向上のための議会活性化等

の功績が認められ、令和４年度町村議会表彰を受けました。 

   以上で、表彰の報告を終わります。 

───────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○議長（平本佳司君） ただいまの出席議員数は15名であります。 

   定足数に達しておりますので、令和５年浪江町議会３月定例会を

開会いたします。 

（午前 ９時００分） 

───────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（平本佳司君） 直ちに本日の会議を開きます。 

───────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○議長（平本佳司君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでご

ざいます。 

───────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（平本佳司君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議規則第127条の規定により、会議録署名議員に、10番、髙野

武君、11番、渡邉泰彦君、12番、松田孝司君を指名します。 
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───────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（平本佳司君） 日程第２、会期の決定を議題にします。 

   お諮りします。今期定例会の会期は、タブレット端末に格納のと

おり、本日から15日までの９日間にしたいと思います。ご異議ござ

いませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 異議なしと認めます。 

   よって、会期は本日から15日までの９日間にします。 

   会期中の会議についてお諮りします。７日、８日及び15日を本会

議とし、９日から14日までは委員会等のため休会としたいと思いま

す。ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 異議なしと認めます。 

   よって、会期中の会議はこのとおり決定いたしました。 

───────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（平本佳司君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   議長としての報告事項は、タブレット端末に格納したとおりでご

ざいますので、ご了承願います。 

───────────────────────────────── 

◎行政報告 

○議長（平本佳司君） 日程第４、行政報告を行います。 

   町長から行政報告の申出がありましたので、これを許可します。 

   町長。 

［町長 吉田栄光君登壇］ 

○町長（吉田栄光君） おはようございます。 

   本日ここに令和５年浪江町議会３月定例会を招集しましたところ、

議員各位におかれましては、ご多用の折にもかかわらず、ご参集を

賜り、誠にありがとうございます。 

   行政報告に先立ち、改めて東日本大震災によりお亡くなりになら

れた方々、過酷な避難生活の中で命を落とされた方々のご冥福をお

祈り申し上げますとともに、ご遺族に対し深く哀悼の意を表します。 

   さて、東日本大震災発生から、間もなく12年が経過しようとして

おります。１月末現在の町内居住人口は、1,199世帯、1,964人とな

っており、前年同期から69世帯153人増えており、徐々にではあり

ますが、町内の暮らしを再開する方は増え続けております。 

   続きまして、今定例会に上程させていただく令和５年度当初予算
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について、その一端を述べさせていただきます。 

   令和５年度は、東日本大震災及び原発事故から13年目を迎えると

ともに、浪江町復興計画第三次及び政府が定める第２期復興・創生

期間の３年目となります。特定復興再生拠点区域の避難指示が解除

されるなど、復興へのステージは新たな局面に入ります。 

   令和５年度一般会計当初予算は、浪江町復興計画第三次に掲げる

「夢と希望があふれ住んでいたいまち住んでみたいまち」の実現に

向け、令和４年度当初予算と比較して1.8％増となる総額334億

3,700万円と引き続き、大規模な予算編成となります。 

   歳入におきましては、自主的・安定的な財政運営に必要な自主財

源として、町税等の確保に努めました。また、地方交付税は復旧・

復興事業の増に伴い、前年度比19.9％の増となりましたが、引き続

き、自主一般財源の確保が求められる厳しい財政状況となっており

ます。こういう中ではありますが、福島再生加速化交付金などの復

興財源を最大限に活用しつつ、過疎債等の有利な町債の発行や財政

調整基金及び浪江町復旧・復興基金等の取崩しにより財源確保を図

りました。 

   歳出におきましては、中心市街地の再生に向け、浪江駅周辺の整

備を進めるほか、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組として、

水素エネルギーの普及、拡大のための実証事業や燃料電池車をスク

ールバスとして導入するための費用を計上しております。 

   併せて、福島国際研究教育機構、通称Ｆ－ＲＥＩの立地決定を踏

まえ、町内の気運醸成、環境整備などＦ－ＲＥＩの立地を円滑に進

めるための費用を計上しております。さらに、農林水産業の再興の

ため、復興牧場をはじめとした農林水産業施設の整備費用を計上し

たほか、棚塩ＲＥ100産業団地整備や、企業誘致に係る費用を計上

し、新たな産業と雇用の創出を進めます。帰還困難区域については、

室原地区への防災拠点整備をはじめ、津島地区でのコミュニティ再

生、大堀相馬焼の再生など、引き続き、地域の復興に向けた取組を

進めてまいります。 

   そのほかにも、新型コロナウイルスワクチン接種の関連費用や町

民の健康増進に係る費用、町内事業者への各種補助金等、町民生活

や地域経済を支援するための費用を計上するとともに、移住者への

住宅支援、町内での起業支援、子育て世帯への支援など各種取組に

より、町内への移住・定住を促進してまいります。 

   それでは、12月定例会以降の行政執行の主なものについて、報告

をいたします。 

   初めに、特定復興再生拠点区域の避難指示解除について、報告を
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いたします。 

   避難指示解除に向けた住民説明会は１月30日から２月５日まで、

県内５会場、東京及び仙台で計７回開催し、111名の住民の皆様に

ご出席をいただきました。 

   説明会でのご意見、ご要望からいただいた課題について、国、県

等の関係機関と対応策、連携体制を再確認いたしました。 

   町長として、震災前のふるさとの姿を取り戻し、復興を力強く進

めるため、避難指示を解除することが必要であると判断いたしまし

た。議長同席のもと、３月１日、太田原子力現地対策本部長及び鈴

木副知事と避難指示解除日時を３月31日10時とすることについて合

意いたしました。 

   また、住民説明会では、解除後の復興に向けた多くのご意見をい

ただきました。津島拠点では、３月18日に福島再生賃貸住宅の完成

式を予定しておりますが、一人でも多くの方にご帰還いただけるよ

うに生活環境の整備をはじめとした様々な事業を実施し、復興再生

を加速してまいります。 

   次に、町長への手紙について、報告をいたします。 

   令和５年２月末時点で59通の手紙をいただきました。 

   内容については、帰還困難区域に関する要望、町内の生活環境の

苦情など数多くのご意見・ご要望を頂戴しているところであり、引

き続き、町民の皆様からのご意見・ご要望を聴取し、町政執行に生

かしてまいります。 

   次に、総務大臣表彰について、報告いたします。 

   昨年実施しました第26回参議院議員通常選挙において、顕著な成

績を挙げた団体等に対する表彰を行う「第26回参議院議員通常選挙

における総務大臣表彰」において、浪江町選挙管理委員会の総務大

臣表彰受賞が決定いたしました。 

   受賞の主な理由としては、投票率が前回と比べ5.19ポイント増加

し、県内２位、管内では１位の増加率であったこと。また、なみえ

チャンネル等を使った動画配信サービスを利用した選挙啓発活動へ

の取組などが評価されたものであります。 

   引き続き、適正な選挙執行に努め、啓発活動に力を注いでまいり

ます。 

   次に、ふるさと帰還通行カードの利用促進延長について、報告を

いたします。 

   これまで様々な機会で国に対して要望してまいりましたが、１月

末に国土交通省より令和６年３月末までの１年間延長が発表されて

おります。具体的な更新カードへの移行時期や手続の詳細等につい
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ては、今後決定するとされており、決定次第、更新申請の受付が開

始されることになります。 

   次に、賠償請求支援について、報告をさせていただきます。 

   昨年12月20日に、原子力賠償紛争審査会において、集団訴訟の確

定判決を踏まえた指針の見直しとなる「中間指針第五次追補」が決

定され、東京電力からも追加の賠償基準の概要が示されました。受

付開始時期等、詳細については、東京電力が３月中に発表するとさ

れておりますが、請求に当たっては、真摯かつ迅速に対応するよう、

東京電力に求めていくとともに、町民の皆様への周知や相談支援に

努めてまいります。 

   次に、令和５年度広報なみえ発行事業について報告をいたします。 

   第68回福島県市町村広報コンクールにおいて、広報なみえ10月号

が佳作を受賞しました。町民に分かりやすく、浪江町の歴史、震災

の記憶、そして未来のまちづくりへとつないだ記事が高く評価を受

けたものであります。 

   今後も「なかよくみんなえがおであなたと町を結ぶ広報なみえ」

を念頭に、読みやすく親しみの持てる町民の声で作る広報紙づくり

に努め、地域の魅力を発信してまいります。 

   次に、本庁舎改修工事について報告をいたします。 

   昨年度より実施しておりました本庁舎のＺＥＢ化改修工事として、

空調の個別化、照明のＬＥＤ化に加え、太陽光発電設備や蓄電池の

設備が完了いたしました。引き続き、再生可能エネルギーの活用を

図ってまいります。 

   次に、男性用トイレにおけるサニタリーボックスの設置について

報告をいたします。 

   病気の方や高齢の方が安心して外出していただけるよう、役場本

庁舎をはじめ、秋桜アリーナ、ふれあい交流センターなどの公共施

設の男性用個室トイレにサニタリーボックスを設置いたしました。

今後も引き続き、町民の皆様が利用しやすい施設づくりに努めてま

いります。 

   次に、国民健康保険等の一部負担金の免除の継続について、報告

をいたします。 

   国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険につきましては、原

発事故の特例措置による一部負担金等の免除措置が旧避難指示区域

等上位所得世帯を除き、令和５年７月31日まで期間を延長すること

となり、２月下旬に対象者の方へ一部負担金等免除証明書を送付い

たしました。 

   次に、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金等について報
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告をいたします。 

   電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、物価高

騰対応生活困窮世帯緊急補助金1,407件、電力・ガス・食料品等価

格高騰支援給付金2,116件の支給をいたしました。 

   次に、原油価格・物価高騰緊急支援事業について報告をいたしま

す。 

   大幅な原油価格・物価高騰が事業者の負担となっていることを受

けて、町内で事業活動を行う事業者を支援するため、浪江町原油価

格・物価高騰緊急支援金の支給を10月より開始し、１月末で申請受

付を終了し、140事業者から申請をいただき、712万円を支給いたし

ました。 

   次に、町内産業団地への企業立地状況等について報告いたします。 

   南産業団地におきまして、町内企業２例目となる株式会社ダイイ

チの立地が決定し、昨年12月21日に立地に関する基本協定を締結い

たしました。操業開始は令和６年春頃を予定しております。 

   北産業団地におきましては、既に立地の決定したサバ陸上養殖事

業を行う「かもめミライ水産」が１月17日に地鎮祭を行ない、工場

建設に着手いたしました。令和６年の生産開始を予定しております。 

   そのほか企業誘致活動としましては、担当課を中心に、関東、東

北地方にある企業への訪問活動、東京都で開催された企業立地セミ

ナーへの出展、浪江町に関心のある企業の町内視察を受け入れるな

ど、誘致につながる取組を進めております。 

   今後も引き続き、企業誘致活動の推進に努めてまいります。 

   次に、米国ランカスター市とのパートナーシップ宣言に係る取組

について報告をいたします。 

   水素エネルギーの推進に関するパートナーシップ宣言に共同署名

いたしましたランカスター市との共同事業として実施することにな

った米国エネルギー省のメンター・メンティープログラムにおいて、

メンティーとなる米国ハワイ郡を２月14日から２月19日にかけて訪

問し、今後の３者間の取組について事務レベル協議を行いました。 

   協議の結果、今年４月30日から５月５日にかけてランカスター市

を訪問し、ロサンゼルスで行われるエネルギー関係者が一堂に会し

た国際的な会合で３市町の取組などを広く発信することやランカス

ター市の取組を視察させていただくことに加え、それぞれの都市に

おける先進的な取組や地場産品をＰＲする取組等を進めることで合

意をいたしました。 

   両市町の取組を世界に発信し、脱炭素社会の実現に向けた取組を

世界や両国内に普及させる先導役となるよう、さらなる親交を深め
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てまいります。 

   次に、未来の農業を語るｉｎ浪江2022について報告いたします。 

   11月26日から27日に都市部に在住しており、社会人向け農業研修

を修了した方々15名が町を訪れ、農家や生産組合、農業法人への訪

問や見学を行い、今後の新しい農業の可能性を考えるワークショッ

プを開催いたしました。 

   ワークショップでは、販路開拓、新商品開発等、農業を通じた地

域活性化等に詳しい外部アドバイザーと共に町の農業の可能性につ

いて議論し、より深い学びを得ることができました。参加した方か

ら、当町での事業を具体的に検討したいという声も聞かれました。 

   引き続き、町の農業再生、地域農業の活性化及び移住・定住につ

ながる取組を進めてまいります。 

   次に、農業に係る大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構

築事業の取組について報告をいたします。 

   12月17日に連携協定を締結している東京農業大学が主催し、町と

株式会社舞台ファームの共催のもと、今年度の「復興知」事業の活

動成果報告会が開催されました。 

   報告会では、町内における学生が取り組んだ農業実習や浪江産イ

チジクの加工実習、新たな農産物の栽培に向けたワークショップな

ど活動報告がありました。 

   また、東京農業大学特命教授の末松広行先生より、「浪江町の農

業振興にも役立つ国の農業政策・今後の動き」と題して講演をいた

だき、講演後は東京農大生と町内の農業者や関係者を交えて今後の

活動に向けた懇談会を実施しました。懇談会では、学生から農作業

や地域の文化再生にもっと関わりたいという声に対し、農家の皆様

からは受入れに前向きな発言が出るなど、今後につながる有意義な

機会となりました。 

   引き続き、「復興知」事業を活用した人材育成や新たな農業への

チャレンジだけではなく、地元農家と学生を結びつけ農業振興とと

もに地域活性化を図ってまいります。 

   次に、企業や団体等との連携協定締結について報告をいたします。 

   12月22日、浪江町は大熊町、双葉町及びトヨタ自動車株式会社の

３者と「カーボンニュートラルに関する連携協定」を締結しました。 

   本協定に基づき、震災からの復興に向け連携を深め、低炭素な循

環型農業、肥料・飼料の地産地消による輸送時ＣＯ２削減などを通

じて、カーボンニュートラルの実現に向けた取組を推進してまいり

ます。 

   次に、浪江町産桜植樹式について報告いたします。 
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   ２月９日に、浪江町で生産された桜の苗木を経済産業省の敷地内

に植える植樹式が開催されました。 

   この桜の苗木は、町内の農家が東京農業大学の協力の下、生産に

取り組んでいるものです。植樹式では、原子力災害現地対策本部長

を務める太田副大臣、町からは成井副町長、東京農業大学からは入

江教授の３名で、浪江町で掘り取られた大漁桜という品種の苗木を

植樹し、その後、桜の育成に関わった東京農業大学の学生が水やり

を行いました。 

   太田副大臣は、開催挨拶において、今回植樹された桜は、福島の

復興に対する決意と責任をしっかりと心にとどめる。そういう桜の

木であると思っている。浪江町の特定復興再生拠点区域の避難指示

解除に向けてさらに努力するとともに、新産業の創出やなりわいの

再生などにも国として全力で取り組むと発言をされました。 

   次に、育苗施設整備事業について報告いたします。 

   昨年度より苅宿地区に整備を進めてきました育苗施設でございま

すが、１月末に工事が完成し、施設稼働に向けた準備を経て３月

１日に供用開始となりました。 

   令和４年産の水稲作付面積は、震災前の２割程度となる428ヘク

タールでございますが、農業は町の基幹産業であると同時に浪江町

の原風景であります。本施設とともに、昨年度に供用開始したカン

トリーエレベーターを有効活用しながら、水稲生産の再興に向け取

り組んでまいります。 

   次に、請戸魚市について報告いたします。 

   12月10日、請戸漁港荷捌き施設内において、請戸魚市が開催され

ました。 

   震災発災以降12年ぶりの開催で、町内外から多くの方々にご来場

いただき、水産加工品を中心に買い求める様子が見られ、多くの方

が待ち望んでいたことを強く感じたところであります。 

   来年度以降も継続して実施できるよう関係者、関係機関と協議を

進めてまいります。 

   次に、請戸漁港出初め式について報告いたします。 

   １月２日、請戸漁港において令和５年請戸漁港出初め式が開催さ

れました。町民、関係者が見守る中、神事が執り行われた後、漁船

7艘が列をなし、色鮮やかな大漁旗をはためかせ朝日を浴びながら

出港し、漁業の安全と豊漁を祈願いたしました。 

   東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出、海水面温度

の上昇、燃料費の高騰など、漁業環境を取り巻く環境は、依然とし

て厳しいものでありますが、今後も請戸漁港で水揚げされた新鮮な
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魚介類が、「請戸もの」として、県内のみならず全国各地で流通で

きるよう関係機関と連携をしながら取り組んでまいります。 

   次に、丈六公園における整備工事の完了について報告いたします。 

   令和３年９月より工事を行っておりました丈六公園整備工事その

２が令和４年12月28日をもって完了し、令和２年度の丈六公園整備

工事その１と併せて整備工事の全てが完了しました。 

   丈六公園は、新たな遊具の設置や樹木の植樹といった工事を行い、

町民の憩いの場だけではなく、防災あずまやの設置により、一時的

な避難場所として活用できる公園となっております。 

   今後、この公園が多くの子供たちの遊び場として、そして町民の

憩いの場としての施設になることを期待しております。 

   次に、国道114号の防犯灯設置工事の完了について報告いたしま

す。 

   令和４年９月より国道114号改良区間の防犯灯設置工事が令和

５年１月31日をもって完了いたしました。 

   今回、20基の設置を行っており、令和２年度の10基及び令和３年

度の20基を合わせて合計50基設置いたしました。防犯灯の設置によ

り、安全かつ安心な通行の確保につながるものと期待をしておりま

す。 

   次に、教育行政関連について報告いたします。 

   新年度入学及び転入される予定の児童・生徒への説明会を中学校

は１月24日に、小学校は２月２日に開催いたしました。 

   新年度からは、なみえ創成小学校が38名、なみえ創成中学校が23

名、児童・生徒合わせて61名が通学する予定となっております。令

和４年度から比較すると、小学校が10名、中学校が11名増えること

となります。 

   また、浪江にじいろこども園において、新年度入園される予定の

ご家庭への説明会を２月21日に開催いたしました。新年度からは11

名増となる43名が通園する予定となっております。 

   子供たちは町の宝です。さらなる教育環境、子育て支援の充実を

図ってまいります。 

   次に、生涯学習関連について報告いたします。 

   １月７日に、これまでの成人式から名称を変更して、令和５年浪

江町「二十歳を祝う会」を、感染予防対策を講じた上で、地域スポ

ーツセンターで実施しました。 

   当日は晴天に恵まれ、新たに二十歳を迎えた29名が参加し、ご来

賓や保護者の方々が新成人の新たな門出を祝うとともに、ふるさと

での友人、恩師との再会を喜び合い周囲の方々へ感謝する姿が見ら
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れました。 

   １月21日に、棚塩地内で行われている弥平さく遺跡発掘現場の現

場公開を行い、約60名の見学者が訪れました。３年計画の２年目の

発掘調査を行っており、約1,700年前の竪穴式住居跡などを見学し

ていただきました。 

   １月29日に、文化財防火デーに関連した消防訓練を、大聖寺を会

場として開催しました。震災後初の12年ぶりの開催となります。 

   大聖寺北側墓地の線香の火が旧渡部家住宅に延焼するおそれがあ

るという想定で、消防署、消防団による放水訓練を行いました。今

後も町内文化財の保護に努めてまいります。 

   以上、12月定例会以降の取組について報告をいたしました。 

   なお、今定例会にご提案申し上げる案件は、条例の制定及び改正

案件が12件、契約の締結及び変更案件が６件、指定管理者の指定案

件が１件、町道の認定及び廃止案件が１件、令和４年度補正予算案

件が８件、令和５年度予算案件が11件であります。 

   詳細につきましては、提案の都度ご説明申し上げますので、よろ

しくご審議、ご承認いただきますようお願いを申し上げ、私からの

行政報告とさせていただきます。 

○議長（平本佳司君） 以上で行政報告を終わります。 

───────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長（平本佳司君） 日程第５、一般質問を行います。 

   一括質問方式については、慣例により質問が30分、再質問が10分、

再々質問が10分以内となっております。 

   一問一答方式については、質問、答弁合わせて60分以内となりま

す。質問は自席で行います。 

   なお、一般質問は通告順に許可いたします。質問、答弁とも簡潔

にお願いいたします。 

───────────────────────────────── 

◇ 紺 野 榮 重 君 

○議長（平本佳司君） 15番、紺野榮重君の質問を許可します。 

［15 番 紺野榮重君登壇］ 

○15番（紺野榮重君） おはようございます。15番、紺野榮重でござい

ます。 

   議長の許可をいただきましたので、一般質問をいたします。 

   質問方法は、一括質問方式です。 

   質問の概要は、記載のとおりであります。その中で、１番、住民

説明会の件で、（１）線量年間20ミリシーベルト、これは帰町判断
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の上限と思います。追加被曝１ミリシーベルトの関係がよく分かり

にくいので説明願いますというふうな質問につきましては、全員協

議会におきまして質問いたしまして、納得しましたので削除させて

いただきます。 

   ホットスポットの線量基準はどうなのかというふうなことだけを

（１）番ではお伺いをいたします。 

   それでは、一般質問をいたします。 

   特定復興再生拠点区域における避難指示解除説明会７か所、誠に

ご苦労さまでした。参加人数少ない箇所もありましたが、できるだ

け多くの方が参加できるようにするのは今後の課題かと思います。

災害から12年になり避難している地域に生活基盤ができ、浪江町に

戻ることの難しさを述べる町民もおられました。しかしながら、何

とかしてふるさとに戻り復興していきたい方もおります。 

   町長が言われるように、今後は特定復興再生拠点を避難解除して、

区域外白地地区に広げていきたいと話されました。いろいろの要望、

提案、できる限り応えていただき、次のステップに進めなければな

らないと思います。 

   今後は、特定復興再生拠点解除して、保全管理を進めながら並行

して実証栽培をして、放射能が基準以下であることを証明して、作

物を作れるようにしなくてはならないというふうに思います。 

   住民説明会での質問をいたします。 

   ホットスポットの線量基準はどうなのか、お伺いをいたします。 

   防犯の問題では、今までと違って地域の明かりが少ない中で、非

常に防犯に対して心配される方が多いわけであります。街灯、防犯

灯点検、さらには各戸に防犯カメラ設置はできないものか。また、

駐在所再開はできないか。要請はされているのか伺います。 

   試験栽培６品目に限られた理由、町としての主食である米、さら

にはバレイショ、タマネギ等の実証栽培もするべきだと思います。

現在は特定復興再生拠点の末森、室原、津島の除染がほぼ終わり、

準備宿泊、そして避難解除に向けて進んでおります。これからの予

定は復興拠点から外れた地域に、復興拠点と同様に居住が再開でき

るよう特定帰還居住区域を新設して帰還に向けて除染するというこ

とですが、できるだけ早く帰還困難区域が解消されることを望むと

ころであります。 

   次に、産業団地の件をお伺いいたします。 

   浪江町の若い人の働く場所の確保のための４か所の産業団地、多

くの工場進出に町当局の努力に感謝を申し上げます。さらなる誘致

と進出された工場の発展を願うところであります。 
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   産業団地に工場進出されている件数と従業員の数、その中で浪江

町民はどのくらいの人数かお伺いをいたします。 

   さらに、企業誘致、見通しが明るい会社があればお示しください。 

   水素製造拠点の生産量はどれだけあって、どのような消費計画な

のか、お伺いをいたします。また、アンモニアも製造されると思い

ますが、今後どのような計画で進められるのか伺います。 

   県酪連の復興牧場と地域との連携の中で、牛の餌の作付と土壌改

良のための堆肥の還元を期待しておりますが、進捗状況をお伺いい

たします。 

   次に、災害危険区域の見直しの件についてお伺いをいたします。 

   災害危険区域の設定の趣旨は、３・11と同程度の津波が発生した

場合でも、住民の生命財産を守り、浸水した区域などを災害危険区

域に指定し、住宅建設を制限するとなっております。 

   しかし、浪江町の場合は、この危険区域は広範囲に設定されまし

た。浜街道から幾世橋荒井部落の約100メートルが危険区域に設定

されました。請戸地区には約400戸、棚塩地区には約90戸、住んで

おられた方は約1,500人であります。田畑を耕しておった方、また、

漁業者は港に近くないと何かと不便だと思います。戻りたい気持ち

の方は大分おられることと思います。隣の小高区とでは基準に差が

あります。そのため、小高町では海岸寄りに住居新築されておりま

す。相馬港付近では、住宅の建設、商店も再開されております。浜

の駅松川浦も建設されており、お客さんでにぎわっております。 

   危険区域の設定は、市町村によって大分違いがあるようでありま

す。浪江町の沿岸部の帰りたい方々に希望を与えることによって、

浪江町の居住人口が増え、浪江町の復興につながると思います。見

直しできないか伺います。 

   浪江町は、この制限をかけるに当たって、どのような基準で制限

をされたのか伺います。危険区域の範囲の基準は、市町村によって

大分違います。見直しをかけるべきだと思います。 

   現在、護岸堤防のかさ上げ、堤防から200メートルはかさ上げを

されて防災林が植栽されました。このことにより危険区域の範囲、

見直しも津波に対しての安全が保たれると思います。見直しできな

いか伺います。 

   次に、マイナンバーカードの件をお伺いいたします。 

   国は令和４年度末までにほとんどの国民に普及させたい考えです

が、利便性の乏しさや安全性への不安などから普及が進んでおりま

せん。国は2023年度から交付率に応じて地方交付税の配分額に格差

をつける方針です。県内市町村からは疑問の声があります。専門家
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は普及の遅れは国にも責任がある。利便性を高めて県民に理解を広

げる必要があると新聞に出ておりました。 

   浪江町は、マイナンバーカードにどのように対応していくのか伺

います。 

   昨年の８月の調査でありますけれども、全国の交付率は47.4％、

県内の交付状況は42.2％、全国で福島県は44位、浪江町は、交付率

は37.2％、双葉郡での交付率の順位は７番目であります。順位にこ

だわるわけではありませんが、選挙投票率と同じような感じがしま

す。せめて、県内の中間くらいに位置したいものであります。コン

ビニの証明書交付は、県内29市町村で交付、その中で双葉郡では川

内村と浪江町だけが発行されないという状況であります。さほど不

便は感じませんが、何で浪江町が県内の平均にならないのか不思議

でなりません。 

   マイナンバーカードを取得することによってのメリットは何か伺

いたい。 

   マイナンバーカードによる情報漏えいはどのようにして守られる

のか伺います。 

   マイナンバーカードに入力するのは浪江町と思いますが、どのよ

うなことが入力されるのか伺います。また、入力に対して本人の許

可などは得なくていいのか、お伺いをいたします。 

   私たちは、マイナンバーカードにしないと困るのは、現行の保険

証を2024年秋に廃止しマイナンバーカードを保険証に一本化すると

なれば、マイナンバーの取得は任意と言われながら事実上義務化さ

れることになります。 

   浪江町としては、マイナンバーにすることによっての事務処理能

率はどのようによくなるのか、お伺いをいたします。 

   次に、帰還困難区域の避難解除と特定帰還居住区域の新設につい

て伺います。 

   ３月31日に特定復興再生拠点の解除が行われる報道がありました。

東京電力第一原発事故から12年になります。いよいよ解除から復興

再生へと進んでいかなくてはならないわけであります。復興してい

くための課題、町の考え、地元の要望を質問いたします。 

   特定復興再生拠点と特定帰還居住区域新設の違いは何か伺います。 

   生活していく上で困ることは、買物、医療、介護、駐在所、ＪＡ、

郵便局等の再開、生活環境整備はどうなっているか伺います。 

   復興の基本は、まず保全管理を進めることと並行して作付の取組、

実証栽培を進めることが大事かと思います。このことに対しては、

やはり県の普及所に指導してもらうことが大事かと思います。どの
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ように進められるのか伺います。  
   活性化センターを利用してかつて津島の特産であったエゴマ、リ

ンドウの栽培をして復興できないか。実証栽培を進めるべきではな

いかと思います。どのように考えられますか、伺います。  
   津島地区は平場と違った考えの中で、復興していかなくてはなら

ない地域と思います。古民家、学校等の施設利用を考えて復興を考

えるべきかと思います。  
   特定復興再生拠点区域復興拠点から外れた地域に復興拠点と同様

に居住が再開できるよう環境を整え、特定帰還居住区域を新たに設

定する。解除をするための新制度でありますけれども、新区域は帰

還した住民の日常生活に必要な宅地、道路、集会所、墓地などを含

む範囲を想定しており、国費で除染などを進める。県や市町村の意

向を踏まえた上で、法制化を目指すとなっております。 

   新区域の設定要件は素案の段階でありますけれども、放射線量が

一定基準以下に低減されることというが、具体的には何ミリシーベ

ルトなのか伺います。 

   一体的な日常生活圏を構成し、原発事故の住居で生活の再建が可

能であることと言いますが、具体的にはどのようなことか伺います。 

   計画的で効率的な公共施設などの整備が可能なこと、公共施設と

はどのような施設を意味するのか伺います。 

   復興拠点と一体的な復興再生とは何なのか。復興拠点と連動する

ということを意味するのか伺います。  
   これらの設定要件を検討して、市町村が住民の帰還意向などを踏

まえ、新区域の範囲設定や公共施設整備などを盛り込んだ復興再生

計画を作成するとなっております。  
   政府は、住民の帰還意向を個別に把握した上で、帰還に必要な場

所を除染する考えであります。しかし、大熊、双葉両町の一部地域

で先行除染を始めるということであります。  
   この特定帰還居住区域を設定するに当たり、今後どのような時間

軸で進めるのかお伺いをいたします。また、現在はどのような状態

なのか伺います。  
   2020年代をかけて取り組むということは、あと７年であります。

しかしながら、大熊、双葉は、一部地域で先行除染が始まるという

わけでありますけれども、浪江町もできないのか伺います。帰る希

望のある方に少しでも早く帰れるように町を挙げて進めていただき

たいと思います。  
   次に、中間指針第五次追補についてお伺いをいたします。  
   中間指針の見直しは、放射線に係る情報が不足する中で、被曝の
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不安と今後の展開、見通しも示されないまま、不安を抱きつつ、着

のみ着のまま取るものも取りあえず、過酷な状況の中で避難を強い

られたことによる精神的な苦痛を賠償するということで、中間指針

の見直しとなったわけであります。私は正直なところ、大体の賠償

は終わりだと思っておりましたので、大変評価するところでありま

す。  
   専門委員が最終報告で指摘した新たに類型化できる損害などの主

なポイントは、過酷な状況の中で避難を強いられたことによる精神

的賠償。  
   避難前と変容してしまったふるさとを受け入れざるを得ないこと

による精神的損害。  
   自主避難者のうち妊婦や子供以外の放射線被曝への恐怖、不安に

よる複合的な恐怖、不安に伴う精神損害。  
   計画的避難区域の住民の相当量の線量区域に一定期間滞在したこ

とによる健康不安にもとづく精神損害。  
   要介護、身体や精神の障害などの精神的損害の増額要因。  
   これらの精神的損害と裁判による賠償の違いが認められたという

ことと思います。  
   この中間指針の見直しに対して、町としてどのように対応される

のか、お伺いいたします。  
   該当する町民は、自ら請求手続をするのか。それとも東電賠償の

ときのように請求すればいいのか伺います。  
   該当しても既に亡くなられた方は権利があるかどうか伺います。  
   ＡＤＲ、あるいは裁判で賠償決定された方との関係はどうなるの

か伺います。  
   相当量の線量と地域で健康不安を受けた人、いわゆる子供、妊婦

は１人60万円加算されるのか伺います。  
   警戒区域、第一原発から20キロ圏内、１人30万円加算とはどうな

るのか。お伺いをいたします。  
   以上で第１回目の質問を終わります。  
○議長（平本佳司君） 住民課長。 

○住民課長（柴野一志君） 質問の１の１、ホットスポットの線量基準

はどうなのかの質問にお答えいたします。 

   まず、過日開催されました住民説明会では、発見されたホットス

ポットに対して行うとされておりますフォローアップ除染の線量基

準について質問が多くされておりましたので、その視点でご回答さ

せていただきたいと思います。 

   環境省では、局地的に空間放射線量が高くなっている地点、いわ
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ゆるホットスポットをフォローアップ除染の対象としております。

フォローアップ除染の実施に関わる線量基準はなく、個別に現地の

状況を確認した上で除染の実施を判断していると聞いており、線量

不安がある場合には、調査を行った上で必要な場合はフォローアッ

プ除染を実施しますので、環境省浪江分室までご連絡をいただきた

い旨の説明をいただいております。 

   また、町としては、除染後の線量効果維持の確認のため、放射線

を可視化することができるガンマカメラによる宅地等の測定を行っ

ており、結果を見て所有者の方が不安に思われる箇所があった場合

等、環境省へ情報共有して線量低減に向けた対応を求めることとし

ております。 

   また、線量低減が困難な箇所があった場合については、浪江町除

染検証委員会において線量低減に向けた対応策を検証していただく

こととしております。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） 不安の問題の件でございますが、こちらの

質問にお答えいたします。 

   防犯カメラに関しましては、町内全域、主要道路等に設置してお

りまして、各戸への設置につきましては、個人での対応をお願いす

るものと考えております。 

   なお、双葉警察署のほうでは、高齢者世帯の貸与基準を設けまし

て、防犯カメラやセンサーライトの貸出しを行っていると聞いてお

りますので、これがご活用いただけるようその周知、広報を行って

まいりたいと考えております。 

   次に、駐在所に関してでございますが、これまでも町から再開の

要望を行ってきたところでございます。福島県警本部に確認しまし

たところ、令和５年４月から室原駐在所・津島駐在所におきまして

業務を行うとの回答がございます。引き続き、防犯対策について連

携した対応ができるように取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） 同じ質問の中で防犯灯の点検についてご質

問がございましたので、お答えをさせていただきます。 

   防犯灯の点検につきましては、次年度より防犯灯の点検を実施す

る予定でございます。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） １の（３）試験栽培の６品目に限られ



- 22 - 

る理由、主食の米、さらにバレイショ、タマネギの実証栽培につい

てお答えいたします。 

   現在、帰還困難区域においては、国により非結球性葉菜類、結球

性葉菜類、アブラナ科の花蕾類について摂取及び出荷を差し控える

よう要請されております。 

   県によると、試験栽培の品目選定については、国から要請されて

いる品目の代表としてホウレンソウ、コマツナ、キャベツ、ブロッ

コリーが選定されており、加えて出荷を差し控える要請のあるカブ

と県から収穫を差し控えるよう要請のあるトウガラシの計６品目に

ついて、令和３年度から２か年にわたり出荷制限の解除に向けて作

付実証を実施いたしました。 

   試験栽培の結果については、基準を超過したものはございません

でした。 

   主食の米については、県が定める要領に基づく実証栽培を令和

５年度から担い手や圃場の確保及び水利環境が整った室原地区にお

いて実施する予定です。ほかの２地区においても準備が整い次第、

実証栽培に取り組んでいくこととしております。 

   なお、バレイショ及びタマネギ等といったその他の園芸品目につ

いては、県が公表している出荷制限、摂取制限等の要請から除外さ

れておりますので、実証栽培は実施しておりませんが、特定復興再

生拠点の区域で作付される場合は、県による通常の緊急時モニタリ

ング検査の前段として収穫可否確認検査を実施することにより安全

性を確認してまいります。 

   町といたしましても、地域の担い手と話合いを進め、県と緊密に

連携し、農産物の出荷再開に向け取り組んでまいります。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 中君） 大きな２番、産業団地の件につきまし

て、まず１番、産業団地に進出されている数などについてのご質問

でございます。 

   藤橋産業団地においては４件、北産業団地が１件、棚塩産業団地

は、ロボテスの滑走路を含めて４件の進出、合計９件の企業が進出

済みとなっております。 

   また、従業員数につきましては、産業団地で操業済み及び近日操

業する企業での数で約170人程度、そのうち浪江町民、または浪江

に居住している方およそその30％となっております。産業団地全体

では500人程度の雇用確保を目指してまいります。 

   なお、この数に産業団地以外の誘致済み数企業の数は入っており
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ません。そういった企業の誘致も進んでおります。 

   （２）番、明るい見通しはあるのかということですが、今、操業

準備中の企業として、北産業団地では「かもめミライ水産」、南産

業団地では「會澤高圧コンクリート」、さらには町内企業の「八島

運送」、「ダイイチ」などの企業が決定し、操業の準備を進めてお

ります。 

   先ほど申し上げましたように、産業団地以外の常磐自動道浪江イ

ンター付近において、「イガラシ綜業」が操業の準備を進めており

ます。 

   昨今の水素事業の世界発信、そして、国際研究教育機構の立地決

定を受けて、このほかにも多くの企業から産業団地の立地に対する

問合せをいただいております。産業団地以外の場所でも動きも出て

きております。 

   今後、具体的に決まってきましたら、その都度ご報告申し上げて

いきます。 

   （３）番、水素製造拠点、水素実証フィールドどのぐらいの生産、

消費、そういったことについて、お答え申し上げます。 

   ここは、ＮＥＤＯの実証実験場として、再生可能エネルギーの直

接使用と再エネを水素エネルギーへ転換していくという最適なバラ

ンスを取るための実証実験を目的としております。 

   つまり、水素をひたすらつくっていくという施設ではなくて、時

には太陽光でつくった電気を送電線に戻していきますが、原則とし

ては、余剰な太陽光電力を使って水を電気分解し、水素を取り出し

て、それをためておく。夕方に電力が不足する時間帯になれば、水

素を使って再度電気に戻して安定供給できないかといった実験を検

証していくものであります。そして、系統の電気と太陽光電気の最

適な電気のバランスで水素を製造するという実証を今行っているわ

けでございます。 

   この施設は年間200トンを太陽光のみで製造する能力はあるわけ

ですが、今は実証を繰り返しながら止めたり動かしたりしています。

その一部23トンを浪江町内、そして浪江周辺に供給している現状で

あります。 

   今後の見通しといたしましては、町で進めております駅周辺整備

事業、ＲＥ100産業団地整備、こういったところに水素の需要先を

着実に増やすようにしていきたい。需要先拡大ももくろみ、それに

併せて水素が計画的に供給できるように協議を進めていきます。 

   また、おただしのアンモニア製造の実証につきましては、株式会

社日揮が事業主体として、ＦＨ２Ｒ由来のグリーン水素を活用し、



- 24 - 

グリーンアンモニアを製造する実証事業を実施する予定となってお

ります。 

   これにつきましては、地元行政区の説明を終えました。３月末に

立地協定締結を予定しております。令和５年４月以降に測量に着手

し、プラントの建設着工は10月頃、その後、アンモニアの製造実施

開始は令和６年３月頃を予定すると伺っております。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） ２の（４）復興牧場の進捗、地域連携

の中で牛の餌の作付、土壌改良のための堆肥の還元に関する取組の

進捗状況についてお答えいたします。 

   復興牧場の工事等の進捗については、令和３年度に測量調査、土

質調査及び造成設計が完了し、今年度は造成工事の積算、建築実施

設計が完了しております。現在は伐採物処分、建築実施設計積算を

進めている状況でございます。 

   また、今議会において造成工事の工事請負契約締結議案の提案を

予定しており、建築を含めた全体については令和７年度中の竣工を

めどに事業を進めているところです。 

   議員おただしのとおり、本事業は、牧場を中心に耕畜連携を構築

し、除染等で低下した農地の地力を回復させ、営農再開を加速させ

るものであります。農地に還元する資材は、堆肥のほかにバイオガ

スプラントから生じる液肥も想定しており、令和３年度より町内農

家の協力を得ながら普及促進のために試験施肥を実施しております。 

   また、飼料栽培につきましては、土地利用型の有力な作付品目と

考えておりますので、営農再開でのマッチングの場での県酪農協の

出席を求め、担い手や農地所有者に対して飼料栽培についての働き

かけを行っております 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） 大きな３番、災害危険区域の見直しの件。 

   １つ目の災害危険区域の設定はどのような基準で設定されたかに

ついて、お答えをいたします。 

   災害危険区域の設定に当たり、当町における東日本大震災に伴う

津波による浸水深と家屋等の被害状況の関係を整理した際には、津

波の浸水深が２メートルを越えた範囲において、全壊家屋及び人的

被害が増大していることが実態調査で明らかになりました。 

   当町としましては、津波被害から町民の生命及び財産を守るため

には、津波の浸水深が２メートル以上の範囲を基本として災害危険
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区域に設定しまして、居住のための建築物を制限することとしてお

ります。 

   続きまして、堤防のかさ上げ、防災林等による見直しができない

かのご質問にお答えをいたします。 

   護岸工事は堤防のかさ上げが完了しまして、防災林に関しては苗

の植樹がなされておりますが、樹木の成長には時間がかかると考え

ております。数年後に樹木が成長し、堤防と合わせて津波に対する

減衰効果が出るようになりましても、東日本大震災による津波被害

の状況を鑑みましても、現在の範囲で継続させていただきたいと考

えているところです。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 住民課長。 

○住民課長（柴野一志君） 大きな質問４の①町はマイナンバーカード

に対して、どのように対応してゆくのかのご質問にお答えします。 

   マイナンバーカードについては、町としても住民の利便性向上の

ため推進しているところでございます。 

   議員おただしのとおり、当町の交付率はこれまで低調な状況でご

ざいました。交付率については、申請される方の意思とは別な部分

での影響がございますので、申請率でお答えさせていただきますが、

申請率の低さについては、窓口や電話等で対応を行っての状況とな

りますが、手続が面倒、国のセキュリティーを信用していないなど、

住民の方々からは様々な理由が挙げられており、こういった部分が

影響していると思われます。 

   また、申請時か交付時のいずれかに住民登録がある自治体に来庁

して本人確認をする方式が取られているため、避難されている方に

ついては、避難先でも交付が受けられるという特例があるものの、

なかなか浸透せず、こういったことも影響を及ぼしているのではな

いかと感じているところでございます。 

   このような中ではございますが、休日・夜間の受付を予約で行う

等の対応を行っているところで、本年２月末の情報となりますが、

申請率は67.84％となっており、１年前の申請率39.10から率で

28.74％、件数で4,459件伸びている状況です。こういう状況ではご

ざいますが、町といたしましては、引き続き、住民の利便性向上の

ため、取得について推進を図ってまいりたいと考えているところで

ございます。 

   続きまして、２のマイナンバーカードを取得することによっての

メリットは何かについてのご質問にお答えします。 

   メリットに感じるところについては、個々人の状況によって変わ
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ってくると思われますので、国で挙げております項目で何点かご説

明いたします。 

   公的な身分証明書や個人番号の証明書としての利用、それから国

が運営するオンラインサービスであるマイナポータルを活用しての

オンラインでの行政手続、また、新型コロナワクチン接種証明書の

電子発行、それから、現在申込みを受け付けておりますが、健康保

険証とのひも付けされた方については健康保険証としての利用など

があげられております。 

   ③のマイナンバーカードによる情報漏えいはどのようにして守ら

れるのかについてでございますが、設定したパスワードの入力は一

定回数間違えるとマイナンバーカードがロックされ、不正に情報を

読み出そうとするとＩＣチップが壊れるようになっております。 

   また、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止を24

時間365日受け付けており、こういったところでも対策が取られて

おります。 

   続きまして、④のマイナンバーカードに対する入力は浪江町と思

いますが、どのようなことを入力するのか。また、入力するに当た

り本人の許可はどのように得られるのかのご質問にお答えします。 

   基本的には、入力はご本人が行うものとなっておりますが、マイ

ナンバーカード申請時は本人確認の下、暗証番号の入力を補助的に

行う場合もございます。また、現在ですと、マイナポータルにて健

康保険証とマイナンバーカードのひも付け、公金受取口座の登録、

そして、マイナポイントの付与のための設定支援なども、本人に確

認を取りながら補助的に入力を行う場合もあるというような状況と

なっております。 

   最後に、マイナンバーにすることによって町の事務処理はどのよ

うによくなるのかについてでございます。 

   現段階の状況総合的に申し上げますと、必要な添付書類が減り事

務処理がスムーズになることが挙げられ、ひいては住民の方々の行

政手続が便利になると考えられております。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、大きな質問の５番の帰還困

難区域の避難解除と帰還居住区域の新設の件（１）の違いは何かと

いうご質問にお答えをいたします。 

   特定復興再生拠点区域は、平成29年５月の福島復興再生特別措置

法の改正により市町村長が帰還困難区域の中に、住民・移住者の生

活及び地域経済再建の拠点となる特定復興再生拠点区域を設定でき
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る制度が創出されたことに伴いまして、町が設定し国が認定した計

画に基づき設定された区域でございます。 

   特定復興再生拠点区域には、除染により放射線量がおおむね５年

以内に避難指示解除に支障のない基準以下に低減することという条

件があり、帰還困難区域の中でも比較的、低線量地域である必要が

あります。 

   また、住民の居住や経済活動に適した地形、帰還困難区域の外へ

のアクセス確保、効率的整備が可能な規模といった拠点として整備

を進める上で、復興、再生の効果が高い等の地形的な条件がありま

す。 

   関連法案が国会で成立しておりませんので仮称となりますが、特

定帰還居住区域につきましては、国が2020年代をかけて拠点区域外

に帰還意向のある住民が帰還できるよう、帰還意向を丁寧に把握し、

拠点区域外の避難指示解除を進めるために必要な取組であるものと

認識をしております。 

   続きまして、（２）生活していく上で困ることは買物、医療等で

ある。生活環境整備はどうなっているのかのご質問にお答えをいた

します。 

   買物環境につきましては、イオン浪江店、道の駅なみえ、コンビ

ニエンスストアが町内４か所で営業しており、拠点区域で準備宿泊

をされている方にも、デマンドタクシーをご利用いただいておりま

す。また、イオンによる定期的な移動販売、コープふくしまによる

生鮮品等の生協宅配は解除後からご利用可能でございます。 

   医療機関につきましては、浪江診療所や近隣自治体の医療機関の

ご利用をお願いしております。また、浪江診療所への往復にもデマ

ンドタクシーが活用可能でございます。 

   介護につきましては、訪問介護を避難指示解除後に利用できるよ

う進めております。 

   駐在所につきましては、県が室原駐在所、津島駐在所の再開に向

けた準備を進めております。 

   ＪＡ、郵便局につきましては、拠点内で再開する予定はないと聞

いております。 

   生活インフラにつきましては、まだ十分に回復していない部分も

ございますので、国、県及び関係機関としっかり連携をしまして、

再開ができる環境整備に引き続き取り組んでまいります。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） ５の（３）避難指示が解除される区域

の保全管理と作物を作るための実証栽培についてお答えいたします。 
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   震災前のふるさとの原風景を取り戻すということが重要であると

考えおります。また、令和３年度末に拠点ごとに営農再開ビジョン

を策定しており、農業再生のため、農地を保全しながら、農事復興

組合をはじめとした方々と担い手の確保、さらに、作付品目のマッ

チング等の営農相談を継続して実施してまいります。 

   作物の作付については、引き続き、国、県、ＪＡ及び官民チーム

の関係機関と連携を図り、栽培品目の検討も含め、地元の復興組合、

個々の営農者の皆様とご相談させていただきながら取り組んでまい

りたいと考えております。 

   （４）活性化センターを活用して津島の特産であったエゴマ、リ

ンドウの栽培による復興はできないかについてお答えいたします。 

   津島地区の特産であったエゴマ、リンドウの栽培については、震

災前、エゴマの栽培が６経営体で約１ヘクタール、リンドウの切り

花生産が12経営体で約２ヘクタール作付がありました。 

   津島の特産であったエゴマ、リンドウの栽培による復興について

は、地元の復興組合、個々の営農者の皆様と津島地区の農産物の産

地化に向け、担い手の確保や栽培技術に関する研究、営農計画を検

討し、農地の保全管理から農地の管理耕作等の営農再開につなげら

れるよう、ご相談を重ねてまいりたいと考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 教育次長。 

○教育次長（蒲原文崇君） ５の（５）古民家、学校等の施設再利用に

ついてのご質問にお答えいたします。 

   令和３年12月より地元区長などを委員とした浪江町立学校校舎等

検討委員会を組織しまして、計５回にわたり津島小・中、津島保育

所の校舎等の今後の在り方、利活用の方策等についてご検討いただ

き、昨年９月に答申をいただいたところでございます。 

   答申では、校舎等の具体的な利活用方法は示されなかったものの、

津島地区の歴史や伝統文化の保存、展示において多くの意見が出さ

れたところでございます。 

   現在は、校舎等につきましては、役場各部署からも利活用の考え

があるのかの聞取りをしており、これらを基に今後、その在り方に

ついてまとめていきたいと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、ここからは特定帰還居住区

域に関する（６）から（11）までのご質問になりますが、こちらに

つきましては、現時点で関連法案が国会で成立しておりませんが、
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今回改めまして国に確認をさせていただきました内容に基づきまし

て、答弁をさせていただきたいと思います。 

   まず、（６）放射線量が一定基準以下に低減されるというが、具

体的にはというご質問でございます。 

   特定帰還居住区域では、除染等の措置を実施することなどにより

放射線量を避難指示の解除に支障がないものとして一定基準以下に

低減できることという要件の設定が予定されており、この一定基準

につきましては、特定復興再生拠点区域と同様に空間線量率で推定

された年間積算線量で20ミリシーベルトとすることを想定している

と国から聞いております。 

   続きまして、（７）一体的な日常生活圏を構成、原発事故前の居

住できる住居で生活の再建が可能であるというが、具体的にはとい

うご質問にお答えいたします。 

   特定帰還居住区域では、一体的な日常生活圏を構成していたかつ

事故前の住居で生活の再建を図ることができることという要件の設

定が予定をされております。 

   この要件につきましては、まちづくりを目的とする特定復興再生

拠点区域とは異なり、特定帰還居住区域は、帰還する住民の皆様の

生活の再建のための区域であることを踏まえ、住民の皆様が帰還す

るに当たっては、事故前における住居において生活の再建を図って

いただく旨を法案に明示するとともに、区域の範囲につきましては、

帰還する住民の皆様の生活の再建ができるための範囲である必要が

あることから、帰還する住民が日常生活を営む上で必要な宅地、道

路、集会所、墓地等も含めた上で区域を設定することが必要である

ことを示したものと国のほうから聞いております。 

   続きまして、（８）計画的で効率的な公共施設などの整備が可能

なこととはどういうことを意味するのかにお答えをいたします。 

   帰還する住民の皆様が日常生活を営む上で、必要な範囲における

道路、集会所等を公共施設として想定しているものと国から聞いて

おります。 

   （９）復興拠点と一体的な復興再生とは何かのご質問にお答えを

いたします。 

   特定復興再生拠点区域との間の道路による接続や特定復興再生拠

点区域との日常生活、事業活動におけるつながりが必要であること

を示したものということで、国のほうから聞いております。  
   続きまして、（10）特定帰還居住区域を設定するに当たり、どの

ような時間軸で進めるのか。ご質問にお答えをいたします。  
   今後の時間軸については、法案の成立後、国が必要な制度を整備
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した後、浪江町にて策定する特定帰還居住区域復興再生計画を国が

認定することで、特定帰還居住区域が設定されるものと国のほうか

ら伺っております。 

   現時点で具体的なスケジュールをお示しすることは困難でござい

ますが、一昨年、国から示されたとおり、2024年度から除染に着手

できるように調整を進めてまいります。 

   続きまして、11番、2020年代をかけて取り組むというがのご質問

にお答えをいたします。  
   昨年９月に、与党復興加速化本部より、特定再生拠点区域の避難

指示が解除された大熊町、双葉町において、モデル事例として先行

的に除染に着手するよう提言がなされました。現在、この提言内容

に基づき、両町の一部の地域において除染を実施できるよう検討を

進めており、そこで得られた成果は浪江町を含む他の自治体での取

組にもつながるものと聞いております。  
   拠点区域外の除染については、拠点解除後、遅滞なく除染を始め

るという政府方針の下、浪江町においても拠点区域の避難指示解除

後、できる限り早期の除染に着手し、帰還意向のある住民の方々全

員の１日も早い帰還が実現するよう引き続き、国のほうへ要望して

まいりたいと考えております。  
○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） 中間指針第五次追補の件についてお答えい

たします。 

   まず、指針の見直しに対する町としての対応でございますが、町

としましては、被害の実態に見合った中間指針の見直し及びＡＤＲ

和解事例に基づいた直接請求について強く要望してきたことが形と

なりまして、原子力損害賠償紛争審査会の決定に対しましては、一

定の評価をしているところでございます。 

   一方、東京電力では、指針を受けまして、損害項目や対象区域、

賠償金額などの概要を示したところではありますが、これに基づく

被害者への賠償が迅速かつ完全に実施されるよう確実な対応を求め

てまいりますとともに、賠償請求に関しましては、町民の皆様に不

利益が生じないよう周知・請求支援などに努めてまいりたいと考え

ております。 

   次に、請求の手続についてでございますが、１月30日の東京電力

の公表によりますと、従来どおりの請求書による請求方法に加えま

して、請求の負担軽減となるようウェブサイトを通じての請求準備

を進めているとのことです。 

   なお、受付開始時期等、詳細につきましては、今月中を目途に改
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めて東京電力より発表がある予定でございますので、情報収集、周

知に努めてまいりたいと考えております。 

   続きまして、亡くなられた方の権利についてでございますが、東

京電力からは、賠償項目や対象となる方、損害額などの追加の賠償

基準の概要は公表されておりますが、亡くなられた方の請求権など、

詳細につきましては、現段階では示されておりません。今月中の発

表で示されるものと考えております。 

   続きまして、ＡＤＲ、裁判で賠償決定された方との関係でござい

ますが、東京電力は、各損害項目と同趣旨の損害につきまして、直

接請求手続、ＡＤＲセンターでの和解仲介手続、または訴訟などに

おきまして、賠償金を支払い済みの場合は、中間指針第五次追補を

踏まえまして、その金額との差額を追加でお支払いするとしており

ます。 

   続きまして、健康不安を受けた方への加算についてですが、健康

不安に基礎をおく精神的損害につきましては、東電事故時点におけ

る生活の本拠地が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあっ

た方、または福島第一原子力発電所から20キロ圏内にあった方のう

ち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方が対象とされ

ております。これらに該当する場合は、子供及び妊産婦の方は60万

円、子供及び妊産婦以外の方は30万円が支払われることになってご

ざいます。 

   続きまして、警戒区域の加算についてでございますが、東電事故

時点における生活の本拠地が福島第一原子力発電所から半径20キロ

の区域、要するに警戒区域ですが、こちらにあって避難された方に

つきましては、過酷な避難状況による精神損害としまして１人30万

円が賠償されることが示されております。 

○議長（平本佳司君） ここで住民課長より発言の訂正を求められてお

りますので、これを許可します。 

   住民課長。 

○住民課長（柴野一志君） 先ほど、私の答弁の中で４のマイナンバー

カードの件についての①町はマイナンバーカードに対してどのよう

に対応していくのかの中で、「避難されている方については、避難

先でも交付が受けられるという特例があるものの、なかなか浸透せ

ず」というような答弁をさせていただきました。こちらは誤りでご

ざいまして、正しくは「避難先でも申請の受付ができるという特例

があるものの」ということで、「交付」ではなく「申請」というよ

うな形で発言の訂正をさせていただきたいと思います。大変申し訳

ございませんでした。 
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○議長（平本佳司君） 15番、紺野榮重君。 

○15番（紺野榮重君） 15番、大変、項目が多くて申し訳ありませんで

した。 

   住民説明会の件でのホットスポットの件では、基準はないという

ふうなことで、自宅で部分的に高いところがあれば、それの除染を

申し込みなさいというふうなことかと思います。 

   それから、駐在所の件では、働きかけをしているというふうなこ

とでありますけれども、私、香川のほうに行って、駐在所のところ

を見たんですけれども、常駐していない駐在所がありました。そう

いうふうなことで、まずは津島、室原がありますけれども、常駐し

なくてもいいと思いますが、そういうふうなことで、早くこの駐在

所を設けていただきたいなというふうに思います。 

   それから、産業団地の件ですが、水素あるいは電気、そういうふ

うな充電設備も目立つようになってきたというふうに思います。 

   町として、推進するために助成をどのようなことを考えておられ

るのか。やっておられるのか、お伺いしたいというふうに思います。 

   それから、復興牧場の件では、少し長引いているようですけれど

も、やはりこの計画を前に進めて飼料生産したい方、堆肥利用した

い方、復興牧場との話合い、町によって仲介して話合いを設けてほ

しいなというふうに思います。 

   それから、災害危険区域の見直しの件では、答弁ではなかなか難

しいようにお伺いをいたしました。２月19日、請戸の安波祭があり

ました。私も12年来にここに出席をしまして大変感激をいたしまし

た。来年は、今度は苕野神社が再建するというふうなことで、帰り

たいという町民もおりましたので、危険区域を見直して住宅建設が

できるようにお願いしたいというふうに思います。 

   それから、帰還困難区域の避難解除と帰還居住区域の新設という

ふうな件では、住民説明会で羽附の女性が言っておられました。早

く除染して帰してほしいというふうなことであります。 

   特定復興再生拠点は面であったと思いますが、帰還居住区域の新

設というふうなものは何かこの点をつないで、そういうふうなやり

方かなと私は感じております。 

   面として大きな地域は、酒井地区、津島の羽附地区、大堀の大堀

地区、この辺の除染をこの先行を進められないのか、お伺いしたい

というふうに思います。 

   それから、中間指針第五次追補のことでは、３月頃からそういう

ふうなことが示されるというふうなことでありますが、どうしても

申請ができない方を、どうやって手助けするのか問題だというふう
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に思います。 

   町としては、答弁いただいたかもしれませんが、どういうふうに

申請手助けをするか伺います。 

   それから、賠償発生するのは、いつからいつまでの間がそういう

ふうなことなのかというふうなことをお伺いいたします。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 答弁者、産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 中君） 水素普及するため、どのような助成を

行っているかというご質問でございますが、やはり水素の普及は、

各家庭への普及、産業化への普及、そういったものを両方にらんで

いかなくてはならないと思っていまして、まず、町民への補助は、

今年度の予算からＦＣＶ燃料電池自動車に対しての補助25万、それ

からＶ２Ｈビークル・ツー・ホームに対する補助、これも行ってい

ます。 

   Ｖ２Ｈとは、ＥＶやＦＣＶから電気を家庭に逆調することができ

る。そういった助成を行っていますが、なかなか普及しておりませ

んので、引き続き、来年度は啓発活動、普及活動をしていきたいと

思っております。これだけで水素の取組は終わっておりません。実

証実験の数々が浪江で展開されておりまして、それは補助金をもっ

て集まってくるというだけではありませんが、まずは、様々な補助

金を探し、例えば、エネルギー高度化利用補助金、柱上パイプライ

ンや家庭への配送、こういったものも促しております。 

   そういった取組によって、様々な企業が浪江町に結集しておりま

す。まだ誘致という場面ではありませんが、なってきております。

その団体を束ねて水素連絡協議会なる協議会をつくって、様々な企

業の化学反応、浪江の地で、世界ではライバルであっても浪江では

手を携えて、新たな水素の取組をしていただきたい。そのような連

絡協議会を継続して行っております。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） 災害危険区域の見直しをの件について、ご

質問にお答えをいたします。 

   災害危険区域につきましては、指定されている区域の中で、これ

まで居住されていた区域につきましては、防災集団移転地として町

で買収をさせていただいておりまして、個人の土地がほぼほぼない

ような状態でございまして、個人住宅の建設は難しいと思います。

そちらも鑑みまして区域につきましては、これまでどおり継続させ

ていただきたいと考えております。 



- 34 - 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） 浪江町内においても、特定帰還居住区

域において、早く先行して除染をできないかというようなご質問だ

ったかと理解をいたしております。 

   こちらにつきましては、今、意向確認調査のほうを集計している

ところで、そういったところからエリアの設定などに入っていくの

かなと思っております。 

   具体的に意向確認の結果もまだ取りまとめられておりませんし、

国のほうから、具体的なスケジュール感についても、まだ協議をし

ていない段階でございますので、なかなか申し上げづらいところで

はございますが、町といたしましては、先行的な除染のみならず、

生活インフラの復旧など、帰還を希望される住民が１日でも早く帰

還できるようスピード感を持って、取り組むように国に対して、引

き続き、要望してまいりたいと考えております。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） 追加賠償の件ですが、申請できない方への

支援ということでございますけれども、まず、高齢者の方などにつ

きましては、東京電力のほうではそのお問合せに対応するために、

ご相談専用ダイヤルを開設しましたほか、従来からの窓口や訪問の

体制を強化すると伺っておりますので、まずはそちらへおつなぎし、

積極的に活用していただくことを考えております。さらに、先ほど

私の答弁のほうでも申し上げましたけれども、必要な請求相談及び

支援をしてまいりたいと考えております。 

   それから、具体的な対象期間でございますけれども、まず過酷避

難に関しましては、事故発生から最初の６か月間、それから日常生

活損害については、平成29年の６月から30年の３月、それから、生

活基盤変容に関しては期間の定めはございません。それから、健康

不安につきましては、平成23年の３月から23年の10月分が対象とな

ってございます。 

   なお、私の先ほどの当初答弁での発言の訂正をお願いしたいんで

すが、健康不安の対象の中で、私が「妊産婦」と申し上げましたけ

れども、「妊婦」の間違いでございますので、訂正をお願いしたい

と思います。 

○議長（平本佳司君） 再々質問を行います。 

   15番、紺野榮重君。 

○15番（紺野榮重君） 15番、これはお願いですけれども、私は６年前

に避難解除になりました経験から、不安だったのは、やはり最初は
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少ない人数でありましたので、帰還者でありましたので、非常に明

かりがなくて寂しさを感じましたので、防犯灯・街灯を点検しても

らいたいと。買物では移動販売、計画しているようでありますけれ

ども、コンビニの開店も働きかけていただきたいというふうに思い

ます。 

   それから、産業振興課長は、今回の議会が最後と聞いております。

企業の誘致あるいは産業振興に頑張ってこられたと思います。引き

継がれる中で、これからの問題点は何か、お伺いしたいというふう

に思います。 

   それから誘致企業、これもやっぱり企業がどうすれば地元企業と

マッチングすることができるか。町民とそういうふうなことがマッ

チングすることが大事だというふうに思います。５年間の経験と今

後の課題をお伺いしたいというふうに思います。 

   もう一つ最後に、町長にお願いしたいんですけれども、帰還居住

区域の新設、まだ決まっていないというふうに言いながら、大熊町

と双葉町は先行除染されております。 

   浪江町は、どうして先行除染されないのか、町長に最後にお伺い

したいというふうに思います。 

○議長（平本佳司君） 町長。 

○町長（吉田栄光君） 紺野榮重議員の再質問にお答えをいたします。 

   新たにできる特定帰還居住区域、これは新設でありますね。今国

会でご議論いただいて法律が成立するというような仕組みかと思っ

ています。 

   今、紺野榮重議員のおただしは、我々当町において、復興再生拠

点の解除を決定するに当たっての説明会で、区域外の住民からの声

を受けてのある意味、再質問かと受け止めております。 

   当然私は、県の議員をやらせていただいて、この震災対応に当た

ってまいりましたが、こういった区域を策定するのは、当該する行

政、我々も今後、特定帰還居住区域の策定に当然当たる立場であり

ます。その上に立って今回我々の解除の協議をする最中にあのよう

な隣接の町が新たな区域の方向を示したということで、町民からは

多くの意見をいただいております。拠点区域外の住民は、大熊であ

ろうが双葉であろうが浪江町であろうが同じ思いで今いるかと思っ

ております。今回はこの３地区にあっての拠点解除を町民の方々に

お示しをしたところであります。 

   今後、再生拠点の解除後は、間をおくことなく、先ほど課長のほ

うから答弁をさせましたが、２町の先行的なモデルケースを踏まえ

た形で、我々の区域外のこの地域も除染解除という運びになるはず
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です。しっかりと町長として国のほうに拠点外、つまり特定帰還居

住区域に該当される町民の１日も早い帰還ができるよう強い要請を

してまいりますので、どうかご理解をいただきたいと思います。 

○議長（平本佳司君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 中君） お答えいたします。 

   ５年間、産業振興課長をやらせていただきまして、その前25年間

の役場生活の中で、５つもＲＥ団地を含めて５つの産業団地がとて

も埋まるというようなことは考えられない状況でありましたが、こ

のような状況になってきた中で、５つの産業団地あってもさらに足

りないだろうというような手応えを感じました。しかしながら、そ

の５つの産業団地を埋めても、地元の皆さん、地元の小さな企業、

中小企業、そして企業同士が連携しなければどうにもなりません。

そういった試みを今少しずつ始めておりますので、地元企業と共に

この誘致した５つの産業団地の企業が連携し、経済が循環できるよ

うに取組を始めておりますが、これは後輩に引き継いで、これを完

成させて真の企業誘致が成功できるように願っております。ありが

とうございました。 

○議長（平本佳司君） 以上で、15番、紺野榮重君の一般質問を終わり

ます。 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） ここで11時５分まで休憩します。 

（午前１０時５０分） 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） 再開します。 

（午前１１時０５分） 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） ここで町長より発言の訂正を求められておりま

すので、これを許可します。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） ここで訂正を願いたいと存じます。 

   育苗施設の行政報告の中で、令和４年産水稲作付面積についてで

ありますが、428ヘクタールと申し上げましたが、252ヘクタールに

ご訂正を願うものであります。 

   以上です。 

───────────────────────────────── 

◇ 渡 邉 泰 彦 君 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君の質問を許可します。 

   11番、渡邉泰彦君。 
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［11番 渡邉泰彦君登壇］ 

○11番（渡邉泰彦君） 議長より質問の許可が出ましたので、通告に従

って一般質問をさせていただきます。 

   質問方式は一問一答方式でよろしくお願いします。 

   今回は、Ｆ－ＲＥＩについてと、浪江駅周辺整備計画についてお

尋ねをいたします。 

   質問のほうをかなり細分化したと私は感じておりますので、ぜひ

答弁のほうも細かい内容についてお話しいただければと思っていま

す。 

   今から半年ぐらい前ですか、Ｆ－ＲＥＩの誘致が浪江町に決まり

まして、本当に感動したと。本当に町長はじめ行政の方々に感謝し

たというのは覚えております。その中で、半年たってＦ－ＲＥＩに

ついてどんな状況なのかということをご質問させていただきます。 

   まず１番目なんですが、Ｆ－ＲＥＩの仮事務所の開所は令和５年

４月というふうに聞いております。その中で、事務所の改修工事、

什器の搬入等々、その準備状況、要するにその進捗状況が、それを

町はどのように把握しているかをまずお尋ねします。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問にお答えいたします。 

   Ｆ－ＲＥＩの仮事務所に関する什器類の購入につきましては、

１月末から２月にかけて復興庁にて入札の公告が出されておりまし

た。また、先日、私もふれあい福祉センターのほうに行ってまいり

ましたけれども、４月１日の開所に向けて着実に準備が進められる

と聞いております。 

   仮事務所の円滑な開所に向け、引き続き国と情報共有を図ってま

いります。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） その中で、仮事務所の改修及び搬入等で、浪江

町関係の事業者が関わっていたのかどうかということを把握してい

るかどうか、お尋ねします。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） お答えいたします。 

   そちらにつきましては、国に関する対応でございますので、詳細

については把握しておりませんけれども、国において最低限の工事

等がなされるというふうに聞いております。具体的には、部屋の間

仕切りを行うためのパーティションやセキュリティーのための電子

鍵の取付け、コンセントの増設など、開所に必要な工事を実施して

いると聞いております。 
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   昨年６月に完成したばかりの仮事務所でございますので、そんな

に大幅な変更は必要ないというふうに伺っております。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） 実は、せんだってというか１月25日なんですが、

浪江町商工会のほうで浪江町商工事業組合という、仮の名前なんで

すが、それの実は設立準備委員会が置かれました。で、目的は何か

というと、浪江の復興のために、建設、商業サービス、工業、この

辺が非常に潤って町に納税をすることが必要じゃないかという考え

の下、会議が開かれました。で、そこで私ももちろん参加させてい

ただいたんですけれども、そこでは、やはりＦ－ＲＥＩ、それとも

う一個、その後の質問で入ってくる駅前周辺で、様々な業種に様々

な要望が出てくるんだろうということで、その受入れ態勢を浪江町

商工会としてつくろうということで、１回目が25日に開かれまして、

これからいろんな、参加業者とかが決まってきましたので、いろん

な内容等々を決めていくというような今、スケジュールになってい

ます。 

   で、ちょっとあえて申し上げたんですけれども、やはりせっかく

浪江にこれだけの大きな事業が来て、それで、仕事内容的にも、地

元でできるものは地元でやりたい、売り込めるものは売りたいとい

う考え方だと思います。そんなことで、浪江のほうでもこういった

ものに関しては、ちょっとこういった商工会のほうのできた組合と

いろいろお話しながら、なんとかトップセールスをしていただける

ような考え方をするために、少し商工会といろんな話合いをしたら

どうかな思うんですけれども、ちょっと副町長の考えをお伺いしま

す。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問にお答えいたします。 

   ご指摘にように、まさしくＦ－ＲＥＩの立地を捉えて、地域内で

お金を循環させていく、経済を循環させていくということは非常に

重要であると思っています。 

   このＦ－ＲＥＩにつきましては、国が建設する事業でございます

ので、国のほうにも地域の企業等がより多く受注機会を得られるよ

う、我々としてもしっかり要望してまいりたいと思いますし、今、

議員からもご助言ありました商工会等との意見交換もしっかり行っ

てまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 
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○11番（渡邉泰彦君） ２番目に、職員数十名程度の仮事務所の設置と

なっています。これ、実際にどのぐらいというか、何名の方が常駐

してくるのかというような報告を、浪江町としては受けているのか

どうかをちょっとお尋ねします。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問にお答えいたします。 

   令和５年度の組織体制、人員規模につきましては、理事長をはじ

めとする役員体制の下、運営管理や研究開発等の推進を担う２つの

部と９つ課の職員など、総勢58名の常勤役職員のほか、非常勤職員

の配置に要する経費が計上されており、現在、その立上げに向け、

国において準備を進めていると伺っております。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） 58名という具体的な数字、ありがとうございま

す。大変な人数だなというふうに私は把握しています。 

   それで、事務所の改修等々を５月になさっているということなん

ですが、その58名の方が常駐できるような施設というか仮事務所な

のかというのはちょっと、私も仮事務所のところは決定が決まった

ときにご案内させていただいたんですけれども、そんなにたくさん

入るような事務所なのかなというのがちょっとありまして、で、本

当にあそこだけで賄えるのかなというのがちょっとあるんですけれ

ども、ちょっとその辺、分かれば。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問にお答えいたします。 

   今ほど議員からご指摘ありましたふれあい福祉センターのふれあ

いオフィスの部分、貸事務所、会議室の部分に加えまして、提案時

にはふれあい交流センターの一部につきましても仮事務所として提

案してございました。その部分も含めまして一体的に活用いただく

ことで、十分間に合うというふうに伺っております。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） ふれあい交流センターと今、言いましたよね。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） 図書館や公民館が入る、あちらのふれあい交

流センターのことでございます。そちらにも会議室等がございまし

たので、その一部につきましては、Ｆ－ＲＥＩの仮事務所の提案の

際には、そちらも我々としては提案したところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） 分かりました。ということは、図書館の空いて
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いる部分も事務所として利用すると。そうすれば、これが確実に、

58名がうまく機能できるというふうに理解しました。 

   で、３番目なんですが、これちょっとご存じかどうか分からない

んですけれども、Ｆ－ＲＥＩでは任期付職員として事務職、運転手

職の合計９名の募集をしました。で、これ任期付職員ということで

限定されているようなんですが、採用状況なんですが、分かればと

いうことになると思うんですが、その辺、どんなような今、採用状

況になっているのか。また、浪江町関係の方々で、そこに採用にな

ったのかどうか。また、浪江町民に対して、こういった募集があり

ますよというような周知をどのように行ったのかというのをちょっ

とお尋ねします。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問にお答えいたします。 

   国等における人事のことでございますので、採用状況などの詳細

は把握できておりません。 

   情報の周知につきましては、県を通しまして当該任期付職員の周

知依頼があり、当町といたしましても迅速に町のホームページに掲

載し、周知を図ったところでございます。 

   また、復興庁からハローワークに通しても募集がなされており、

相双地域も含め全国のハローワークにおいても募集情報が提供され

ているところでございます。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） 国で募集しているもので、なかなか町が立入で

きないというのは分かってはいますが、よく浪江町民に対する様々

なアンケートというのがよく出されまして、その中で必ずと言って

いいほど、例えば、町の今、課題とすると、若い人の働く場所の確

保なんていうのがよく記載されています。で、いろんな今、先ほど

15番議員の工業団地の中の浪江の従業員に対してとか、という質問

があるんですけれども、やはり今、ちょっと言葉難しいんですけれ

ども、インバウンド、浪江町に外から中に入れるような、住民を入

れるような対策も非常になされているところなんですけれども、こ

ういった大きな事業が入ってきてある程度の働く場所が確保できた

ときに、やっぱり浪江とすれば、それなりの努力をして浪江町民の

若い方、若い方だけでもないと思うんですけれども、働く場所を確

保するのにはある程度の、町民に対してアピールをする、こういっ

たものがあるのでどうですかと。こういったもので今、募集してい

ますよと。 

   で、ちょうど今、今年の成人式をやった方が、要するに今から12
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年前ですから８歳とか７歳とか、その辺の小学生１年生程度の方が

二十歳ぐらいになって、そろそろ就職をしなきゃいけないと、そう

いった選択をするときに、やっぱりこの浪江でこういった仕事があ

りますよと、こういった仕事が出てきますよと。将来、そのＦ－Ｒ

ＥＩが完成されて、こういったものができますよという情報は、や

はりただの町民に対する情報ではなくて、やはり若い方、そして働

き盛りの方が、こういったものがあれば浪江に戻ってきたいなとい

うようなところにつなげていくのも非常に大切なんだと思います。 

   そこで、これから今後何年間かそういった事業があるので、ぜひ

そういったチャンスには浪江の人が帰還できるような仕事を紹介で

きるような、そういったシステムも少しつくっておいたほうがいい

のかなと思うんですけれども、ご意見があれば。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問にお答えいたします。 

   ご指摘のとおり、やはり町内により多く住んでいただくためには、

魅力ある職場づくりをつくっていくことが非常に重要だと考えてお

ります。その上で、情報発信というのが非常に重要だというふうに

考えておりまして、現在、浪江町はユーチューブを活用した動画配

信でありますとか、いわゆる「なみえチャンネル」ですね、そうい

ったものを活用して取り組んでおります。 

   今後、様々な媒体を通しまして、あらゆる浪江町の魅力を効果的

に発信できるよう、広報等にも力を入れて取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） 例えば、浪江の今、移住者なんか募集したりい

ろいろ募ったりしていますけれども、そのときの就業のチャンスな

んかにもつながってくるかと思うんです。で、さっきインバウンド

の話をしましたけれども、やはり移住者が浪江に入ってきたときに、

やっぱり最初に考えるのは仕事だと思うんです。食べていけなけれ

ば移住ができない。そういったことのチャンスにもつながってくる

ので、ぜひそういったものと連携しながら、浪江の仕事ということ

をよく考えていただければありがたいなと思っています。 

   で、令和４年11月22日に開催されたＦ－ＲＥＩの第１回設立準備

委員会において、今後のスケジュールの中に「仮事務所の役職員の

住居の準備」という項目が入っておりました。これはちょっとホー

ムページを見ないとなかなか出てこないところだと思うんですが、

そのときに、要するに昨年の11月22日の会議の内容なんですが、そ

の後、浪江町に居住についての打診があったのか。また、浪江町で
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はその確保ができているのかどうかというのをちょっとお尋ねしま

す。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問にお答えいたします。 

   Ｆ－ＲＥＩの役職員に係る住居につきましては、復興庁から宅地

建物取引業法に基づき設立された不動産業者の業界団体であるとこ

ろの公益社団法人福島県宅地建物取引業協会に対して、当町を含む

浜通り地域での空き物件の情報の提供がなされると伺っております。 

   また、町といたしましては、職員が実際にアパート等を訪問して

得た情報や、町内不動産事業者からの空き物件の情報をタイムリー

に復興庁に提供しております。 

   どの物件が契約することになったのかにつきましては、国等にお

ける人事とも関連することでございますので詳細は把握できており

ませんが、一人でも多くの方に当町に住んでいただけるよう、引き

続き当町の居住環境の周知にしっかりと努めてまいります。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） 先ほど58名というふうにお伺いしているんです

けれども、最初から58名なわけじゃないと思うので、ある程度人数

がちょっとずつ増えていくのかなという、ちょっと頭の中で思って

いるんですけれども、ちょっと少し長くなって申し訳ないですけれ

ども、日本全国の国際教育研究拠点において、そういった研究者の

住居の問題、あるところでは学生の居住の問題等々、住居の問題と

いうのは非常になかなかそこでも進んでいないというのが現状で、

日本には今、大きなところで言えば、山形のサイエンスと千葉県柏

の柏の葉、それと、一番有名なつくばの学園都市、で、沖縄のオイ

スト、それと神戸の医療産業都市が国際教育機関として稼働してい

ますけれども、その中で、私が今所属している総務委員会のほうで、

実はちょっと今、視察の予定をしていたんですけれども、ちょっと

コロナの関係でなかなか行けないで今、いるんですけれども、これ

からちょっと計画しようと思っているんですけれども、沖縄の恩納

村のオイストの視察に行こうかなという今、計画を実はしておりま

して、その中で、この沖縄の恩納村のものなんですが、シドニー・

ブレナーさんという方がノーベル賞を取って、その方がここに今、

所属しておりまして、あそこの中は、私も一度行ってきたんですけ

れども、大学院大学がメインの研究施設でして、そこにサイエンテ

ィストビレッジといって、居住を、もう本当に住むだけの場所をす

ぐそばにつくっているんですよ。それなんかも、私が行ったときは、

何人か学生が歩いていたときだったんですけれども、夏だったんで
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すけれども、本当に研究者が集まっているような都市というか地区

というか、で、それも、ほかのそこの恩納村の住民とは全く別なも

のをつくっているんですよ。で、ちょっと興味があるので、ちょっ

とうちらの総務委員会でも行こうかななんていうふうに思っていた

んですけれども、そういったところ、今挙げたところなんですけれ

ども、この辺の視察というのは今、副町長、どんな感じで今、進め

ているんですかね。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問にお答えいたします。 

   今年度、国・県とも連携しながら、今お話しのありました鶴岡市

でありますとか、沖縄県恩納村につきましては、我々もプロジェク

トチームのメンバー等を中心に視察をしてきたところでございます。 

   その中で、様々な課題や、今後、我々が参考にすべき点もあろう

かというふうに受け止めているところでございますので、今後、

国・県ともいろいろ共有をしながら、今後の対応について進めてま

いりたいというふうに考えています。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） 視察研修するのもいろんなところ行かないとい

けないと思うんですけれども、今行くところはもう、既にもうその

過程が全部終わって、もう稼働しているところなんですよ。で、や

っぱり視察に行ったときに、その稼働する前の状況が今の浪江の状

況なんですけれども、それがどうなっているかという視察も大切だ

と思うんです。で、千葉県の柏の葉のところの研究所なんですけれ

ども、あれは大学、東大と千葉大が来ているんですけれども、あそ

こは、あるハウスメーカーが開発して、そこにずっと建売り、全部

一戸建てなんですけれども建売りをつくって、で、学生のためには

やっぱり、マンションとまではいかないんですけれどもアパートの

でっかいようなやつを建てたりして、で、やっぱり居住地を固めて

いるんですよね、そこの場所に。で、そこに対して、柏の葉の研究

所の場合は、そこに民間企業が入ってきて、で、民間企業がその周

りで一つのまちをつくっているというような、そういった最初から

の構想でやっているんですよ。ですから、行き当たりばったり、こ

こですというのではなくて、居住地は居住地、で、研究機関は研究

機関、で、民間企業が入るところは入るところというふうに分けて

いろいろやっているんですね。国が全部やることなので、一々浪江

が口出しすることではないと思うんですが、やっぱりその辺、やっ

ぱりこれだけのものを呼んでくるので、その辺もやっぱり副町長、
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研究とまではいかないんでしょうけれども、そういうところをやっ

ぱり先行的に目で見て、将来の浪江町を考えるべきだと思うんです

けれども、その辺、お答えはちょっとなかなか難しいと思うんです

けれども、その辺も、何て言うんですかね、視野に入れて、いろん

な見学を進めていただきたいと思うんですけれども。話すことがあ

れば。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問にお答えいたします。 

   今ほど議員のほうからご指摘いただきましたのは、まさに今後、

町としても取り組んでいかなきゃならない視点かなというふうに考

えております。 

   来年度よりＦ－ＲＥＩ立地室というふうなものを設ける予定でご

ざいますので、その中で今後、Ｆ－ＲＥＩのいろんな研究者の方々

であるとか様々なご家族の方とか、そういった方を受け入れる、い

わゆるまちづくりのデザインというのも整理していかなきゃならな

いのかなというふうに思っております。それがいわばＦ－ＲＥＩ立

地室の担うべき役割の一つのテーマになってくるかなというふうに

思いますので、その立地室を中心に、今後は浪江町としての駅周辺

整備事業と一体的なまちづくりデザインについて、今後検討してま

いりたいというふうに考えております。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） ５番目のほうに移りたいと思うんですけれども、

Ｆ－ＲＥＩのロードマップにおいて、令和11年度までに第１期中期

計画が完了することになっています。７年間の事業規模としては、

約1,000億円の予算を国は想定しているようです。 

   町としては、このプロジェクトにどのような体制で臨むのか、ど

のような協力をするのかということなんですが、ちょっと資料があ

りまして、Ｆ－ＲＥＩに関する有識者会議、令和２年度６月に最終

的な取りまとめをしました。ちょっと読ませていただきますが、そ

の中の国際教育研究拠点の目的の１番目に、「原子力災害に見舞わ

れた福島、特に避難指示区域等については、人口減少が著しく、ま

た、戻らないと決めている住民の割合も一定程度あることから、人

口増加に向けた抜本的な取組が極めて重要である。本拠点は、定住

人口拡大、特に次世代を担う若い世代の定着、移住等に関する拠点

とする必要がある」、これが11番の目標に書いてあるんですよ、国

際教育機関をつくるための。 

   で、そういったことも踏まえながら、もう一個、Ｆ－ＲＥＩの、

福島、リサーチ、エデュケーション、イノベーション、リサーチ、
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イノベーションの中のホームページの中に、「創造的復興の中核拠

点」というのをうたっているんですね。その中でやっぱり、そこで

何を言っているかというと、「地域の市町村、住民、企業、関係団

体とのパートナーシップもつくりたい」、これも目的の一個として

挙げているんですよ。 

   で、要は、その２つの崇高な目的でこの計画が進行されているの

で、そこに浪江町はどのように絡みながら、どのような協力をする

のかというのがあれば教えてください。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） お答えいたします。 

   議員ご指摘のとおり、Ｆ－ＲＥＩのロードマップのイメージにお

きまして、令和11年度までの７年間を第１期中期計画の期間として、

事業規模として1,000億円程度を想定していると発表されておりま

す。 

   併せて、研究内容につきましては、当初は１つから５つ程度の研

究グループからスタートし、外部委託等を行いながら段階的に研究

グループを増やしていくとされております。 

   Ｆ－ＲＥＩでの取組が浜通り地域の課題の解決につながる取組と

なるよう、県や近隣市町村とも連携を図りながら地域の現状や課題

の把握に積極的に協力してまいります。 

   また、町としましても、新年度から設置しますＦ－ＲＥＩ立地室

が取りまとめ役となり、役場内の関係各課はもとより、企業や大学

など、町内で活動するあらゆる方々との連携を図りながら、町なら

ではの具体的な研究課題等をＦ－ＲＥＩにしっかり提案できるよう

進めてまいりたいと考えております。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） ありがとうございます。立派な回答だと思いま

す。ぜひその方向で進めていただければ、多分成功するんだろうと

いうふうに思いました。 

   それと、ちょっとここから５つは、ちょっと細かくなって申し訳

ないですけれども、Ｆ－ＲＥＩは、東京で産学官連携体制の構築に

向けたネットワークセミナーを開催しています。研究５分野につい

て、いろんなパネル討論が行われ、様々な検討をしているようです。 

   で、そこには、福島県知事、復興大臣が参加なさっていますが、

浪江町としてこのセミナーに参加したのか、それとも、参加してい

なければ、その情報収集はできているのかどうかお尋ねします。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問にお答えいたします。 



- 46 - 

   令和５年１月13日に東京にて開催されました第１回Ｆ－ＲＥＩ産

学官ネットワークセミナーにつきましては、私が現地出席するとと

もに、役場内においては、オンライン配信システムにより聴講する

形式での職員研修会と位置づけまして、約60名が参加いたしました。 

   理事長予定者であります山崎光悦復興庁参与のＦ－ＲＥＩに対す

るお考えや、各研究分野で活躍されている民間企業等の取組につい

て、登壇者の皆様からお話があり、主には、産業界に向けたＦ－Ｒ

ＥＩが動き始めるとのメッセージであったと考えております。 

   復興庁や県とは毎週のように打合せを行っており、今後とも国や

県とも緊密な連携を図りながらＦ－ＲＥＩの取組等に対する情報収

集にしっかりと努めてまいります。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） このネットワークセミナーには、例えば、大き

なところで言えば、ロボット開発についてはＩＨＩが、それで、エ

ネルギーに関しては東芝が、で、スマート農業に関してはクボタが、

いろんな興味を示しているところであります。 

   で、この質問をした意図というのはちょっと別なところにありま

して、この国際教育拠点研究所が建ちます。で、いろんな研究者が

入ってきます。多分、そこでこれは終わるわけではなくて、そこか

らそれを産業化しながら民間企業を誘致していくというのが多分、

最終的にあるんだというふうに思います。 

   で、ちょっと先ほど申しました沖縄のオイストの研究は、海洋科

学とか生態学とか、ちょっと浪江とは分野が違うんですが、７つの

分野の研究が行われておりますが、そこに附属してきている民間企

業が今、４つか５つ多分大きなところが入ってきているんですけれ

ども、それそのものが、実は恩納村ではないんですよ。そのお隣の、

平仮名でこれ、うるま市という、お隣とちょっと離れているかも分

かりませんが、うるま市の前は周りの何町村かが集まって、うるま

市というふうになったんですけれども、そこに企業立地サポートセ

ンターをつくりまして、化成工場とかバイオ工場、で、工業技術セ

ンターなど、そういった企業が誘致されているんです。 

   で、浪江だけをという考え方になってしまうと、ちょっと私も語

弊があるかと思うんですけれども、やはりあれだけのものを浪江に

持ってきたんであれば、そこにくっついてくるところも、要するに

民間企業もやっぱり浪江に誘致しないと、効果は表れてこないと思

うんです。 

   そこで、あえてこういったセミナーなんかで興味を示したところ

というのは、その研究に対して、じゃ、うちの会社でそれに乗って
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みようかとか、それと連携してみようかというような会社が多いか

と思うんです。だから、そういった情報をやっぱりきっちりつかん

でいっていだきたいという意味で質問しました。答弁はいいです。 

   で、その後、令和４年11月22日に開催されたＦ－ＲＥＩの第１回

設立準備委員会において、やっぱり今後のスケジュールで、先行研

究の実施という項目が、副町長ご存じだと思うんですけれども、あ

ります。で、そこで、我が福島県の福島大学と会津大学がロボット

の分野で採用されたと。さらには、福島大学ではもう一点、農林水

産業分野の研究も採択されています。 

   浪江町の自然保護及びスマート農業など、これ、連携できるとこ

ろがたくさんあるなというふうに思っているわけです。そんなとこ

ろなんで、この辺の先行研究ではありますが、こういったものが将

来に結びついていくというふうに私は考えていますので、ちょっと

その辺把握しているのかどうか、それともこの辺、何か動きがある

のかどうかお尋ねします。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問についてお答えいたします。 

   先行研究とは直接結びつきませんが、これまで当町では、福島イ

ノベーション・コースト構想の大学等の復興知を活用した人材育成

基盤事業におけるスマート農業の取組や、福島水素エネルギー研究

フィールドを活用した水素エネルギーの様々な実証試験など、産学

官が連携した様々な技術開発を進めてまいりました。 

   Ｆ－ＲＥＩの研究につきましては、国の令和５年度当初予算にお

いて126億円が計上されておりますので、これまでの取組や当町の

有する強みをＦ－ＲＥＩの研究に結びつけられるよう、関係機関と

連携しながら取り組んでまいります。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） その答えをお待ちしていました。 

   福島県というか福島大学に関しては、やっぱり震災も、例えば、

農業を再開する、水稲栽培を再開するなんかのときに、学生たちが

入ってきていろんなお手伝いをしているんですよ。多分、農林水産

課長あたりはよく知っていると思うんですけれども、浪江との関連

が結構広いというか、深いと言ったらおかしいですか、そういった

ところがこういったものに興味を示しているので、やはりその辺の

ところ、情報交換をしながら、例えば、キャンパスの中で福島大学

のこういった生徒たちが浪江に入ってきて、いろんなミーティング

をできる場とかそういったものを提供していけば、これがだんだん

だんだん実を結んでくるのかなというふうに思っています。 



- 48 - 

   で、さらに８番目の質問は、なかなか強引なところで申し訳ない

と思うんですけれども、県は、Ｆ－ＲＥＩと連携して放射線化学、

創薬医療分野を中心に事業展開を考えております。で、地域に密着

し、連携の核となる病院として大野病院の後継施設の立地も検討し

ています。で、今後、病院が、浪江町の場合は今のところは2,000

人なので、診療所等でも十分にできると私は思っておりますが、今

後、こういった人口増加に向けていろんな方が入ってきました。で、

病院どうしますかねということで、多分病院不足というのは、多分

想定されるのかなというふうに私は思っております。 

   で、せっかくＦ－ＲＥＩと連携してという言葉をつけているので、

浪江町のほうにこのＦ－ＲＥＩと連携する大野病院の後継施設の立

地もちょっと頭に入れていただいたらどうか、というふうには思う

んですけれども、お答えをお願いします。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問にお答えいたします。 

   県立大野病院につきましては、福島県におきまして、双葉地域の

中核的な病院として在り方が検討されており、現在は検討会議が設

置され、議論が重ねられているところでございます。 

   この中におきまして、場所につきましては、大熊町に設置するこ

と、また、Ｆ－ＲＥＩとの連携を視野に入れることについても、こ

れまでの検討概要として県から公表されているところでございます。 

   町といたしましては、現状の被災地域の復興の状況を踏まえます

と、双葉地方のそれぞれの町村に同じような施設が設置されるので

はなく、各町村間での広域的な協力により、この地域として必要な

施設が確保されることを基本とすべきと考えております。 

   県での検討内容は、双葉地方全体での医療連携を視野に入れた検

討がなされておりますので、これを尊重いたしますとともに、その

連携体制の中で町としてできることをしっかりと取り組んでまいり

ます。 

   他方、町内の医療環境の充実につきましても重要な課題として認

識しておりますので、居住人口の動向なども勘案しながら、引き続

き関係機関等と調整を図ってまいります。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） 模範的な回答かなと、今、思ったんですけれど

も、大野病院の代わりは大野だというような、これはセオリーだと

思うんですね。で、今現在その病院がないわけじゃなくて、あるわ

けで、それをリフォームするんだとか新設するんだかいろんな方法

はあるんだと思いますが、やはり今、富岡にも公立病院があります。
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で、今後、大熊にこの病院ができてしまえば、真ん中に２つ集まる

というようなことで、例えば、双葉郡で言えば南の広野、北で言え

ば浪江というふうに、距離的なものもあるかと思うんです。やっぱ

りこういったことを、がさつにやるというわけにもいかないと思う

んですが、そのＦ－ＲＥＩを浪江に誘致した、で、そのＦ－ＲＥＩ

と連携をしなきゃいけないんだと。開設時期も多分発表になってい

ると思うんですが、これをものにしろというわけではないんですけ

れども、やっぱりこういう話があれば、やっぱりいち早く手を挙げ

て、いち早く提案をしてというような方向性も少し考えておいたほ

うがいいのかなというふうに思っています。お答えはいいです。 

   ９番目、復興庁は、Ｆ－ＲＥＩの事業に地元の意見を反映させる

ために、復興庁、県、浜通りなどの15市町村で構成する広域ワーキ

ンググループの設置を決めました。で、Ｆ－ＲＥＩの座談会として、

地域の課題の解決や機構との連携に向けた意向を聞き取る方針が示

されておりますが、町としてはこれにどのように対応するのかとい

うのをお答えください。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問にお答えいたします。 

   議員ご指摘の広域連携に関わるワーキンググループにつきまして

は、福島再生特別措置法に基づく新産業創出等研究開発協議会の下

位組織として設置されるものと聞いております。また、座談会につ

きましては、その形式等についての詳細な説明はまだ受けておりま

せんが、地元の民間事業者なども参画する場と伺っております。 

   当町の既に避難指示が解除された地域については、着実に復興が

進んでいるものの、地域によってその状況に差があり、また、今月

末の避難指示解除を目指す特定復興再生拠点区域につきましては中

山間地域が多く、産業の再生や生活環境の整備といった前例のない

困難な課題が山積しているなど、地域の実情に応じた対策が必要で

あることを強く訴えていかなければなりません。このため、新年度、

地域の取りまとめ役を担う行政区長会や商工会などの各種団体から

定期的に意見や要望を伺い、迅速かつ的確に町政運営に反映させる

ことを目的とした官民一体の組織、浪江町情報連絡協議会を新たに

立ち上げ、複雑化、多様化する地域課題等について情報交換を進め

てまいります。 

   町としましては、連絡会、協議会などで議論された地域の思い、

そして、具体的な提案をＦ－ＲＥＩにしっかりと伝えることができ

るよう対応してまいります。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 
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○11番（渡邉泰彦君） まさにそのとおりだと思います。 

   やはりこういったことが、もうやるんだというふうに決めたら、

それの準備をするというのはさすがだと思いますので、復興大臣も

ちょっと発表なさっているんですが、地域との連携は非常に大切だ

と、Ｆ－ＲＥＩの。Ｆ－ＲＥＩは、地域との連携は非常に大切だと

いうふうなこともおっしゃっていますし、初代理事長としての山崎

さんも参加するというようなことも聞いておりますので、ぜひ町の

ほうできちっと取りまとめをしながら、Ｆ－ＲＥＩに対して浪江町

の思いをきっちり形として伝えて、ぜひ発展させていただきたいと

いうふうに思っています。 

   で、最後の質問なんですが、Ｆ－ＲＥＩのミッションには、福島

の復興の実現の中核拠点を目指すとあります。 

   長期にわたる避難等の影響により、人口減少や産業の担い手不足、

残された広大な未利用地、未活用地の再利用の解決を目指していま

す。さらに、浪江町の現状の課題、まさにこれは浪江町の本当に現

状の課題だと思います。 

   で、このＦ－ＲＥＩのミッションに合わせて、創造的な復興を実

現すべきだというふうに私も思っておりますが、この辺に対する町

の連携に関して、ちょっとお答えがあれば。 

○議長（平本佳司君） 町長。 

○町長（吉田栄光君） 渡邉泰彦議員のご質問にお答えをしたいと思い

ます。 

   当町は、いまだ町全体の８割を占める帰還困難区域や防災集団移

転促進事業において、町で取得した津波被災地域など、広大な未利

用地を有しております。復興再生に向けた道のりは、長くて非常に

厳しいものと私は考えています。今後、今の状況を、ある意味ピン

チをチャンスとしてＦ－ＲＥＩが立地をするわけでありますから、

Ｆ－ＲＥＩの研究テーマと密接に関連して、我が町も相乗していか

なきゃいけない、そんな思いが強く思っております。 

   農林水産業についても当然であります。地域産業の強化、そして、

この地域を担う未来の子供たちの教育についても、Ｆ－ＲＥＩの影

響が非常に強いものと思っております。 

   町は、復興計画第三次後期計画に向けて、Ｆ－ＲＥＩとの連携の

方策やその仕組みについて、具体的な検討に今後、入ってまいりた

いと思っております。 

   加えて申し上げますが、渡邉泰彦議員のＦ－ＲＥＩに関する質問

でありますが、私はＦ－ＲＥＩについて、当町が立地の決定をして

以来、様々な地域のご意見も伺っておりますし、福島県、そして、
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被災地、岩手、宮城、ある意味東北を担うものと期待もされており

ます。 

   また、2040年の人口減少が顕在化する中で、社会環境が大きく変

貌していく、そういったことにも対応していくのがＦ－ＲＥＩだと

いう話も伺っております。 

   あらゆる今後の社会的な現象、ソフト、ハード面で研究される拠

点が当町にあるということであります。したがって、浪江町当町だ

けでＦ－ＲＥＩを完結するものではありません。研究、実証、実用、

そして、渡邉泰彦議員が先ほど申し上げいただいた、将来、企業が、

ある意味その研究されたものに投資がなされて、そして実用化して

いく、新たな経済が動き出す、そういったものの、つくり立てする

ソフト、ハード面での大きな期待が持たれるのがＦ－ＲＥＩかと思

っています。 

   そこに勤められる方々、職員の方、そして研究される方の居住が、

どこで住むんだろうというのも、よく話題になります。これらにつ

いては、Ｆ－ＲＥＩができることによって、その準備事務所が開設

する、住まわれる方が五十数名、そして、今後どんどん増えていく

研究者がどんな生活をされるだろうというようなことも、それぞれ

ご想像されているようでありますが、これらについても浪江だけで

受け入れられるものなのかというようなこともあるでしょう。した

がって、４月からＦ－ＲＥＩの準備する事務所が、開所します。立

地する浪江町として、様々今後協議を進めながら、地域全体や東北

や、そして、我が国の今後の社会現象に対する様々な研究者が研究

しやすいようなこの浪江町をつくる、そして、双葉郡をつくる、そ

して、この浜通りをつくる、それが我々立地する浪江町の責任かと

考えております。 

   どうか渡邉泰彦議員におかれましても、この我々が考える以上の

超越した事業であります。これらについても、今後ともご指導とご

協力をお願いして、私からの答弁にさせていただきます。よろしく

お願いします。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） 町長、ありがとうございます。 

   吉田栄光町長におかれましては、これまで培った国との多分独自

のパイプとか、様々な交渉ルートを私はお持ちだと思っています。

それをフルに活用していただいて、浪江町を創造的復興の中核拠点

として、何とか完成に導いていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

   で、町長からありがたいお言葉をいただいたので、次の質問に移
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らせていただきますけれども、ちょっともう12分しかないので、ち

ょっと急いでやりたいと思いますのでよろしくお願いします。 

   次は、浪江駅周辺整備計画についてですが、先導整備エリアとい

うふうに位置づけられているものが令和８年度の予定です。完成が

令和８年度。 

   令和４年３月にグランドデザイン基本設計が公表されてから、約

１年たちました。その中で、分散されている交流機能、居住機能、

商業機能について、それぞれの進捗状況を教えてください。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） ご質問にお答えをいたします。 

   交流機能につきましては、令和５年度に基本設計を行います。 

   居住機能につきましては、令和４年度に基本設計を終えまして、

令和５年度は地質調査を行い、その後、実施設計を行う予定でござ

います。 

   また、商業機能につきましては、令和４年度から令和５年度にか

けて基本設計を行います。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） よく分かりました。 

   整備計画のスケジュールがかなりタイトだなというふうに私は今、

感じておりまして、基本設計が令和５年度、実施設計が令和６年度、

工事が令和７年度から８年度、２年間で、全体で６か年の計画にな

っているわけですが、令和８年度に先導エリアが完成予定だという

ふうにうたっていますが、計画そのものの変更、検討項目等が今、

生じているのかどうかお尋ねします。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） ご質問にお答えをいたします。 

   現在のところ、令和８年度の事業完成に向けて、各施設の設計や

用地交渉を進めております。用地交渉につきましては、２月末で約

６割の方からご契約をいただいており、残り４割の方についても交

渉を重ねております。 

   また、主たる建物は町が主導で設計をしておりますが、ＪＲ常磐

線に係る東西自由通路の設計につきましては、ＪＲ東日本と協議を

重ねております。 

   用地の確保及び自由通路の設計協議等、相手方のご了解等が必要

なものにより、今後、スケジュールが変更になる可能性がございま

すが、まず計画どおりに進捗するように努めているところでござい

ます。 



- 53 - 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） 今、スケジュール等が随分タイトだなというふ

うに、最初にお断りしたんですけれども、やっぱりＪＲとの協議、

自由連絡通路、あそこが一つのメインになる計画だと私は思ってい

るんです。やはり、あそこはかなり難しい会社なもんですから、な

かなか工事なんかも日本全国どこでやっても進まないような感じな

ので、ぜひそこら辺の交渉をスムーズに進めながら、令和８年度に

そこだけが残ってしまったというような計画ではなくて、やっぱり

全体的に完成するように進めていただきたいと思います。 

   で、１月に南三陸のほうに行ってきました。それで、そこで隈研

吾先生が設計された「南三陸311メモリアル」というのを見てきた

んですが、これの工期が令和２年度の12月から令和４年度の２月の

予定でしたが、約半年、10月オープンだったもんですから、約半年

遅れたんです。で、そのときに、そこの南三陸町の役場の方が講師

としてこの説明をしていただいたんですが、なぜその工期延長にな

ったんですかというふうなことをお尋ねしたら、隈研吾先生のデザ

インというか、その建物のデザインが、やっぱり加工方法や接合方

法が特殊なため、施工図の作成にすごく時間を要したと。で、施工

図が完成しないとなかなか建築に入っていけないということなので、

時間がかかったと。それと、やっぱり隈先生のデザインというのは

特殊なデザインで、なかなか変更ができないんだと。そういったこ

とが主な原因で、工期が遅れたという理由で言われたんですけれど

も、それ、その辺の、町としてやはりちょっと隈研吾先生のデザイ

ンというか建築そのものの工法というのは、なかなか特殊だという

のは私もよく分かっていたんですけれども、現場に行って見てみた

らやっぱり特殊だというのは分かったので、その辺は建設課として

研究等々の視察なんかは予定しているのかどうか、お尋ねします。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） ご質問にお答えをいたします。 

   まず、ただ今議員が南三陸町を訪問されたということであります

が、駅前整備事業の関係の職員で、昨年、そちらの施設も私たち視

察をさせていただきました。 

   本事業につきましては、隈研吾先生の設計や、あとは木材、あと

は町での水素・再生エネルギーの活用など、特色ある取組をしてお

りますので、建物の設計や工事において留意すべき点について、確

認が必要であると認識しております。 

   また、先行事例に学びまして、設計関係者と連絡、協議を密にし

まして、本工事の円滑な進行に努めてまいりたいと思います。 
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○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） 建設工事の発注方式で、ここはお答えできると

ころだけで結構なんですが、南三陸町では、町の発注ということで、

制限付き一般競争入札で、町の事業者が入札取ったと。で、その発

注形式なんですが、どういった形式を今、想定しているのか。今の

時点で分かることがあれば、ちょっと教えていただきたいと思うん

ですけれども。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） まず、工事につきましては、工事の発注形

式については、指名競争入札か、あとは一般競争入札かがございま

す。また、発注形態につきましても、単独発注がいいのか、また、

共同企業体としたほうがいいのかがございますので、それぞれの建

物、工事の希望により、これは発注時にそれぞれの課で検討してい

くものと考えております。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） 町の事業者に対して、計画がきっちり決まれば、

何か説明会等々とか、また、情報交換等の場を設ける予定があるの

かどうかもお尋ねします。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） 地元業者に対しての計画の説明会等につき

ましては、一般競争入札の場合には入札の公告によりまして、また、

指名競争入札の場合には指名業者への通知の際に入札の説明と設計

図書等の積算資料が初めて公表になりますので、入札の事前に説明

をする場については、現在のところ計画はしておりません。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） この計画、今、ちょっと課長がお答えしたのと

はちょっと違うんですけれども、地元業者というのは、建設業だけ

ではなくて、商業もありますし、工業もありますし、サービス業も

ありますし、そういった方々に対するいろんな建物の内容の説明と

か、見学の説明なんかの場所を設けてもらいたいという意味でちょ

っとお伺いしたんですけれども。 

   というのは、商業施設のほうに地元業者が、何店舗かがもう申込

をしているんですよ。で、その方式も、今までは、土地だけを提供

していただいて自分の建物を建てて、そこで商売をするというよう

な方式で募集をかけたんですよね。多分、産業振興課長がいるから

分かると思うんですけれども、多分今回、この方式となると、多分
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これ、というような方法になってしまうんだろうというふうに思う

んですけれども、その辺の説明をきっちりしたらどうですかという

ことをちょっとお尋ねしたんですけれども、お答えがあれば。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） ご質問にお答えをいたします。 

   商業機能に限らず交流機能等も含めまして、各施設の規模や間取

りなど、入居の募集も含めまして説明会の時期と内容は、今後、検

討させていただきます。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） ３分しかないのでやめたいんですけれども、最

後に、東北地方というか、復興に関するものに関して、今、隈先生

はいろんなところを設計して、その施設ができているんですよ。で、

私が見たところは、今の言った三陸と、あと、陸前高田、登米など

で、いろんな建物を見せていただいてきたんですけれども、研修で、

非常にお客さんが多いんですよ。で、そういったお客さんとちょっ

とお茶飲みながら話す機会も何回かあったんですけれども、やっぱ

り隈先生のデザインなので見に来たいというお客さんが結構多いん

ですよね。それだけ有名なんだと思いますけれども。 

   その辺もちょっと、今からそういったところを視察しながら、ど

ういったもので隈先生のデザインできているのか。それとも、その

周りのものがどうなっているのかというのも、やっぱりこれ課長と

すれば、視察しておくべきだと思うんですけれども、その辺ちょっ

とお願いします。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） 先ほど、南三陸視察させていただきました

とお答えをしましたけれども、登米市の施設につきましても併せて

行程上、視察をさせていただきました。 

   やはり隈先生デザインということで、注目度は高いと考えており

ますので、以降、基本設計とか実施設計も含めましてだんだん形に

なってきますので、視察等も検討して業務に生かしたいと考えてお

ります。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 以上で11番、渡邉泰彦君の一般質問を終わりま

す。 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） ここで、昼食のため13時30分まで休憩入ります。 

（午後 ０時０５分） 
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───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） 再開します。 

（午後 １時３０分） 

───────────────────────────────── 

◇ 紺 野   豊 君 

○議長（平本佳司君） ２番、紺野豊君の質問を許可します。 

   ２番、紺野豊君。 

［２番 紺野 豊君登壇］ 

○２番（紺野 豊君） 私のほうから、まず今回につきましては、５つ

の項目を上げてあります。質問方式につきましては、一括質問方式

で出していきます。 

 じゃ、まず、最初に１問目の行政について、その部分を質問させ

ていただきます。 

   令和５年度、町の復興・再生の施策について。 

   吉田町長におかれましては、令和４年７月10日に当選され、８月

５日の日に役場に初登庁され、職員を前に訓示された。復興という

大きな仕事を遂行していくんだと抱負を述べられました。16年間の

県議会議員の経験を生かし、全責任を町長自らお取りになるので、

目的を持って進んでいこうと職員の前でお話しされたというふうに

聞いています。 

   就任から７か月たっていますけれども、そのときにお話しした医

療関係、福祉関係を中心に力を入れたいというお話があったと思い

ますが、この辺、令和５年度はどのように取り組んでいくのか、ま

ず１点お聞きいたします。 

   次に、就任時、町の基幹産業である農林水産業の再生、また、企

業誘致等により安定的な働く場を確保していくんだとおっしゃられ

ておりますが、具体的に今年はどのようにするのかお伺いをしたい

と。 

   ３つ目に、2012年（平成24年）10月策定、浪江町の復興まちづく

り計画の中で、復興の基本方針である第一次計画の中で全ての町民

に対して、「すべての町民の暮らしを再建する」ということで、す

なわち、どこに住んでも浪江町民の暮らしを再建する、復興の基本

方針を継続されると去年、山崎議員あたりにお話ししていたと思い

ます。その部分の中身なんですけれども、ちょっと聞きたかったの

は、今は復興第一次から第三次になっていますけれども、第三次の

中にはその部分は入っていない。そのときの第一次の中に話した部

分というのは、どこにいても町とのつながりが持てる環境をつくる、

２つ目が町で充実した生活ができる環境の再生を行う、３つ目に生
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活再建を達成できるよう必要となる支援を行う、４つ目に生きがい

づくりや、充実した健康管理により、生き生きとして生活ができる

環境にする、この部分の４点は今の段階で第三次復興計画に入って

いませんが、継続するのか、それもお聞きしたいと思います。 

   次へ進みます。 

   町の展望人口について。 

   令和４年12月末現在、町の人口は１万5,590人、世帯数は6,666世

帯であります。居住人口は１月ぐらいに変わると思いますが、12月

は1,947人、居住世帯数は1,190世帯あります。平成29年３月末、一

部避難指示解除からいまだ2,000人足らずの状況であります。 

   平成28年３月に策定したまち・ひと・しごとの中で、浪江町の人

口ビジョンでは約8,000人との目標変更を掲げております。この中

身については2015年住民アンケートにおいて、不自由でも帰還した

いという人口が5,000人、プラス移住・定住、あとこちらに仕事関

係でいる方がおられて、8,000人という感じで上がっていると思い

ます。 

   しかしながら、いまだに人口は2,000足らずだと、今2023年で

2035年まであと12年しかないということは12年で6,000人ぐらいの

人口が増えなきゃいけない。今の１年間の感じで見れば500人ぐら

い増えなきゃいけないということなので、今の現況の中、確かに町

に頑張ってもらっています、移住・定住で。その中ではありますが、

やっぱり見直しのほうを図っていただきたいと思うんです。そうい

う関係なので、見直しとかできるかどうか、その部分を下方修正さ

れないのか、その部分をお聞きしたいと思います。 

   次に進みますが、３つ目に町所有の資産の今後の活用について。 

   今、浪江町では、中上ノ原、南上ノ原、北上ノ原、酒田住宅と解

体されました。今からＦ－ＲＥＩ関係が来るわけだ、来ると思いま

す。実際来ます。本来であれば解体しないで残せばよかったじゃな

いかという町民からの意見も聞きます。先ほどの話の中でほかの町

民からも一応、町の方から職員をやっぱり住んでいただくような感

じになるじゃないかという話はしていますけれども、やっぱり実際、

ましてや今から生かしていくという部分を考えると現状、解体した

まま放置では困るから、やっぱり今の感じの中、今後どのようにさ

れるのか、具体的なお話を聞きたいと思います、どのように利活用

されるのか。その部分をお聞きしたいと思います。 

   ４番目としまして、行政区の見直し。 

   確かに、今、町内の居住人口は回復が遅れている感じがあります

けれども、去年の６月に私、前に質問させていただきましたけれど
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も、行政区の見直しというのは一番これ、運営は厳しいと思います

けれども、40幾つぐらいの行政区があると思います。やっぱり今ね、

先月もそうだけれども、南相馬なんかも事件が起きましたよね、強

盗。やっぱり防災無線かなんかでカギ閉めろ、なんて言っている感

じがあるかもしれませんけれども、やっぱり老齢化しているんです

よね、今みんな。私なんかも帰るとき、誰もいなかった、触れ合い

もなかった、待っている部分はあるということがあるから、今難し

い部分はあると思いますが、行政区の見直しをするというのは。 

   でもね、見直しを待っているんですよ、実際。そういう部分があ

るから、早め早めにやっぱりやって、去年の６月からその話の回答

はない、変わっていないと思うんですよ。やっぱりどんな動きをし

ているのか、その部分はやっぱり実際皆さんにも話してもらわない

と困るので、現状を鑑みながら、どのような状況下にあるか、今後

どういうふうに持っていくのか、その部分のお話を聞きたい。 

   次に、５番目なんですけれども、休校中の浪江高等学校について

ということで、東日本大震災及び原発事故の関係で2015年の年に福

島県立ふたば未来学校の開校に伴って募集停止となったんですね、

浪高は。それで、2017年末に休校になったと、いまだに再開しない。 

   もともとは、双葉郡には富岡、大熊、双葉、浪江とあった。この

浪江高校というのは、私は川添なものだからすごく関心度が、昔は

３時に行くと野球の練習とかで声が聞こえたのね。寂しいんですよ、

実際。そういう関係があるから、やっぱりほかのどこの町でも高校

と学校は欲しいと思うんです。 

   先ほど、質問の中でも中学校も保育園も遠くへ行くんだと変わっ

ちゃいますね。わざわざほかの町まで行く必要ねえ。前は原町のほ

うからも来ているし、ほかからも来ているし、聞きたいわけですよ。

そういう感じがあるので、やっぱり早め早め、先手の仕事が一番い

いと思うんです。 

   町長は、昔、県議会にもいたから分かると思うんですが、やっぱ

り今の現況というのは人口が減ってきたし、子供、生徒の数も減っ

ているから学校も確かに統合が多いんです。ただ、それよりも先ん

じて意思を出したほうがいいのかなということなので、今の再開を

この前、去年６月かな、私質問したんだけれども、ああ、あれか、

前、茂さんだったかな、立ち話したんだけれども、要望活動をやっ

ているのかどうか、今、刻々と時間的には去っていきますよね、経

つのが早い。やっぱり皆さんで回ってもらう。人口は増えていく当

然人口は少しずつ増えていくかわかんねえけれども、やっぱり物事

は先んじてやらないと駄目だと思うんです。そういう部分、今どの
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辺を、前、佐々木茂議員が言ったときに回答まだなかったので、そ

の部分の回答を踏まえて意見をいただければと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（平本佳司君） 答弁者、町長。 

○町長（吉田栄光君） 紺野豊議員のご質問にお答えをいたします。 

   令和５年度、町の復興再生施策についてのご質問にお答えをいた

します。 

   令和５年度は、震災と原発事故から12年が経過するとともに、浪

江町復興計画【第三次】の３年目となります。復興計画に掲げる

「夢と希望があふれ 住んでいたいまち 住んでみたいまち」の実

現に向けた取組を加速していく重要な年であると考えております。 

   医療の充実については、県議時代に県立医大の菊池前理事長とと

もに双葉地域の医療体制の再構築に取り組み、ふたば医療センター

附属病院の整備を進めるとともに、双葉郡の広域的な基幹医療を担

う県立大野病院の再建を進めてきた経過がございます。 

   先般、大熊町に大野病院の後継となる病院を整備する方針が示さ

れましたが、政策医療の視点から、浪江町をはじめ双葉郡の基幹医

療となるべきものと考えております。加えて、後継となる病院と各

町村の診療所の連携が図られることを期待しております。 

   また、さらに本町の復興が進めば、町内に新たな民間医療施設の

進出にも大いに期待をしているところであります。 

   次に、福祉の充実については、大熊町、双葉町、葛尾村、当町の

浪江町、いわゆる北双３町１村の帰還する住民は厳しい状況に置か

れておりますが、各町村と連携して、これら福祉には充実を図って

いくことが重要と捉えております。先ほども申し上げたとおり、本

町の復興が進めば本町だけの福祉や様々なサービスが展開される、

これが理想でありますが、今の本町の北、特に３町１村の復興状況

を見れば、これらの連携が必要と思っております。 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） 答弁調整に入ります。 

（午後 １時４４分） 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） 再開します。 

（午後 １時４５分） 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） まずは、農業についてお答えしたいと

思います。 
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   双葉郡の町村の中でも広大な農地を有する当町においては、農業

の再生は喫緊の課題であります。 

   圃場整備事業などの農業基盤整備を加速させていくとともに、運

用を開始している育苗施設やカントリーエレベーターを最大限活用

し、スマート農業技術などを組み合わせた効率的で収益性の高い農

業の実現に向けて取り組んでいくこととしています。 

   また、新規就農者や農業関連法人など、新たな担い手の確保にも

力を入れてまいります。多様な担い手が意欲を持ってふるさとの農

地を守っていくことができるよう、農業を目指してまいります。 

   続いて、水産業についてお答えします。 

   海面漁業については、請戸漁港周辺のインフラ整備が完了し、令

和２年４月より、競りが再開され、請戸産の水産物が県内外へ出荷

されております。 

   一方で、海水温上昇による水揚げされる魚種の変化、処理水の海

洋放出が消費者へもたらす不安や風評など、漁業を取り巻く環境は

厳しいものがあります。 

   町としても、漁協や関係する皆様と連携し、請戸産海産物のＰＲ

事業などに取り組むことにより、海面漁業の再生を支援してまいり

たいと考えております。 

   内水面漁業についても、サケふ化・採捕施設の整備や稚魚放流事

業への支援などを通して、ふるさとの河川環境再生に取り組むこと

としています。 

   続いて、林業についてお答えします。 

   町では、避難指示が解除された地域を対象にふくしま森林再生事

業による間伐等を実施しているほか、町内小中学生を対象とした植

樹体験などを取り入れた森林環境学習に力を入れております。 

   しかしながら、当町の総面積の約７割は森林が占めており、その

大部分において長期間にわたり立ち入ることが難しく、管理できな

い状況があります。 

   町としても、森林の公益的機能の維持増進と将来的に浪江産の木

材を活用した事業展開が図られるよう、引き続き国・県、関係機関

と連携しながら、林業再生に取り組んでまいります。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 町長。 

○町長（吉田栄光君） 私からは、企業誘致等による安定的な働く場所

の確保の具体的なビジョンについてお答えいたします。 

   まず、安定的な働く場の確保はもちろんのこと、魅力ある雇用を

創出していくには特にこれからの浪江町を担う若い世代に希望を持
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って働いていただくことが重要と考えております。 

   また、民間投資を活性化することで企業にしっかりと地域に根付

いていただき、地域経済を循環させてこそ持続可能な町が実現でき

るものと考えております。 

   浪江町には、ＦＨ２Ｒをはじめとするエネルギー関連産業の集積、

駅周辺整備による魅力的な町並み、福島国際研究教育機構の立地な

どの強みがあり、これらを有機的に組み合わせた誘致活動を展開し

てまいりたいと考えております。さらには私自身のこれまでの経験

とネットワークを生かし、トップセールスによる誘致活動を進めて

まいりたいと考えております。 

   次に、どこに住んでも浪江町民の理念の継続についてお答えをい

たします。 

   馬場有元町長、そして、吉田数博前町長におきましては、どこに

いても浪江町民というような考え方で町政を進めてこられたと思い

ます。私も同様でありますが、どこにいても浪江町民というのは震

災を振り返ると、特例法の中で国が長期的に避難するであろうとい

う前提の中で、住民票を持ったまま、それぞれ町外、県内、県外に

避難している町民の方々が避難先で必要な行政サービスを受けられ

るよう認められたものと受け止めております。 

   そうした中、現在、震災から12年が過ぎようとしておりますが、

いまだ１割の方しか帰還されておらず、９割の方が町外に避難をし

ておられるというような現状の中で、町内外に関わらず、町民の生

活再建を支援する必要があると考えております。 

   私は、帰還された町民、町外に避難されている町民、様々な町民

の方にご意見を伺いました。非常に残念なこともありました。いま

だに浪江町民ということを伏せて、避難先でお暮しの方もおられま

す。避難先での住民の方々との共生というのは非常にまだまだ大変

なことがあるんだなと実感をしたところであります。 

   どこにいても浪江町民というような考え方と同様に、避難先で町

民の方々が避難先の住民と共生、協働することが非常に大切なもの

だと思っております。私は、これから共生、協働についてもしっか

りと町長として考えを深めていかなければならないと、そんな強い

思いがあります。 

   加えて、この町に帰還された町民の方々と町外に避難されている

町民の方々との絆維持が重要であると考えております。避難が長期

化すれば、これら絆についても時間の経過とともに変わってまいり

ます。 

   町の行政の責任者として、町民の方々としっかりと膝を交えなが
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らお話をし、ご意見を伺いながら、町として可能な限りの支援を続

けてまいります。 

○議長（平本佳司君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、大きな２番の（１）2035年

まで8,000人の目標を掲げておりますが、見直しの考えはないかと

のご質問にお答えをいたします。 

   福島国際研究教育機構の当町への立地が決定いたしまして、本年

４月には仮事務所が開所されます。福島国際研究教育機構は約

5,000人規模の関連雇用波及効果があるとされており、今後、町内

の雇用、居住、教育など、町を取り巻く環境が大きく変わることが

予想されます。 

   このため、町といたしましては、こうした環境の変化に適切に対

応しながら、まずは2035年までの目標である8,000人の居住人口を

達成するための取組を進めることが重要であると考えております。 

   続きまして、大きな３番、町所有の資産の今後の活用、解体され

た町営住宅等跡地の活用方針についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

   解体された町営住宅の敷地の今後の利活用につきましては、現在

のところ具体的な利用用途が決まっておりませんが、除草等の維持

管理費用の負担の面なども踏まえ、その他の普通財産も含め、今後、

事業用地としての利用を検討しつつ、売却も含め利活用については

検討してまいりたいと考えております。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） 行政区の見直しについてお答えいたします。 

   町としましては、今後の行政区の在り方等については行政区長へ

の聞き取り調査を実施しておりますが、その意見の中には町内に帰

還できない区域がある中で行政区の再編を行うことに懸念を持たれ

ている区長もおられます。 

   また、現行政区に対する強い思いを持っておられる区長の方も多

くおられまして、再編に当たっては改めて区長の皆様の意見も尊重

しながら、将来の行政区の在り方についての議論を進める必要があ

ると考えておりまして、具体的な見直しについては進んでいない状

況でございます。 

   今後も、引き続き、行政区長会の意見や地域の声、実情等を踏ま

えながら、将来に向けて適切な行政区の在り方を検討してまいりた

いと考えております。 

○議長（平本佳司君） 教育長。 

○教育長（笠井淳一君） 高校再開の要望活動についてのご質問にお答
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えいたします。 

   郡内の高校は、それぞれの町の復興に欠かせない役割があり、積

み重ねられた伝統は住民の心のよりどころであったことから、将来

的な帰還を前提とした検討をしていただくよう、双葉地区教育長会

として県教育委員会に対し、毎年継続して要望しております。 

   県立学校でありますので、その判断は福島県教育委員会となりま

すが、現状について県教育委員会に確認したところ、現時点での再

開は未定であり、地域の復興状況、郡内各町村の帰還状況、また、

郡内の小中学校の就学状況を継続して注視しているとのことと聞い

ております。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） ２番、紺野豊君。 

○２番（紺野 豊君） 再質問はありませんけれども、１点だけちょっ

と町長にお伺いしたいことがあります。 

   先般、２月５日、浪江町アリーナにおいて東京電力福島第一原発

事故に伴う帰還困難区域のうちの拠点の解除ということで、７か所

で説明会がございました。 

   それが一番最後だったんですけれども、その住民説明会の中で、

町長さんから自らちょっと2022年版の第11回「住みたい田舎」ベス

トランキングにおいて、人口１万人未満の町村のランキングが出ま

した。全国で671あったんですけれども、浪江町は２番目です。

１番はちなみに北海道の沼田町ですね。３番目は長野県の宮田村が

入りました。 

   私は、先ほど町の展望人口の話ししたんだけれども、8,000人と、

それで8,000人という目標、5,000人のＦ－ＲＥＩの関係の話も出た。

要は納得したんですけれども、やっぱり全国でランキングに入ると

いうことは確かにいい部分だ。 

   ただ、住みたいまちの田舎の中では駄目だ、どうしようもないん

ですよね、住みたいまちの田舎だけでは。 

   やっぱり、当町の目指すべきは住み心地がいいランキング、福島

県でいいますと2021年版でトップテンを申し上げますね。１位が郡

山市、２位が福島市、３位が本宮市、４番が須賀川市、５番は町で

は三春町、６番が矢吹町、７番目が伊達市、８番は西郷村、浜通り

は１か所、９番でいわきが入っています。10番が桑折町なんだけれ

ども、何せ今、浪江は避難関係あるから、何ともしようがないんで

すけれども、やっぱり今からは住み心地のいいまちをつくっていか

ないと人口は増えない。 

   まず、住んでよかった、いい町だ、住んでいいなというよりも、
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住み心地がいい、住みやすいまちづくりのほうにシフトしながら

8,000人を目指していく方向がいいと思うんですが、１点だけその

部分の町長のお考えをお聞きしたい。 

○議長（平本佳司君） 町長。 

○町長（吉田栄光君） 紺野豊議員の再質問にお答えをいたします。 

   私の先般の発言を受けてのご質問かと思います。当町が移住をし

たいまち２位ということで、お話をさせていただいた経過もござい

ます。その中で、今、紺野議員の質問の中にありました住み心地の

よいまちをつくらなければならないであろう、福島県でいえば郡山

市のようなまちであろうというようなご指摘、そしてご意見を伺っ

たところであります。 

   私は、郡山市のような中核都市のように、今、この時間軸の中で

住み心地のよいまちを想像することは理想でありますが、持つこと

はなかなかかなうことができません。 

   このアンケート結果で、ある方とお話をさせていただきました。

そのとき、こういうお話をさせていただきました。あの震災、事故

から12年を経過する中で、当町は全町避難というような過去の歴史

にないような状況の中で、ゼロどころかマイナスからスタートをし

て、６年前に解除をして、そして2035年には8,000人を目指す計画

で今復興がなされております。様々、震災後、前馬場町長、そして、

吉田数博町長を中心にそれぞれの町民の方々が復興に力を注いで、

今に至っているかと思います。 

   そのとき話した言葉は、この浪江町で一緒に今後新しいまちをつ

くる、それを肌で感じてみませんか。一緒に我々と復興をしてみま

せんかという、町外の若い人たちにお話をした経過がございます。

わくわくする話もさせていただきました。 

   こういった様々な復興の時間軸の中で、いずれ住みやすい、住み

心地のいい浪江ができると思っております。今現在、私から申し上

げることはそれぞれのお立場、町民の方々、そして協力者、関係者

の方々が今までどおり継続して、この浪江の復興を進めるべきと思

っております。こういった考えに共感を持たれる方が徐々に増えて

きているのかと思っております。いずれ浪江は紺野豊議員の理想の

とおりに近づける形を進めてまいる考えでありますが、今現在、今

の状況をしっかりとお伝えをしながら進めていくべきと思っており

ます。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） ２番、紺野豊君。 

○２番（紺野 豊君） どうもありがとうございました。 



- 65 - 

   次回も同じような話しをするかも分かりませんけれども、やっぱ

り復興というのが一番だから、よく含めながら。やっぱり私が一番

考えたのは8,000人の人口の部分が一番今回考えたんだけれども、

理想を持つというより、現実的なものを持つのが大事なんだ。とに

かく自分らも頑張りますので、やっぱり町も頑張ってください。 

   以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（平本佳司君） 以上で、２番、紺野豊君の一般質問を終わりま

す。 

───────────────────────────────── 

◇ 佐々木   茂 君 

○議長（平本佳司君） 次に、８番、佐々木茂君の質問を許可します。 

   ８番、佐々木茂君。 

［８番 佐々木 茂君登壇］ 

○８番（佐々木 茂君） 帰還困難区域の中で整備された区域が今月末、

解除というような報道もありましたし、町長からもご説明いただき

ました。町長をはじめ職員の皆様には本当に感謝を申し上げたいと、

こう考えておりますので、今後ともよろしくお願いをしたいと思い

ます。 

   さて、１番目の質問として、津島の復興公営住宅についてなんで

すが、私も二本松の石倉団地の管理人をやって、自治会の役員もや

っておりまして、いろいろ話を聞きますけれども、体の動くうちに

もう浪江に帰りたいという人が結構いらっしゃいます。 

   その中で、じゃ、津島に10戸できたから７戸空いているぞと、

３戸は今のところ募集を聞いておりまして、津島にはどうだという

話をしたら、もう住所も全て持ってこなくちゃ住めないようだと、

条件的に、そういうことがありまして、７戸空いているということ

で。ただ、現状では大分拠点区域内にある家はほとんど壊されたし、

それ以外の家もほとんどもう動物が入って、荒れに荒れて、もう解

体しか方法がないんじゃないかと思っております。 

   ですから、今後、津島の７戸空いている住宅についてどのように

して進めていくか、ちょっとそれをお聞きしたいと思います。 

○議長（平本佳司君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（木村順一君） ご質問にお答えいたします。 

   津島地区の福島再生賃貸住宅の空き室につきましては、現在再々

募集を実施しているところでございます。今後も継続して募集を行

い、空室解消に努めてまいります。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） 津島の方々の中には、やっぱり県内、県外に
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今移住というか、引っ越された方もいらっしゃいます。ただ、そう

いう遠隔地から津島に来て、整備された区域の農地の管理は自己管

理だよということは町の説明も国の説明もありました。それをやり

たくても、朝早く津島に来て、そして津島で作業をして、それから

汗をかいた姿で県内、県外に帰るのはちょっとつらいなと、もし、

そういう人たちにも貸していただけるのであれば、すぐ埋まるので

はないのかなと私は考えています。 

   ですから、少しそういう募集方法とか、内容の変更で、確かに

２地域居住ということも問題にはなっておりますけれども、なかな

かこれも国の方針なのかどうか私には分かりませんけれども、進ま

ないようですから、そういう遠隔地というか、県外でもいいですけ

れども、そういう人たちが借りられるという形であれば、せっかく

きれいにしたところの農地の草刈りなどに従事していただけるので

はないのかな、そういうふうに考えてはおりますので、もう少しそ

ういうところを考える猶予はあるのかどうか、お聞きしたいと思い

ます。 

○議長（平本佳司君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（木村順一君） 通告の質問とちょっと違うので、お答

えは今おっしゃった内容でお答えするんですけれども、今回入居す

る人の中にはほかに他地域で住居を構えていて、そのまま津島住宅

に申し込んで入居される方もおりますので、今話された内容だと大

丈夫だと思います。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） 分かりました。ということはほかに住居を持

って、避難先に住んでいても津島の住居は借りられるという考え方

でよろしいですか。確認します。 

○議長（平本佳司君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（木村順一君） まずは、要件としては収入要件がござ

いますので、48万7,000円を超えないことで、３月11日時点で居住

していた方、または住民票を移される方というのが要件になります

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） 住民票を移さなければ、借りることはできな

いという考え方でよろしいでしょうか。もう一度お聞きします。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） ご質問にお答えいたします。 

   もともと浪江町に３月11日の震災当時、住んでいた方については

津島にお住みいただける要件は満たしているというふうなことであ
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りまして、あくまでその住民票を移すというふうなことは、ある意

味、浪江町に震災当初住んでいない方が移住してくるためには、住

民票を移さなければなりませんね。いわゆる浪江町民になっていた

だく必要がありますねというふうな意味でございますので、ご理解

いただきたいと思います。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） 副町長、ありがとうございます。 

   私も管理人をやっているというお話をしましたけれども、実は津

島の復興住宅、どうだという話もしたんですけれども、そうじゃな

くて、皆さんが県外に行っている人がやっぱりふるさとが恋しくな

ってきたんですね。もう、じいちゃん、ばあちゃんになって浪江に

帰りたいんだけれども、家はなくなったと。じゃ、帰りたい。だか

ら私に来る話は早く駅前再開発で復興住宅をつくってくれるなら、

そこに元気なうちなら帰りたいと、元気なうちというのは買物で原

町に行ったり、病院は原町に行こうが、大野に行こうが、車を運転

することができる、こういうような世代だろうと私は思っています。 

   ですから、早くやってくれと、復興公営住宅が駅前にできるんだ

ったら、そこに帰りたいという人がおりますものですから、そうい

う方向で、これは質問しておりませんので通知しておりませんが、

こういう考えでいる議員も１人いたということを頭に入れていただ

いて、今後の駅前再開発にちょっとそれをスピードアップしていた

だきたいなという考えを持っていますので、よろしくお願いします。 

   次に、津島地区の小中学校の解体というものは説明ありまして理

解したところですが、古民家再生という、そういう希望をいただい

ているお年寄りの方々もいらっしゃいます。町としては５件ぐらい

保存じゃなくて記録ということで調査をさせていただきましたとい

う報告もありました。 

   ただ、津島のお年寄りの中には町村合併のとき、津島は浪江町に

協力して合併したんだと、この震災で何もかも根こそぎなくなって

しまう、古いものがなくなってしまう。じゃ、学校を今度壊すから、

その運動場とか、そういう用地に移築をしたらどうだろうという声

もあることも事実なんです。ただ、移築となると非常に金額的につ

くる以上に大変というのは聞いております。 

   ただ、こういう場合、津島の住民が何のために避難をしたんだと、

あくまでも原発災害で復興という名の下であるならば、町としては

古民家再生で民家園というような形で、前にも私１回質問させてい

ただいたんですが、そういう形で、例えば小学校跡地、中学校跡地

に移転し、移築するような形も取れないのか、検討を考えてみては
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いかがかなというふうに思っています。こんなの国がやればいいだ

けの話で、東京電力が国なりにあれを要求すればいいだけの話で、

そういう津島のお年寄りの中では津島をもう完全に思い出もないふ

るさとにしてしまうのかという思いでいる方もいらっしゃいますの

で、その点お聞きしたいと思います。 

○議長（平本佳司君） 教育次長。 

○教育次長（蒲原文崇君） ご質問にお答えいたします。 

   津島地区の古民家調査につきましては、令和３年度に４棟ほど実

施したところでございます。 

   調査の目的としましては、古民家につきましては、昔の生活や営

みをひもとく歴史的資料ということもございますので、解体される

前に現況の図面、または専門家による所見を記録として残したもの

でございます。町として建物そのものを残すために実施した調査で

はないということでございますので、現時点でその利活用や移転等

についての計画はございません。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） 悩ましい問題であるということは、私も理解

はしています。ただ、やっぱり古いものに哀愁を感じるというんで

すかね、ふるさとのイメージにはそういうものが付随してくるんだ

ろうと私は思っています。なかなかその予算取りが大変だなと思い

ますけれども、復興庁とか東京電力に言ってみたら、１回でも、ち

ょっとこういうことをやるから４軒、５軒残すなら５億あれば間に

合うからぐらいの話をしてみたらいかがかなと、そんなふうにも感

じております。余談になりますけれども、そういうことを念頭に入

れて、そういう機会があれば、そういうのをぱっと言ってみるとい

うことも必要だろうと思いますので、よろしくお願いします。 

   次に、大堀相馬焼物産会館についてお聞きしたいと思います。 

   これも、先ほど申し上げましたとおりに今月末で解除になるわけ

ですよね。それで解除されるとなると、今度そこに指定管理者、さ

らに大堀に観光客。 

   どのように活用されるのか分かりませんけれども、相馬焼の物産

展といったら道の駅にもございますね。時々、年に１回、空港でも

物産展をやるようですけれども、指定管理者の問題、管理しても費

用対効果でちょっとお客さんも来ないところで管理者がいても費用

だけかかるわけ、そう感じています。 

   それで、どのように今後活用されるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（平本佳司君） 産業振興課長。 
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○産業振興課長（清水 中君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

   陶芸の社おおぼりにつきましては、現在復旧工事を進めておりま

して、今月末にはこれが完成いたします。 

   復旧後につきましては、今回の議会にも上程させていただく予定

ではございますが、大堀相馬焼協同組合を指定管理者とし、開所当

初は視察の際のワークスペースとして活用しながら、窯元の作品展

示、大堀相馬焼の歴史資料の展示、歴史的年表等の展示、そして陶

芸教室、こういったものを段階的に震災前のような形に復活させて

いく方向で今組合と協議を進めているところでございます。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） どのぐらいの管理費というか、指定管理者に

支払わなければならないのか、ちょっとそれまで私には分かりませ

んけれども、観光客が来ないようではそれを幾らつくったとしても

意味がないんだろうと思っています。だから、町としては観光ルー

トの中に入れるとか、ちょっと町のＰＲも兼ねて、あなたもマイカ

ップをつくりませんかというような、こういう感じでもいいんだろ

うと思います。そうした陶芸教室みたいなものをつくって、広く観

光に来てくださる方に２時間、３時間で１つぐらいつくれますから、

そういうものでつくった後、帰ったところに送ってやるというよう

な、そういうふうな活動なんかも必要なのかなと、こう考えており

ます。 

   それで、観光ルートに入れていただかないと、どうしても、これ

うまく動線となってつながっていかない、何かもったいないなとい

う気持ちもありながら、どのように活用されるのかということで、

私は大変心配しております。 

   １つ、陶吉郎さんかな、戻ってくるというお話は新聞に出ており

ましたけれども、やはり窯元の人たちが１つ、２つ戻ってくるよう

な環境になればよろしいんでしょうけれども、そういう環境は全力

で取り組まれるんだろうと思っていますので、そうですね、マイカ

ップ、そういうのをやったらいいかもしれません。 

   続いて、いこいの村周辺についてお聞きしたいと思っています。 

   いこいの村の経営状況は、どのようになっていますか。 

○議長（平本佳司君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 中君） お答えいたします。 

   いこいの村の経営状況につきましては、毎年９月の議会におきま

して決算の状況をご報告させていただいております。 

   平成30年６月の再開以降、新型コロナ感染拡大の影響によりまし

て、大変厳しい経営を強いられてきました。今年度に入り、ウィズ
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コロナの社会的風潮、被災地視察ツアーなど団体客利用のニーズが

非常に高まってきておりまして、利用者のお客さんの数が増加して

おりまして、前回ご報告した状況より回復傾向になっております。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） 経営努力をされているということで、大変評

価をさせていただきたいと思っております。 

   ただ、私も昔のいこいの村のほうが使い勝手がよかったような感

じがしております。新しく玄関先をあんなというか、ああいう作り

変える必要もなかったのではないかという感じもありますし、逆に

客室の問題なんだろうと思います。結構、どこに泊まったかという

と、もう別のビジネスホテルに泊まったと、いこいの村さんを紹介

するんですけれども、ちょっと空いていないというようなお話をよ

く聞くものですから、やっぱりもう全面改修して、少しシングルの

部屋を多くするとか、そういうふうにしていかないと、この経営状

況はいつまでたったって私は改善しないんだろうと思っています。 

   昔は、結婚式もやったし、宴会もやったし、カラオケルームもあ

ったし、あそこで大体完結してしまいます。議会のほうもあそこで

宴会もさせていただきました。だから、そういうふうにして、町民

がみんなで使っていけば経営状況がよくなるはずなの。１年365日、

360件入れば、それなりに運営はしていけるんだろうと私は思って

います。 

   浪江町は、請戸ものと言われるような魚が揚がるといっておりま

すけれども、私はね、そうしたものをやっぱりほかからお見えにな

った方にどんどん提供して、やっぱりそれも一つのＰＲ、地域のあ

れですから、そういうものに利用できるものは利用していくという

ことで、おいしいものを食べさせてあげれば、必ず人は寄ってきま

す。そういうふうに考え方を持って、ぜひ進めていただきたいと思

っています。 

   丈六公園の整備が終わりました。私は子供のときから丈六公園に

は遠足とか、それで行った記憶があります。 

   ただ、私自身の今の考えとしては史跡の一つとしか丈六公園を捉

えておりません。大分こんなところに金をかけているなという感じ

で、あんな山に登っていく人がいるのかという感じもしています。 

   答弁は、これは要りません。というのは町長が朝一番に丈六公園

の利活用について子供たちの遊ぶ場所にしたいとか、そういうお話

しいただきましたので、それで理解いたしましたけれども、できれ

ば、丈六公園、全てのあの山の土地を買って、私の夢ですよ。あそ

こに第二の兼六園をつくろうとか、そのぐらいの発想があっていい
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んだろうと思います。 

   桜だって、非常に植栽をしたといえども何を植えたのかさっぱり

分からない。ツツジを植えたのか、桜を植えたのか、やっぱり山を

桜でいっぱいにするとか、あとはやっぱり去年も一般質問で、今年

かな、したけれども、去年の浪江町のモミジは非常に、生まれて初

めて、あんなきれいなモミジを見ました。天候に左右されて、ああ

なったのか、それは分かりませんけれども、やっぱり県庁の脇にも

紅葉山公園というのがあるんですよ、小さいけれども。 

   やっぱり、モミジとか何かを山いっぱいにして、秋になったら山

が真っ赤になるような、そういう感じで、あそこ全部を抑えて、そ

うした大きな公園なんかつくっていただければ、もっともっと活用

の場が出てくるんではないかと、そのように考えておりました。 

   次に、高瀬球場の改修が進められようとしていますけれども、そ

こから健康保安林、そこに向かうため池に沿って遊歩道があると思

いますが、現在、この遊歩道の状況はどうなっていますか。お答え

ください。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） 遊歩道についてお答えいたします。 

   球場からの遊歩道については、隣接するなみえ生活環境保全林の

遊歩道となります。ため池沿いの遊歩道については通行に支障のな

いように定期的な除草等の管理を実施しております。除染について

は遊歩道を中心として、山林除染の手法で実施済みでございます。 

   また、令和３年度から令和５年の計画で里山再生事業が実施され

ており、間伐などの整備が行われております。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） ありがとうございます。 

   里山再生、里山再生と間伐とか森林の整備をすることはいいんで

すけれども、あそこは大体面積多分16ヘクタールくらいあったので

はないかと考えております。やっぱりただ持っていても使いようが

なければ、私はいけないんだろうと思っています。だから、いこい

の村にも先ほど言いました、客を泊めるためにも。 

   前町長は、実際に言わなかったですけれども、町長になる前、若

い頃、私に言っていました。私はジュピアランドが好きだと、芝桜

公園を浪江につくれるなら、俺、草むしりするぞというようなこと

も言っておりました。 

   それで、私は健康保安林というんですか、ここをやっぱり花の公

園みたいな、浪江のいこいの村を中心とした丈六公園、高瀬球場、

そういうようなところをつくればいいんではないかという、こうい
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うご提案をさせていただきたいと思っているんです。花の好きな人

はどこでも行きます。私だって大桑原のつつじ園にも行くし、牡丹

園にも行きます。福島の花見山にも行く。いろいろ花を追いかけて

歩くものですから、浪江にそういうところがあったらいいなと、こ

んなふうに私は考えておりますので、もしそういうことを頭に描い

たら、将来の計画にでもちょっと入れていただければありがたいな

と、このように考えております。 

   次に、社会福祉協議会についてちょっとお聞きしたいと思います。 

   復興支援員の配置や出張所の今後について、どのようにお考えな

のかお聞きしたいと思います。 

○議長（平本佳司君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松本幸夫君） ご質問にお答えします。 

   令和４年度の復興支援員の配置については、福島県内事務所に

６名、関東地区事務所に２名の計８名となっております。 

   復興支援員の福島県内事務所としては、受託者であります浪江町

社会福祉協議会福島事務所と郡山市に設置してあります交流館、コ

スモスふれあいセンターに配置となっております。また、関東地区

の事務所として、東京都台東区に事務所を設置しております。次年

度についても継続してまいりたいと思います。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） 確かに、各世帯を回ったり、いろいろな形で

ご苦労されているかと思いますけれども、今後、復興支援員の方を

確保するためにはどのような対策を考えているのか、それについて

もお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（平本佳司君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松本幸夫君） ご質問にお答えします。 

   復興支援員の募集及び選考についても、業務委託に含まれており、

業務受託者により募集及び選考を実施し、町が委嘱しております。 

   復興支援員の定員数については、福島県内事務所８名、関東地区

事務所３名としておりますが、受託事業者で復興支援員の求人募集

をするものの、今般の人手不足等により、定員数の確保ができてお

りません。引き続き、復興支援員確保に向け、受託事業者とともに

人員確保に努めてまいりたいと思います。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） 復興支援員の方々の業務については、町とし

ては把握をされておりますか。 

○議長（平本佳司君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松本幸夫君） ご質問にお答えします。 
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   町外避難者を対象に、戸別訪問による生活支援相談や各交流館を

活用したコミュニティ形成支援に取り組んでおりますが、新型コロ

ナウイルスまん延防止対策により、対面での活動が全般的に制限さ

れたことから、電話連絡を中心とした生活支援相談を行っておりま

す。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） ありがとうございます。 

   先月も、私の５号棟でも社会福祉協議会の方のお世話になって、

福祉施設に１人入れるように手配をしていただきまして、大変感謝

をしています。本当にいつもありがとうございます。 

   さて、次に移りたいと思います。 

   シルバー人材センターについてお聞きしたいと思います。 

   以前、私も一般質問でシルバー人材センターを復活させてほしい

というような質問をさせていただきました。前向きに検討したいと

いうご回答をいただいております。 

   それで、どのような状況になっているのか、ご説明いただきたい

と思います。 

○議長（平本佳司君） 町長。 

○町長（吉田栄光君） 佐々木茂議員のご質問にお答えいたします。 

   シルバー人材センターにつきましては、震災前、浪江・双葉・大

熊の３町での広域シルバー人材センターがありましたが、令和２年

に解散を余儀なくされました。その再開に当たり、事務レベルにお

いて、南双葉のシルバー人材センターの現状調査や過去の関係者へ

のヒアリングなどを行い、再開の可能性について調査をしてまいり

ました。その結果、現在の町の居住人口から見て、国の財政支援の

対象となる会員数が確保できず、継続的な運営体制の構築が難しい

ことが予想されることから、現時点でのシルバー人材センターの再

開、創設は困難であると考えております。 

   当面は、現在、まちづくりなみえに委託して実施している高齢者

等雇用創出事業により、その代替機能を果たしていきたいと考えて

おりますので、何とぞご理解をいただきたいと思います。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） ありがとうございます。 

   ただ、やはり今、年金暮らしのお年寄りをはじめ、まだ健康なう

ちに少しは所得を増やしたいというお年寄りがいることも事実です。

ただ、どこに行って、何をするのか分からない、シルバー人材セン

ターというとイメージが昔からありましたから、草刈り業務とか、

いろいろな小さな仕事とか、公園の草むしりとか、そういういろい
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ろありました。そういう問題であれば、これは、私は一挙両得だと

思うんですね、高齢者の健康と長生きを考えたら、そうした重労働

じゃなくて、軽作業でも。こう言っては失礼なんですが、小遣いを

稼ぐというような形であっても、そういう機会を均等に与えること

ができるということは、私は行政の大切な大きな問題だろうと思っ

ています。 

   まちづくりなみえについては、私、疑問があるので、町長から今

お話はされましたけれども、よしと思っていません。あくまでも公

的な機関的な要素のあるシルバー人材センターというものをやっぱ

り検討していただければ大変ありがたいと、お年寄りでも働きたい

人いっぱいいるんです。それだけはちょっと頭の中に入れていただ

いて、今後これについて対応していただければ大変ありがたいなと、

このように考えております。 

   続いて、行政区のお金についてちょっとお聞きします。 

   行政区とは、どのように考えているのか、ちょっとご説明いただ

きたいと思います。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） ご質問にお答えいたします。 

   行政区長設置条例第２条第３項では、「区長の担当区域は、別表

のとおりとする」としまして、別表で49の地区名と、その区域を定

めており、この行政区長の担当する区域が行政区となります。 

   このように、行政区とは単に行政区長が担当する区域を意味する

ものですが、その区域内における共同活動を行うための地域住民の

共同体として捉えられている場合が多いようでございます。この場

合には、これは町内会、自治会等のような組織でございまして、い

わゆる任意団体と呼ばれるものとなります。 

   一方で、こうした中には町長の認可を受けまして、これを地縁に

基づく団体として形成しているところもございます。これは法的に

認められた、いわゆる認可地縁団体と呼ばれるものでございまして、

これを称して、大字何々区とか、何々行政区としているところもご

ざいます。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） ありがとうございます。 

   行政区というのは、あくまでも住民がここに集まった任意団体で

あるということは私も理解していますし、その行政区の運営につい

ては各自年会費を納めて、その中で行政を維持していくんだろうと

思っています。ただ、一部行事についてお金がない場合は町から補

助が出たり、そういう形にすると思っています。 
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   あくまでも行政区長というのは、町から委任された、年になんぼ

という報酬も出ているようですけれども、これは行政区長だけの話

であって、行政区というのは住民みんなのものだという考えを私は

持っております。 

   そこで、行政区の資金、あとお金は準公金と言っているようです

けれども、それは準公金とはなぜそういうふうに言うのか、私には

全然理解できません。それはあくまでも住民のもの、住民のお金で

ありまして、準公金と言うのなら行政がそうした任意の団体に対し

て介入をすることになる。これはちょっとあってはならないことで

ありまして、これについてご説明いただきたいと思います。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） ご質問にお答えいたします。 

   その準公金という言葉がどこから出ているのか、私もちょっと理

解、認識不足でございますけれども、行政区長に対しましては、行

政区内の事業活動について町の補助金を交付しておりますので、こ

れに関しては準公金としての側面もあると考えております。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） 町の補助金については、補助金を交付した場

合、これについての決算を出しますよね、何に幾ら幾らとかあれば。

これを見て、正しく使われているのかどうか判断する。私も個人的

にというか、私もちょっとうちの団体で町に補助金を要請したんで

すが、もう全部蹴っ飛ばされる話でしたけれども、準公金と言った

のは当町が抱える弁護士です。 

   なぜ、こういう話が出てきたかというと、請戸の行政区に関わる

問題だからです。準公金と言ってしまった、公金じゃないですね、

準公金だったら監査しなきゃ、団体と同じで。 

   私が関係ない行政区の問題をここへ出すのは、実はお墓の問題で

墓地埋葬法という、私結構対処したことがあるものですから、実は。

近いうちに一般質問をやらせていただこうと思ったの。それは津島

にやっぱり山間部の墓、字ごとにお墓が点在しているんですね。山

の中に入ってもう人が帰ってこられない。移転しようか、そのまま

にしておこうかと悩まれている人がいっぱいおって、町の力で大平

山の墓地霊園があるので、町営であるわけですから、津島の各行政

区ごとに１つぐらいずつ小さな墓地をやっぱり山から下ろしてきて、

まとめたらいかがかなという質問をさせていただこうと思った矢先

に、大平山霊園の園路改修工事に請戸のお金を使うということで申

し訳ないですけれども、この問題を出させていただきました。 

   金持ちの行政区はいいなと、私は恨みましたよ。そこまで言うの
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であれば、佐々木、お前、土地提供しろと、あとそこに移転するん

だったら、逆に自分たちで金を少しずつ出しなさいと行政から言わ

れても私は逃げることできないからと思っています。ですから、請

戸行政区に金があるのかどうか分かりませんけれども、大平山霊園

の園路改修、これに勝手に発注しようとしたということが気になっ

て問題化したわけです。別に請戸の人に頼まれたわけでも何でもあ

りません。 

   やはり、将来のまちづくりの中で、こういった町に住んでいるア

イデンティティーに関わる問題だから、私は言っているわけ。そう

いうことで、私はこの問題を提起させていただきました。話を聞く

と消費税までもつけて、町に寄附するというお話です。 

   ということで、ご説明いろいろいただいてはいますけれども、町

としては一時中止ということで考えていますということで、行政の

一時中止はやらないということだと言います。というのは例えば、

私のところも今度、道路が、葛尾に行く道路が300億もかけてトン

ネルが通るわけだ。地権者が３人ぐらいいるのかな、私１人が反対

するとつくらないと県から言われている。行政区でみんなのお金を

使って行政に2,000万も寄附するなんて、とんでもない話。 

   ということで、私は中止と考えていいかどうかをお聞きしたいと

思います。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） お答えをいたします。 

   請戸行政区では、今月中に総会を開催しまして、改修工事の取扱

いを決定すると聞いております。 

   私のほうからは、以上でございます。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） 行政区の中でも、散ってしまった住民の方が

いらっしゃるわけで、委任状とか何かでやるのかなと思ってはいる

んですけれども、やっぱり住民の金を、これあまり筋がいいお金で

はないんだろうと私は思っています。 

   それともう一つ、先人の丘に請戸行政区から300万円の自動草刈

り機械を寄附されました、おととしですか。それでようやく去年の

暮れあたりに町の帳簿に載ったという話を聞いています。それで、

普通、寄附金というのは目的で寄附するならいいんですけれども、

行政区が草刈り機械に消費税を払ったもので寄附するというのはあ

まりこれも筋がいい話では私はないんだろうと思っています。 

   そして、あの面積にこの自動草刈り機300万という金額を行政区

からぽんと出せるなんていうのはね、私はおかしいと思っている。
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本当に私はおかしいと思う。ほかの行政区は48か９あるはずなんで

すけれども、ほとんどすかすかで運営されているんだろうと思いま

す。私も加倉の行政区に入っていますけれども、そんな寄附できる

ようなお金はほとんどないです、加倉でさえも。だから、そういう

金の使われ方というのはちょっとおかしいんだろうと私は思ってい

ます。 

   だから、町で請戸行政区から、ほれ、墓地の改修だ、草刈り１回

だって合わせて2,000万ですよ。おかしいと思いませんか。あちら

の世界の人が何かぼったくりに来た、そんな感じです。私はそんな

感じがしております。そういうことを行政は止めなくちゃいけない。

ありがとうございますと手を出す行政なんていうのは、私はおかし

いと思う。だって、老人会の研修に５万、10万必要ですから、すみ

ません、補助を頂けませんかと、はい、じゃ、使う目的と領収書を

添付して出しなさいということはいつも指導されています、福祉課

のほうから。2,000万を１行政区からもらっちゃおうなんて、行政

としてはあってはならないと私は思っています。 

   そういうことで、なぜこういう問題を出してきたかというと、先

ほど申し上げました。私も中山間の山の中にあるお墓、もう本当に

野仏というか、木に埋もれて、今は少し掃除していただいているよ

うですけれども、管理できなくなっている状況にあって、それを私、

土地、提供しますよ、くれと言うんなら、お金じゃないからね。そ

ういうふうにして、お墓をまとめてもらえるような、こうした質問

をさせていただこうかと思ったものですから、こういう質問をさせ

ていただきました。あまりいい質問ではないと、このように私自身

も思っています。 

   次に、震災関連死についてご質問をさせていただきたいと思いま

す。 

   現在、震災以降、29年３月までは町外に避難していたということ

になっていますから、町外で一応避難先とか含めて、亡くなられた

方が何人おって、何名の方が、震災関連死で申請されたか教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（平本佳司君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松本幸夫君） ご質問にお答えします。 

   令和５年２月末現在、浪江町では申請件数が544件となっており、

そのうち認定件数が442件となっております。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） もう一度確認します、よく聞こえなかったも

ので。544名申請、そして445名が……。 
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   ああ、そうですか、分かりました。 

   私は、震災関連死なんていうのは浪江町ぐらいで、新聞ではほと

んど原発事故関連死と、こういう位置づけを持っています。それで、

私自身の考えですよ。浪江町を追われて、よその土地に行って亡く

なられた方、因果関係どうのこうのなんて言う前に、全ての人を私

は震災関連死とすべきだろうと常々思っております。 

   なぜかというと、避難をするということでストレスによって病気

を発症したり、今、復興公営住宅、これに約６割が単身者なの。そ

れも60歳以上なの。本当に12年たったといえども、やっぱり心労や

知らない土地で近所づきあいもできなければ、家庭菜園とか、そう

いった楽しみもできない、そういう行政区の仲間ともいろいろお酒

を飲んだり、そういうこともできないストレスの中で生きているこ

とは事実なんだ。多分みんな知っていると思います。議員だけじゃ

なくて、役所の方々も皆さんご存じだろうと思っています。 

   ですから、私は因果関係なんてとんでもない。放射線出したのは

国と東京電力じゃないかということです。 

   ですから、私は震災関連死に認定されないおそれがあるのでとい

うことで、やっぱり申請しない人も相当増えていると思います。死

んだ原因なんか調べたって、ほとんど病気かあれですよ、自死とい

う方も中にはいらっしゃる。 

   私は、これについてもう少し真剣に町全体で考えるべきだろうと

思います。申請しないでいる人もいるんですよ、どうせ認定されな

いから。みんな苦労したわけですから、これについてちょっとお聞

かせください。お願いします。 

○議長（平本佳司君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松本幸夫君） ご質問にお答えします。 

   震災関連死の認定については、双葉地方災害弔慰金支給審査委員

会において、専門的知見から災害との因果関係等を審査し、認定さ

れるものと認識しております。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） 今の発言は、多分、長岡基準か、何かから出

した発言じゃないかと思います。上越地震のときに長岡で、震災で

亡くなった人は半年過ぎると関連死として認めないというような判

断があるので、それが独り歩きしてきたわけですよ。 

   今、12年になりますよね。この中でも避難先で亡くなっている人

がどんどんいるんですよ。帰ってこれないの、ふるさとに。最初に

私、質問しましたよね。ふるさとに帰りたい、体が動くうちに帰っ

てきたいんだけれども、住むところがないんだという人もいらっし
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ゃいますよというお話をさせていただきました。町長はうなずきま

した。そういうことで、私は町としての考えはやっぱり国や東京電

力に申し上げるべきだと、町外で亡くなった、今も生活している、

これからもどんどん亡くなっていきます。相当皆さん年を取りまし

た。それを私は管理しているというんだから、間違いないと思いま

す。 

   ですから、私は何とか町外で帰還できずに亡くなる、病気でも何

でもいいです。ストレスは病気の始まりですから、そういうもので

なくなった方々に原子力関連死でいいですよ、そういうふうに言葉

を変えて、国へ要望したらいかがかと思います。 

   あまり逆らうと、国から予算が来ない、補助金が来なくなるから

という心配もあるかと思いますけれども、やっぱり言うべき言葉は

言うというのが正しい考え方じゃないかなと、私はこのように考え

ておりますので、もう一度その点についてお聞かせいただきたいと

思います。 

○議長（平本佳司君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松本幸夫君） 震災関連死につきましては、国で基準

が決められておりますので、それに従うというような形になってご

ざいます。そういうことでご理解をいただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） ご理解をと言われて、ご理解できないから、

私、質問してるの。 

   若くて、健康で働いている人、これはいい、よしとしましょう。

しかし、避難先で仕事をしている、していないは別としてもやっぱ

り心を病んでいる人も多いです。さらに病気に侵されている人も多

いです。何の担保も補償もありません。そういう中で、今、多くの

方が暮らされているわけですから、やはり私は全員関連死と浪江町

は宣言するべきだ。そのぐらいやっていいと思いますよ。これが国

や東電に対する我々の謀反じゃありませんけれども、そのぐらいの

ことを言わないと、私はそう思っています。 

   町長、一言お願いできませんか。 

○議長（平本佳司君） 町長。 

○町長（吉田栄光君） 佐々木茂議員の再質問にお答えをいたします。 

   今一般質問の中で、震災から12年が経過するというような言葉、

フレーズは何度も言わせていただきました。町民にあってはそれぞ

れの避難場所において、進路が幾重に重なっているかと私は存じて

おります。その中で、佐々木茂議員の震災関連死の認定についての
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ご質問かと思います。 

   佐々木茂議員のお気持ちは察するに余りありますが、これら規定

については行政としては遵守をしてまいりたい。 

   ただ、震災関連死である方が認定を受けられないというようなこ

とは決してあってはならんと思っておりますので、これらについて

は町長としてもう一度見直して、この制度が明確に適用されている

かどうかについても関心を持って確認をしたいと思います。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） ありがとうございます。よろしくお願いしま

す。 

   それで、例えば介護福祉士とかそういう方々が、亡くなられた人

について認定されるかどうかは別として、震災関連死の申請をして

みたらどうかというような話はできるのか、できないのか、それち

ょっとお聞きします。 

○議長（平本佳司君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松本幸夫君） そちらにつきましては、広報とかホー

ムページ等で申請のほうの紹介をさせていただきたいと思いますの

で、今までも広報等に掲載しておりますので、引き続きやっていき

たいと思っております。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木 茂君） 今の答弁については、疑義があります。だっ

て、ホームページとか広報等といっても、そういう人はなかなかそ

ういうのを見ないですよ。みんなが、私なんてパソコン持っていた

って、ホームページなんて開いたことありません、浪江町の。新聞

か広報なみえあたりに載っていたのを見て、そうなのかなと思って

確認はいたしますけれども、病気やストレス、独り暮らしの60歳以

上が６割占めるんですよ、単身者が。そういう人たちがパソコン毎

日開いて、見ているなんていうのは、これ間違った考え。 

   やはり、お亡くなりになって、申請がされているかどうか確認を

しながら、申請できますよというのは一言、二言あれば申請するの

かもしれません。そうすると私はこういう質問しません。ぜひそう

いう方向で検討してください。答弁は要りません。ありがとうござ

いました。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 以上で、８番、佐々木茂君の一般質問を終わり

ます。 

───────────────────────────────── 

◎散会の宣告 
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○議長（平本佳司君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

   本日はこれにて散会いたします。 

   お疲れさまでした。 

（午後 ２時５８分） 
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───────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（平本佳司君） おはようございます。 

   ただいまの出席議員数は15人であります。 

   定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前 ９時００分） 

───────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○議長（平本佳司君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでご

ざいます。 

───────────────────────────────── 

◎請願・陳情の付託 

○議長（平本佳司君） 日程第１、請願・陳情の付託を行います。 

   今期定例会において受理した請願１件は、会議規則第92条第

１項の規定により、タブレット端末に格納した請願・陳情文書表の

とおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

   なお、所管常任委員会は、会期中に審議の上、議長宛てに報告願

います。 

───────────────────────────────── 

◎議案第３号から議案第４１号の一括上程、説明 

○議長（平本佳司君） お諮りします。日程第２、議案第３号 浪江町

個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてから日程第

40、議案第41号 令和５年度浪江町水道事業会計予算までを一括

議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 異議なしと認めます。 

   よって、日程第２、議案第３号から日程第40、議案第41号まで

を一括議題といたします。 

   日程第２、議案第３号 浪江町個人情報の保護に関する法律施行

条例の制定についてを議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） おはようございます。 

   議案第３号 浪江町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定

について、ご説明をいたします。 

   本案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す

る法律により、個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴

い、同法の施行に関し必要な事項を定めるため、条例の制定を行う
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ものです。 

   詳細については、総務課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） それでは、議案資料によりご説明いたしま

す。 

   タブレット内の01議案資料等の中の議案集７ページの議案第

３号資料をご覧ください。 

   まず、２の主な内容でございますが、第１条は、個人情報の保護

に関する法律の施行に関し必要な事項を定めるとする本条例の趣旨

を定めたものでございます。 

   第２条は、本条例における用語の定義を定めたもので、町の機関

を町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び

固定資産評価委員会とし、これらと財産区を町の機関等と定義した

ものでございます。 

   第３条は、開示請求に係る手数料は無料といたしますが、写しの

交付やその送付に要する費用については本人負担とするものでござ

います。 

   次に、８ページをご覧ください。 

   第４条は、浪江町情報公開・個人情報保護審査会への諮問につい

て定めたものでして、町の機関は、この条例、その他個人情報の取

扱いに関し定める条例について、改正または廃止しようとする場合

など、同項各号のいずれかに該当する場合には、これに諮問するこ

とができるとするものでございます。 

   次に、附則の関係ですが、附則第１条は、本条例の施行期日を定

めたものでございます。 

   附則第２条は、本条例の制定に伴い、浪江町個人情報保護条例を

廃止するとするものです。 

   附則第３条は、附則第２条による浪江町個人情報保護条例の廃止

に伴う罰則等の取扱いなど６項目の経過措置を定めたものでござい

ます。 

   次に、９ページをご覧ください。 

   附則第４条は、浪江町手数料徴収条例の一部改正でございまして、

第５条第１項の手数料を徴しない事務から、附則第２条により廃止

となる浪江町個人情報保護条例の規定によって取り扱っているもの

を削除するものでございます。 

   次に、３の施行期日ですが、この条例は、令和５年４月１日から

施行するとするものでございます。 

   次に、10ページをご覧ください。 
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   こちらは、附則第４条による浪江町手数料徴収条例の一部を改正

する条例の新旧対照表になりますので、参考にしてください。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第３、議案第４号 浪江町情報公開・個人

情報保護審査会条例の制定についてを議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第４号 浪江町情報公開・個人情報保護審

査会条例の制定について、ご説明をいたします。 

   本案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す

る法律により、個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴

い、浪江町情報公開審査会に代えて浪江町情報公開・個人情報保護

審査会を設置するため、条例の制定を行うものです。 

   詳細については、総務課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） それでは、議案資料によりご説明いたしま

す。 

   16ページ、議案第４号資料をご覧ください。 

   まず、主な内容でございますが、第１条は、浪江町情報公開・個

人情報保護審査会の設置について定めたもの、第２条は、本条例に

おける諮問庁、公文書、保有個人情報の定義を定めたものでござい

ます。 

   次に、17ページをご覧ください。 

   第３条は、情報公開条例第２条第１項の規定による諮問に応じ、

開示決定等または開示請求に係る不作為についての審査請求に関す

る事項など６項目を審査会の所掌事務として定めたものでございま

す。 

   第４条は、審査会は、委員５人以内をもって組織すること、第

５条は、委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱し、

その任期を２年とすること、第６条は、審査会に会長を置き、委員

の互選によりこれを選任することとするものでございます。 

   次に、18ページをご覧ください。 

   第７条は、審査会の調査審議は、この条例の定めるところにより

実施するものとし、開示審査請求事件に関し、諮問庁に公文書また

は保有個人情報の開示を求めることができるなど、その調査権限を

第８条に定めたものでございます。 

   第９条は、審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当

該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えること、第10条
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は、審査請求人等は、審査会に意見書または資料を提出することが

できるとするものでございます。 

   次に、19ページをご覧ください。 

   第11条は、審査会は、審査請求事件に関し、指名する委員に提

示された公文書、もしくは保有個人情報を閲覧させ、調査または審

査請求人の意見陳述を聴かせることができること、第12条は、意

見書または資料の提出があったときは、この写しをこれら提出者以

外の審査請求人等に送付すること、審査請求人等は、審査会に提出

された意見書または資料の閲覧を求めることができること等とする

ものでございます。 

   第13条は、審査請求に係る調査審議手続は非公開とすること、

第14条は、審査会は、答申内容の写しを審査請求人及び参考人に

送付するとともに、これを公表するとするものでございます。 

   次に、20ページをご覧ください。 

   第15条は、審査会は、審査請求に係る審査調査審議以外に所掌

事務を遂行するため必要があるときは、実施機関、町の機関、また

は議会に対しまして資料の提出、意見の開陳、説明、その他の必要

な協力を求め、特に必要があると認めるときは、これら以外のもの

に対しても必要な協力を依頼することができるとするものでござい

ます。 

   第16条は、規則への委任規定でございまして、その他審査会に

関し必要な事項は、規則で定めるとするものでございます。 

   第17条は、罰則規定でして、職務上知り得た秘密を漏らした者

は、１年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとするもの

でございます。 

   次に、附則の関係でございますが、附則第１条は、施行期日を定

めたものでございます。 

   附則第２条は、この条例の制定に伴いまして、浪江町情報公開条

例の一部を改正し、現行の浪江町情報公開審査会を廃止するもので

して、附則第３条は、これに伴う旧審査会委員の取扱いなど６項目

の経過措置を定めたものでございます。 

   次に、21ページをご覧ください。 

   附則第４条は、本条例の制定に伴い、特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、情報公開審査

会委員とあるのを、情報公開個人情報保護審査会委員に改めるもの

でございます。 

   次に、３、施行期日ですが、この条例は、令和５年４月１日から

施行するとするものです。 



- 92 - 

   次に、22ページから27ページまでは、附則第２条による浪江町

情報公開条例の一部を改正する条例の新旧対照表、それから27ペ

ージから28ページまでは、附則第４条による特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の

新旧対照表になりますので参考にしていただければと思います。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第４、議案第５号 浪江町私債権等の管理

に関する条例の制定についてを議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第５号 浪江町私債権等の管理に関する条

例の制定について、ご説明いたします。 

   本案は、浪江町の私債権等の事務の処理について、手続を明確化

及び債権の放棄について規定することにより、私債権等の管理の適

正化を図るため条例の制定を行うものです。 

   詳細については、企画財政課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、まず、ご説明の前に、議案

上程の直前に差し替えとなりましたことをおわび申し上げます。 

   それでは、議案第５号資料によりご説明を申し上げます。 

   まず１、制定の趣旨でございますが、浪江町の私債権等の事務処

理について、手続を明確化及び債権の放棄について規定することに

より、私債権等の管理の適正化を図るため、条例を制定するもので

ございます。 

   ①としまして、台帳の整備や督促など債権管理の手続について明

確化を図る。②としまして、私債権は債務者が時効の援用をしない

限り、債権が消滅しないため、債務者が著しい生活困窮状態にある

場合や破産している場合、または所在不明などになっている場合な

ど、将来にわたり徴収できない債権にあっては、債権を放棄できる

規定を設け、徴収が不能となった債権の放棄を適切に進めることと

するものでございます。 

   ２、主な内容でございます。 

   第１条、目的、この条例は町の私債権等の管理に関する事務処理

について必要な事項を定めることにより、事務の適正化を図る構成

かつ円滑な行政運営に資することを目的としております。 

   第２条、定義でございます。条例中における用語の定義について

規定しているものでございます。１としまして、町の債権、金銭の

給付を目的とする町の権利を、こちら地方税法の規定に基づく徴収
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金に係るものを除くものをいいます。こちらにつきましては、町民

税や固定資産税などの税については、本条例の対象からは除いてい

るものでございます。 

   ②公債権、町の債権のうち、地方自治法第231条の３第１項に規

定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料、その他の普通地

方公共団体の歳入に係るものをいう。 

   ３、強制徴収公債権、公債権のうち法令の規定の基づき、国税ま

たは地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

介護保険料や後期高齢者医療保険料、下水道使用料、下水道受益者

負担金などがこれに該当するものでございます。 

   35ページをご覧ください。 

   ④非強制徴収公債権、公債権のうち、強制徴収公債権以外のもの

をいう。こちらは児童手当返還金、行政財産使用料、農業集落排水

の使用料などがこちらに当たります。 

   ⑤私債権、町の債権のうち、ただいま申し上げました②から④ま

での公債権以外のものをいう。こちらは町営住宅使用料、町営住宅

の電気料、水道使用料、診療所診療費などがこちらに当たります。 

   本条例の対象債権としては、私債権及び町税のように滞納処分す

ることができない非強制徴収公債権を対象としております。 

   第３条、他の法令等との関係、私債権等の管理に関する事務につ

いて他の法令等との適用関係について規定するものでございます。

この条例は、町の私債権等の管理の一般的ルールを定める条例であ

るが、他の法令等に特別な定めがある場合は、それらの規定が優先

して適用されることとしております。 

   第４条、台帳の整備、私債権等を適正に管理するため、台帳を整

備することによって規定するものでございます。 

   第５条、督促から第11条、免除、私債権等を履行期限までに履

行しないものに対して、督促、強制執行、徴収停止等の手続を行う

ものを規定するものでございます。 

   私債権等に係るこれらの手続は既に地方自治法施行令のほうに規

定がされておりまして、第５条から第11条まではその確認規定と

して地方自治法施行令の条文を引き写して定めているものでござい

ます。 

   36ページをご覧ください。 

   第12条、債権の放棄、私債権等について次の①から⑦に該当す

るときはとしておりまして、こちらの差し替え前の資料では、次の

①から⑤までに該当するということで記載しておりまして、こちら

を今回、次の①から⑦に該当するときはということで改めさせてい
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ただいております。当該私債権等を放棄することができることとす

るものでございます。 

   地方自治法第96条第１項第10号の規定により、権利を放棄する

ためには議会の議決が必要となるが、一定の場合に限り、議会の議

決なしに債権放棄することができることとするものでございます。 

   こちら第12条につきましては、債務者が破産したときや私債権

において消滅時効に係る時効期間が満了したときなど、徴収が不能

になった債権の放棄を適切に進めるための規定でございます。特に

私債権は債務者が時効の援用と申しまして、時効の完成によって利

益を受ける者が時効の完成を主張することを申しますが、時効の援

用をしない限り債権が消滅しないため、事実上徴収が不可能な債権

が累積し、債権管理業務が非効率になりがちでありますことから、

時効の援用がなされていない私債権にあっても回収の見込みがない

場合には債権放棄することができることとし、債権管理業務の効率

化を図ることが目的でございます。 

   第13条、債務者に関する情報の利用、債権等の管理に関する事

務を効率的に行うため、必要があると認めるときは、当該事務の遂

行に必要な範囲内において、当該私債権等に係る債務者の情報を所

有する所管課とその情報について相互に利用することができること

を規定するものでございます。 

   第14条は、規則への委任規定でございます。 

   ３、施行日、令和５年４月１日から施行するものとしております。 

   説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（平本佳司君） 日程第５、議案第６号 浪江町職員定数条例の

一部改正についてを議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第６号 浪江町職員定数条例の一部改正に

ついて、説明をいたします。 

   本案は、事務機構の再編に伴う内部組織の改編に対応するため、

町長の事務部局及び教育委員会の事務部局の職員定数について所要

の改正を行うものです。 

   詳細については、総務課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） それでは、議案資料によりご説明いたしま

す。 

   39ページ、議案第６号資料をご覧ください。 



- 95 - 

   まず、２の主な改正内容でございますが、別表の改正によりまし

て、町長の事務部局の定数を186名から５名減員しまして181名、

教育委員会の事務部局の定数を35名から５名増員しまして40名と

するものでございます。 

   次に、３の施行期日ですが、この条例は令和５年４月１日から施

行するとするものです。 

   次に、40ページをご覧ください。 

   こちらは、本改正条例の新旧対照表になります。 

   また、次の41ページは、今改正の基となる職員定数の想定表、

こちら差し替え後のものになりますが、こちらのほうになりますの

で、参考にしていただければと思います。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第６、議案第７号 浪江町行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

の一部改正についてを議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第７号 浪江町行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部改正

について、ご説明いたします。 

   本案は、浪江町営住宅のうち公的賃金住宅の管理に関する事務に

ついて、個人番号の利用範囲を定めるため、所要の改正を行うもの

です。 

   詳細については、総務課長より説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） それでは、議案資料によりご説明いたしま

す。 

   44ページ、議案第７号資料、こちら差し替え後のものになりま

すが、こちらのほうをご覧ください。 

   まず、２の主な改正内容でございますが、第４条第１項の改正は、

法第９条第２項で規定する個人番号を利用することのできる条例で

定める事務としまして、別表第１及び別表第２の事務、こちら浪江

町町営住宅等条例による公的賃貸住宅に関する事務になりますが、

これを定めるものでございます。 

   第４条第２項の改正は、別表第２に掲げる事務を処理するために

は、当該機関が保有する特定個人情報を利用することができるとす

るものです。 

   第４条第３項の追加は、町長または教育委員会は、法別表第２の
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第２欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第４欄

に掲げる特定個人情報を利用することができるとするものでござい

ますが、これは、先ほどの第２項の改正に伴う項づれに対応したも

ので、旧第４条第２項と内容的には同じものでございます。 

   第４条第４項の追加は、他の条例、規則、その他の規程の規定に

より、当該特定個人情報と同一内容の情報を含む書面の提出が義務

づけられているときは、当該書面の提出があったものとみなして特

定個人情報の利用ができるようにするものでございます。 

   第５条の追加は、規則への委任規定でございまして、この条例の

施行に関し必要な事項は規則で定めるとするものでございます。 

   次に、３、施行期日ですが、この条例は、令和５年４月１日から

施行するとするものです。 

   次に、46ページをご覧ください。 

   こちら47ページまでは、本改正条例の新旧対照表になりますの

で、参考にしていただきたいと思います。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第７、議案第８号 浪江町総合審議会条例

の一部改正についてを議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第８号 浪江町総合審議会条例の一部改正

について、ご説明をいたします。 

   本案は、浪江町総合審議会条例に規定する所掌事務及び庶務につ

いて所要の改正を行うものです。 

   詳細については、企画財政課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、議案第８号資料によりご説

明を申し上げます。 

   49ページをご覧ください。 

   １、改正の趣旨でございます。浪江町総合審議会の所掌事務及び

庶務について所要の改正を行うものでございます。 

   ２、主な改正内容。 

   第２条の改正、浪江町総合審議会の所掌事務のうち原子力発電所

建設に伴う対策に関し必要な事項を削除するものでございます。 

   第７条の改正としまして、浪江町総合審議会の庶務について、復

興推進課において処理するとなっているものを企画財政課において

処理するものに改めるものでございます。 

   ３、施行規則。この条例は公布の日から施行することとしており
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ます。 

   50ページは新旧対照表となります。 

   最後に、今回の改正につきましては、２月の臨時会において可決

いただきました浪江町課設置条例の一部改正に伴いまして、所管条

例の精査をしていたところ、本条例改正の必要性を認識したもので

ございます。本来もっと早い段階で条例改正をすべきでございまし

たが、今回の議案上程となりましたことをおわび申し上げます。 

   説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（平本佳司君） 日程第８、議案第９号 浪江町営住宅等条例の

一部改正についてを議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第９号 浪江町営住宅等条例の一部改正に

ついて、ご説明いたします。 

   本案は、公営住宅法施行令の一部改正及び津島住宅団地の供用開

始に伴い、所要の改正を行うものです。 

   詳細については、住宅水道課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（木村順一君） 議案第９号資料１によりご説明いたし

ます。 

   52ページをご覧ください。 

   主な内容ですが、第９条第３項の一部改正で、寡婦及び寡夫を配

偶者のない者に改めます。 

   次に、別表１、町営住宅の表２、完成する福島再生賃貸住宅を津

島住宅団地として名称及び位置並びに戸数について追加します。 

   施行期日は公布の日から施行とします。 

   次に、新旧対照表をご覧ください。 

   53ページは、第９条第３項の改正、54ページは、表の番号113に

名称、津島住宅団地、位置、浪江町大字津島字下津島26番地４、

戸数10戸を追加します。 

   55ページ以降は、資料２としまして津島住宅団地10戸の配置図、

平面図等について載せてございます。後ほどご確認をお願いいたし

ます。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第９、議案第10号 浪江町都市計画審議

会条例の一部改正についてを議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 
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   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第10号 浪江町都市計画審議会条例の一

部改正について、ご説明いたします。 

   本案は、浪江町都市計画審議会条例に規定する庶務について所要

の改正を行うものです。 

   詳細については、建設課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） それでは、議案資料に基づき説明をさせて

いただきます。 

   68ページをご覧ください。 

   １、改正の趣旨でございます。浪江町都市計画審議会条例に規定

する庶務について所定の改正を行うものです。 

   ２、主な改正内容、第６条の改正、浪江町都市計画審議会の庶務

につきましては、まちづくり整備課において処理するとあるものを、

建設課において処理すると改めるものです。 

   ３、施行期日、この条例は、公布の日から施行します。先ほど、

議案第８号でも説明があったと同様に、今回の事務組織改編に伴い、

改正の必要ができたために、今回の改正をするものです。 

   28ページをご覧ください。 

   こちらは新旧対照表になりますので、後ほどご覧いただければと

思います。 

   69ページをご覧ください。 

   こちらは新旧対照表になりますので、後ほどご覧ください。 

   ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第10、議案第11号 浪江町道路占用料徴

収条例の一部改正についてを議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第11号 浪江町道路占用料徴収条例の一

部改正について、ご説明をいたします。 

   本案は、道路法施行令の一部が改正されることに伴い、町道に係

る占用料の額を改定する必要があるため所要の改正を行うものであ

ります。 

   詳細については、建設課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） それでは、議案資料によりご説明をさせて

いただきます。 

   まず、差し替えが直前になりましたことをおわびさせていただき
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ます。 

   議案資料77ページをご覧ください。 

   まず１、改正の趣旨でございます。 

   道路法施行令の一部が改正されることに伴いまして、町道に係る

占用料の額を改定する必要があるため、所定の改正を行うものでご

ざいます。 

   ２、主な内容でございます。 

   （１）電柱の地中化の推進のために、電線共同溝を設置した場合

の占用料の取扱いについて規定を改正するものでございます。こち

らは第２条関係でございます。 

   78ページ、新旧対照表をご覧ください。 

   （２）から（４）までにつきましては、第２条の別表中、新たな

物件の追加等の説明になります。 

   81ページをご覧ください。 

   こちらは、法32条第１項３号及び４号の物件の細分化に伴い、

改正するものでございます。電磁誘導線、磁気マーカー等の自動運

行補助施設が道路の附属物として位置づけられまして、民間事業者

が設置する場合は専用物件となることに伴いまして、自動運行補助

施設の設置に係る占用料の額を定めるとともに字句の整理を行うも

のでございます。 

   続いて、84ページをご覧ください。 

   政令第７条第８号に掲げる施設を分離するとともに、地下に設け

るものを追記するとするものでございます。こちらは食事の施設、

販売施設等の設置の改装別に改装することとなっております。 

   続いて、87ページをご覧ください。 

   政令第７条第14号に掲げる施設を追記するとしております。こ

ちらは防災拠点等の駐車場内の備蓄倉庫等の追加でございます。 

   続いて、78ページにお戻りください。 

   第４条関係で、道路法第35条は国の事業に係る協議という取扱

いのために、国の占用料は無料でございます。そのための字句の改

正をするものです。こちらは占用料の徴収方法について改正するも

ので、電線の共同溝等を追記しております。 

   （６）国の道路法施行令及び福島県道路占用料徴収条例に準拠す

る形での改正となります。 

   ３、施行期日、この条例は令和５年４月１日から施行するものと

するものです。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第11、議案第12号 浪江町国民健康保険
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条例の一部改正についてを議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第12号 浪江町国民健康保険条例の一部

改正について、ご説明をいたします。 

   本案は、健康保険法施行令等の一部改正に伴い所要の改正を行う

ものであります。 

   詳細については、健康保険課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（西 健一君） では、議案第12号資料によりご説明

申し上げます。 

   90ページをお開きください。 

   まず２番、主な改正内容でございますが、浪江町国民健康保険条

例第６条第１項の出産育児一時金の支給額を42万円から50万円へ

引き上げるものでございます。 

   ３の施行期日でございますが、この条例は令和５年４月１日から

施行し、施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第

６条第１項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前

の例によるものとしたものでございます。 

   91ページには新旧対照表をおつけしております。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第12、議案第13号 浪江町家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第13号 浪江町家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、説明いた

します。 

   本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改

正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

   詳細については、教育次長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 教育次長。 

○教育次長（蒲原文崇君） それでは、議案第13号資料によりご説明

いたします。 

   議案集94ページをお開きください。 

   主な改正の内容でございますが、（１）第７条において安全計画

の策定等について定めました。(２)に第13条関係にて、民法にお
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ける親権者の懲戒権に係る規定が解除されたことに伴い、懲戒に係

る権限の濫用禁止に関する規定を削除しました。 

   （３）でございます。第14条関係にて、職員に対して感染症及

び食中毒の予防、蔓延防止のための研修や訓練を定期的に実施する

よう努めることを定めました。 

   （４）その他所要の改正でございます。 

   ３、施行期日は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第

13条の規定は公布の日から施行する、というものでございます。 

   95ページ以降は、条例の新旧対照表でございます。 

   ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（平本佳司君） 日程第13、議案第14号 浪江町特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部改正についてを議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第14号 浪江町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて、ご説明をいたします。 

   本案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

   詳細については、教育次長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 教育次長。 

○教育次長（蒲原文崇君） それでは、議案第14号資料によりご説明

いたします。 

   議案集の99ページをお開きください。 

   主な内容でございますが、民法における親権者の懲戒権に係る規

定が削除されたことに伴い、懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規

定を削除するものでございます。 

   ３、施行期日につきましは、公布の日から施行するというもので

ございます。 

   100ページ以降は、条例の新旧対照表でございます。 

   ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（平本佳司君） 日程第14、議案第15号 工事請負契約の締結

について（畜産施設敷地造成工事）を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第15号 工事請負契約の締結について、

ご説明をいたします。 
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   本案は、畜産施設敷地造成工事について、地方自治法第234条第

１項の規定により指名競争入札により落札者となった横山建設株式

会社、代表取締役社長、佐藤祥一と契約を締結するに当たり、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第

２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

   詳細については、農林水産課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） 議案資料により説明いたします。 

   ページ102をご覧ください。 

   １、契約の目的、畜産施設敷地造成工事。 

   ２、施工箇所、浪江町大字棚塩地内。 

   ３、契約の方法、指名競争入札。 

   ４、契約金額、17億8,200万円、うち取引に係る消費税及び地方

消費税の額１億6,200万円。 

   ５、契約の相手方、福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字 前12番

地２、横山建設株式会社、代表取締役社長、佐藤祥一。 

   ６、工期、議会の議決を得た日から令和７年１月31日です。 

   本工事は、町内の畜産業の再生と耕畜連携の実現を目的として整

備する大規模酪農牧場の敷地造成工事となります。 

   103ページをご覧ください。 

   議案第15号資料１は、造成計画の概要と造成計画図となります。

事業区域でありますが、凡例にある赤い線で囲まれた25.91ヘクタ

ールとなります。造成面積については17.5ヘクタールとなります。

この面積は残地森林6.27ヘクタールと造成森林1.64ヘクタール及

び緩衝帯0.67ヘクタールを除いた区域となります。側溝整備工が

3,495 メ ー ト ル で す 。そ の 他 の主 な 工 事と い た しま し て は、   

下層路盤までの構内通路が7.95ヘクタール、調整池が1.19ヘクタ

ールとなります。参考として、建物本体工事で計画されている建物

の配置をピンク色で示しております。建物の名称については資料右

側の表のとおりとなります。 

   104ページをご覧ください。 

   資料第15号2、入札の執行状況が記載されております。 

   説明は以上になります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第15、議案第16号 工事請負契約の変更

について（地デジ再送信システム復旧工事）を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第16号 工事請負契約変更について、ご



- 103 - 

説明をいたします。 

   本案は、地デジ再送信システム復旧工事について、契約変更を行

うものであります。現在の契約金額は１億1,550万円ですが、775

万3,900円を減額し、１億774万6,100円に変更するものでありま

す。 

   詳細については、企画財政課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、議案資料によりご説明をさ

せていただきます。 

   105ページをご覧ください。 

   １、契約の目的、地デジ再送信システム復旧工事。 

   ２、施工箇所、浪江町大字室原地内ほか。 

   ３、契約の方法、随意契約。 

   ４、契約金額、変更前１億1,550万円、うち取引に係る消費税及

び地方消費税の額1,050万円、変更後１億774万6,100円、うち取

引に係る消費税及び地方消費税の額979万5,100円。 

   ５、契約の相手方、福島県南相馬市原町区牛来字石橋92番地５、

株式会社ユアテック相双営業所、所長、福田孝之。 

   ６、工期、令和４年12月13日から令和５年３月31日まで。 

   続きまして、106ページ議案第16号資料をご覧ください。 

   変更内容でございますが、無停電電源装置につきましては、各局

舎に設置する無停電電源装置について、当初サブラックを設けた上

で設置の予定でございましたが、保守スペースが狭く、既存のラッ

クに収容可能であることが判明したため、減するものでございます。 

   次に、加入者宅用設備につきましては、加入者数が確定したため、

光受信機等の台数減を行うとともに、関係する配線工事及び工事の

ための交通誘導員等を変更減するものでございます。 

   次に、室原共聴伝送路設備につきましては、現場照査を行ったと

ころ、ルート変更が生じたため、設備の変更減とするものでござい

ます。また、道路横断個所の地上高不足が判明し、長い柱に変更す

る等の対策を行うものでございます。さらに、専用柱には柱用番号

札を設置し、電力柱等に共架敷設する架空配線ケーブルには、各敷

設柱にケーブル標示札を設置するため、変更増をするものでござい

ます。 

   説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（平本佳司君） 日程第16、議案第17号 工事請負契約の変更

について（浪江町南産業団地造成工事その２）を議題といたします。 
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   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第17号 工事請負契約の変更について、

ご説明をいたします。 

   本案は、浪江町南産業団地造成工事その２について、契約変更を

行うものであります。現在の契約金額は14億9,600万円ですが、

３億7,491万1,900円を減額し、11億2,108万8,100円に変更する

ものであります。 

   詳細については、産業振興課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 中君） それでは、議案資料107ページをご覧

ください。 

   １、契約の目的、浪江町南産業団地造成工事その２。 

   ２、施工箇所、浪江町大字請戸地内。 

   ３、契約の方法、制限付一般競争入札。 

   ４、契約の金額、変更前14億9,600万円、うち取引に係る消費税

及び地方消費税の額１億3,600万円、変更後11億2,108万8,100円、

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額１億191万7,100円。 

   ５、契約の相手方、安藤ハザマ・泉田組特定建設共同企業体、宮

城県仙台市青葉区一番町１丁目３番の１、株式会社安藤ハザマ東北

支店、常務執行役員支店長、月津 肇。 

   ６、工期、令和３年９月15日から令和５年３月31日までとなり

ます。 

   続きまして、次のページ108ページ議案資料１をご覧ください。 

   紙面上の着色部分が今回の変更範囲となっておりますが、変更箇

所でございます。右下の表、敷地造成工につきましては、造成工事

に係る掘削部の減、構造物につきましては、中央を通っています町

道高瀬請戸線内に設置する排水管の減、準備溝につきましては造成

に係る木くず等の処分料の減など、主に施工実績によるものでござ

います。 

   次に、109ページの議案資料２をご覧ください。 

   変更の理由の詳細でございます。 

   主な変更内容をご覧ください。 

   まず、敷地造成溝でございますが、造成工事として行った掘削溝、

盛土溝及び残土処理溝におきまして、現地精査の結果、土砂表土の

量が増えます。一方、軟岩の量が減少したため、工事内容を変更す

るものであります。 

   次に、構造物溝でございますが、本工事範囲から雨水排水管を町
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道高瀬請戸線に埋設する計画をその２でしておりましたが、町道を

早期に開通させる観点から既に発注し、施工中であった南産業団地

造成工事その１、その１工事とその２工事は重複する工期がござい

ました。その１で行うことの合理性があり工事調整を行ったため、

この分の減額となったものです。 

   最後に、準備費につきまして、造成範囲の樹木伐採に係る木くず

等の処分について工事の結果、実績数量が減となったものです。 

   以上、合わせて３億7,500万円の減でございます。 

   説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（平本佳司君） 日程第17、議案第18号 工事請負契約の変更

について（浪江町公共下水道管渠布設工事（高瀬処理区））を議題

といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第18号 工事請負契約の変更について、

ご説明をいたします。 

   本案は、浪江町公共下水道管渠布設工事（高瀬処理区）について、

契約変更を行うものであります。現在の契約金額は8,030万円です

が、400万1,800円を減額し、7,629万8,200円に変更するものであ

ります。 

   詳細については、住宅水道課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（木村順一君） 110ページをご覧ください。議案書に

よりご説明いたします。 

   １、契約の目的、浪江町公共下水道管渠布設工事（高瀬処理区）。 

   ２、施工箇所、浪江町大字高瀬字八反原ほか。 

   ３、契約の方法、指名競争入札。 

   ４、契約金額、変更前8,030万円、うち取引に係る消費税及び地

方消費税の額730万円、変更後7,629万8,200円、うち取引に係る

消費税及び地方消費税の額693万6,200円。 

   ５、契約の相手方、福島県双葉郡浪江町大字川添字中上ノ原120

番地１、東北土木株式会社、代表取締役、鈴木仁根。 

   ６、工期、令和４年８月１日から令和５年３月31日。 

   次に議案資料１、111ページをご覧ください。 

   理由書になります。変更理由ですが、（１）下水道管渠布設箇所

の掘削時に地下水の影響を考慮して、水替工を計上しておりました

が、地下水の影響がなく、施工することができたため、変更減する
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ものです。 

   （２）工事の実績により産業廃棄物処理数量が変更となったもの

です。 

   （３）道路の通行量が少なかったため、交通規制の際に工事用信

号機を使用し、交通誘導員の数が変更減となったものです。 

   次に、変更内容ですが、ただ今ご説明した理由により、表記のと

おり変更となっております。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第18、議案第19号 工事請負契約の変更

について（橋梁補修工事（城西橋））を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第19号 工事請負契約の変更について、

ご説明をいたします。 

   本案は、橋梁補修工事（城西橋）について、契約変更を行うもの

であります。現在の契約金額は6,710万円ですが、514万6,900円

を増額し、7,224万6,900円に変更するものであります。 

   詳細については、建設課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） 議案書112ページをご覧ください。 

   資料書により説明をさせていただきます。 

   １、契約の目的、橋梁補修工事（城西橋）。 

   ２、施工箇所、浪江町大字権現堂字上川原地内。 

   ３、契約の方法、指名競争入札。 

   ４、契約金額、変更前6,710万円、うち取引に係る消費税及び地

方消費税の額610万円、変更後7,224万6,900円、うち取引に係る

消費税及び地方消費税の額656万7,900円。 

   ５、契約の相手方、福島県双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目

17番地１、株式会社泉田組、代表取締役、泉田征慶。 

   ６、工期、令和４年９月13日から令和５年３月31日。 

   続きまして、113ページをご覧ください。 

   議案資料、変更内容のご説明をいたします。 

   タイル舗装取壊工（歩道）となっております。当初、機械施工で

の取壊しで設計をしておりましたが、タイルの固着が強固により機

械施工が困難なため、人力施工に変更したものでございます。 

   人力施工、当初は計上しておりませんでしたが、全面8048平米

を人力施工とするものでございます。 

   取付舗装工、伸縮装置設置に伴いまして、橋梁と車道にできた舗
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装の段差を解消するため、変更したいとするものです。取付舗装工、

当初は計上しておりませんでしたが、133.4平米追加とするもので

ございます。 

   また、車止め工、こちらは歩道になります。歩道におきまして、

既設のタイル舗装からアスファルト舗装に変更したことで、視覚的

に歩道と車道が識別しにくいことから、車両の侵入を防ぐため、車

止め工を追加したいとするものです。歩道の入り口４か所に２基ず

つ設置するものです。車道につきましては、片側、現在、路肩を含

めて3.5メートル、こちら側、歩道につきましては車道よりも片側

広く、4.25メートルと歩道のほうが広いため、誤って侵入しない

ように、侵入防止対策を取るものでございます。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第19、議案第20号 工事請負契約の変更

について(菅原橋橋梁災害復旧工事（下部工））を議題とします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第20号 工事請負契約の変更について、

ご説明をいたします。 

   本案は、菅原橋橋梁災害復旧工事（下部工）について、契約変更

を行うものであります。現在の契約金額は５億7,200万円ですが、

6,262万9,600円を増額し、６億3,462万9,600円に変更するもので

あります。 

   詳細については、建設課長より説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） それでは、議案書114ページをご覧くださ

い。 

   議案書により説明をいたします。 

   １、契約の目的、菅原橋橋梁災害復旧工事（下部工）。 

   ２、施工箇所、浪江町大字井手字下川原地内。 

   ３、契約の方法、指名競争入札。 

   ４、契約金額、変更前５億7,200万円、うち取引に係る消費税及

び地方消費税の額5,200万円、変更後６億3,462万9,600円、うち

取引に係る消費税及び地方消費税の額5,769万3,600円。 

   ５、契約の相手方、福島県双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目

17番地１、株式会社泉田組、代表取締役、泉田征慶。 

   ６、工期、令和３年６月15日から令和５年５月31日。 

   続きまして、115ページをご覧ください。 

   資料を説明させていただきます。 
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   変更内容です。まず、下部工撤去工、こちらは今回被害を受けま

した橋台、橋脚を撤去したところ、旧旧橋の橋台、橋脚が撤去され

ず、残置されておりました。こちら、新橋の橋台、橋脚の施工に支

障があるために、撤去工を変更追加したいものです。 

   旧旧橋と申しますのは、平成元年８月の水害でも菅原橋、一度流

出しておりまして、そのときの橋台、橋脚が残っていたということ

でございます。旧旧橋台撤去として72.60㎥の撤去をしております。 

   次に、仮設工、橋台、橋脚を撤去するため、河川敷内に仮締切工

を鋼矢板の打込工法により行っていたところ、地下の玉石や硬質地

盤により、不貫入となった346枚中60枚につきまして、削孔工法を

併用することに変更したいとするものです。不貫入部の補助としま

して、こちらの削孔工法60枚分を変更するものです。 

   続きまして、インフレスライドでございます。浪江町工事請負契

約約款第26条第６項の規定によりまして、受注者から請負代金の

変更の請求があったため、残工事の単価の変更をしたいというもの

でございます。こちらにつきましては、12月議会の継続費の補正

の際に説明させていただきましたが、長期工事における物価高騰対

策でございます。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第20、議案第21号 指定管理者の指定に

ついて（大堀相馬焼物産会館）を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第21号 指定管理者の指定について、ご

説明いたします。 

   本案は、大堀相馬焼物産会館の管理運営を指定管理者に行わせる

ため、浪江町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

の規定に基づき指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の

２第６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

   詳細については、産業振興課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 中君） それでは、ページ116の議案書中段を

ご覧ください。 

   １、管理を行わせる公の施設の名称及び位置、名称、大堀相馬焼

物産会館、位置、浪江町大字大堀字大堀37番地。 

   ２、指定管理者となる団体の名称、代表者及び住所、団体の名称、

大堀相馬焼協同組合、代表者、理事長小野田利治、住所、浪江町大

字幾世橋字知命寺40番。 
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   ３、指定期間、令和５年４月１日から令和10年３月31日まで。 

   続きまして、次のページ、議案第21号資料をご覧ください。 

   指定管理者に管理を行わせる目的は、経済産業省指定伝統工芸品

大堀相馬焼の貴重な技術及び技法を保全し、産地、産業の復活、振

興を図るとともに、観光産業の拠点として地域経済の活性化に資す

るための施設となります。施設を運営するに当たっては、設置目的

を効率的かつ効果的に達成するため、この事業者に管理を行わせる

ものでございます。 

   続いて、指定管理者の選定方法についてご説明いたします。 

   大堀相馬焼物産会館の指定管理者につきましては、浪江町公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の規定に基づ

き、当該施設の性格、規模、機能等を考慮し、地域等の活力を積極

的に活用した管理を行うことによって、事業効果が相当程度期待で

きると考え、あらかじめ大堀相馬焼協同組合と施設の管理方法に関

して協議を続けておりました。その結果、総合的に判断し、当該団

体に決定いたしました。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（平本佳司君） 日程第21、議案第22号 浪江町道路線の認定

及び廃止についてを議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第22号 浪江町道路線の認定及び廃止に

ついて、ご説明をいたします。 

   本案は、復興牧場、防災林造成等により浪江町道路線の認定及び

廃止をするため、道路法第８条第２項及び第10条第３項の規定に

より議会の議決を求めるものであります。 

   詳細については、建設課長より説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） それでは、議案集120ページをご覧くださ

い。 

   議案資料によりご説明をさせていただきます。 

   資料１をご覧ください。 

   路線番号4225南鶴子谷地東赤坂線です。路線表示の赤い線は矢

印の方向に起点から終点となっております。棚塩産業団地内にある

町道の一部が福島高度集成材製造センターの敷地に挟まれていると

ころがございます。この部分を施設の敷地として利用するために町

道の一部を廃止し、残りの部分を再認定するものです。 

   続いて、資料121ページ、資料２をご覧ください。 
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   以下、番号と路線名のみ申し上げます。5062原田蛭田３号線及

び5092御壇ノ西一丁目線、こちらは請戸地区の海岸防災林の整備

に伴い、一部廃止となる町道の残りの部分を再認定するものです。 

   続いて、122ページ、資料３をご覧ください。 

   8065松木山線は津島住宅団地造成に伴う道路の新設に伴い、認

定するものです。 

   ここからは、廃止路線をご説明いたします。 

   矢印が赤から青に変更になります。 

   123ページ、資料４をご覧ください。 

   整備中の復興牧場整備事業に伴い、廃止するものです。4044赤

坂線、4045東原鶴子谷地線、4149植松東赤坂２号線、4150植松

１号線、4151植松２号線、4160東原弥平迫線です。 

   続きまして、124ページ、資料５をご覧ください。 

   こちらは、棚塩地区の海岸防災林の整備に伴い、廃止するもので

す。4070古屋敷向川原線、4072前畑線、4206前畑３号線です。 

   続きまして、125ページ資料６をご覧ください。 

   4225南鶴子谷地東赤坂線は先ほど認定路線で説明いたしました

棚塩産業団地内にある町道の一部を福島高度集成材製造センターの

敷地の一部として利用するために廃止するものです。 

   続きまして、126ページ資料７をご覧ください。 

   請戸地区の海岸防災林の整備に伴い、廃止するものです。 

   5028南久保北久保線、5040請戸川原１号線、5062原田蛭田３号

線、5092御壇ノ西一丁目線、5095雷谷地畑線です。 

   説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） ここで、10時25分まで休憩とします。 

（午前１０時０９分） 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） 再開します。 

（午前１０時２５分） 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） ここで、町長より発言の訂正を求められており

ますので、これを許可します。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第16号の工事請負契約変更についてご説

明を申し上げましたが、契約金額について、１億7,740万6,100円

というようなご説明をしましたが、１億774万6,100円にご訂正を

願いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（平本佳司君） 日程22、議案第23号 令和４年度浪江町一般
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会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第23号 令和４年度浪江町一般会計補正

予算（第６号）についてご説明をいたします。 

   本案は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ34億6,797万

8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を320億1,157万5,000円と

するものであります。 

   詳細については、企画財政課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、予算書事項別明細書により

ご説明をさせていただきます。 

   139ページをご覧いただきたいと思います。 

   まず、歳入でございます。 

   款１町税、項２固定資産税、目１固定資産税１億5,000万円の減

につきましては、課税免除による減収補塡分は震災復興特別交付税

のほうで補塡されるということになっておりますので、予算を組み

替えるものでございます。 

   続きまして、款10地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付

税6,649万3,000円の増につきましては、こちらは普通交付税の追

加交付分8,974万3,000円及び主に課税免除による減収補塡分とし

ての増と交付税の課題箇所算定分による減などを相殺して、2,325

万円の減となっているものの合計によるものでございます。 

   続きまして、141ページになります。 

   14国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負担金1,551万

5,000円の減につきましては、主に節２の児童福祉費国庫負担金で

児童手当の実績見込みによる減によるものでございます。 

   続きまして、同じく目４災害復旧費国庫負担金５億3,829万

7,000円の増につきましては、節１公共土木施設災害復旧事業費国

庫負担金で、こちらは菅原橋災害復旧工事の財源として計上をさせ

ていただいているものでございます。 

   続きまして、142ページをご覧ください。 

   款14国庫支出金、項２国庫補助金、目４土木費国庫補助金2,104

万5,000円の減につきましては、主に道路メンテナンス事業補助金

及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の実績見込みによりま

す減によるものでございます。 

   続きまして、項３委託金、目１総務費委託金２億8,998万6,000

円の減につきましては、143ページをご覧いただきたいと思います。



- 112 - 

こちらは主に節２の原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業委託

金4,808万4,000円の減でございまして、こちらは有害鳥獣駆除事

業、防犯カメラ事業、防犯見守り隊事業などの実績見込みによる減、

そして、節３の福島避難解除等区域生活環境整備事業委託金の２億

4,200万円の減でございまして、こちらは高瀬球場グラウンド復旧

工事が次年度に工事が実施されることになったため、こちら減額を

しているものでございます。 

   続きまして、144ページをご覧ください。 

   款15県支出金、項２県補助金、目１総務費県補助金２億1,584万

1,000円の減につきましては、主に節１総務費総務管理費県補助金

で、携帯電話等エリア整備支援事業補助金、こちらの実績見込みに

よる減として、節２の福島再生加速化交付金で、こちらが育苗施設

の整備事業及び畜産施設整備事業の実績見込みに伴います減額によ

るものとなってございます。 

   同じく目４農林水産業費県補助金１億9,136万6,000円の減につ

きましては、主に節１農業費県補助金で、こちら営農再開支援事業

補助金、こちらの実績見込みによる減額及び節４福島森林再生事業

補助金で、こちらは対象となる事業が増えたことによります金額の

増によるものが主な要因となっております。 

   続きまして、145ページをご覧ください。 

   款 15県支出金、項３委託金、目１総務費委託金１億2,347万

8,000円の減につきましては、主に節３選挙費委託金で、福島県知

事選挙、参議院議員通常選挙費、そして福島県議会議員補欠選挙費

の実績による減によるものでございます。 

   146ページをご覧ください。 

   款16財産収入、項２財産売払収入、目２不動産売払収入2,789万

7,000円の増につきましては、こちら幾世橋分譲地が１区画、御殿

南分譲地が２区画、請戸分譲地が１区画、こちらの売払い収入及び

防災林造成事業に伴います県への土地の売払い収入による増でござ

います。 

   続きまして、147ページをご覧ください。 

   18繰入金、項２基金繰入金、目２浪江町復旧・復興基金繰入金

15億2,543万5,000円の減につきましては、こちら主に一団地整備

事業、ため池放射性対策工事などの対象事業費の減及び菅原橋の災

害復旧工事、二本松事務所解体工事など、こちらは別財源への組替

えをしたことによります減額となっております。 

   続きまして、同じく目７浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金

繰入金21億7,807万1,000円の減につきましては、主に一団地整備
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事業、ため池放射性物質対策工事、水道施設整備事業などの対象事

業費の減によるもので繰入れを減じているものでございます。 

   続きまして、款20諸収入、項４雑入、目１雑入６億4,848万

9,000円の増につきましては、148ページをお開きください。 

   こちらにつきましては、主に節２の弁償金のところでございまし

て、原子力損害賠償金としまして平成25年度の業績及び公共財物、

こちらの建物の追加分を原子力損害賠償金としての増によるもので

ございます。 

   続きまして、款21町債、項１町債、目２過疎対策事業債3,900万

円の減につきましては、橋梁補修事業に係ります借入額の減による

ものでございます。 

   同じく目３災害復旧事業債2,420万円の増につきましては、菅原

橋下部工災害復旧工事に充当するために借入れをするものでござい

ます。 

   続きまして、149ページをご覧ください。 

   ここからは歳出のご説明となります。 

   今回の補正予算は、主に年度末を控えて事業費の確定による減額

や不用額の整理などを行っております。項目が多いため、主要なも

ののみご説明をさせていただきます。 

   款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費7,515万4,000円

の増につきましては、150ページをお開きください。主に節18負担

金補助及び交付金で、こちら応援職員の人数が当初の想定しており

ました26人から38人に増えたことによります派遣職員の負担金の

増、こちらが主な要因でございます。 

   151ページをご覧ください。 

   款２総務費、項１総務管理費、目３財政管理費７億2,687万円の

増につきましては、主に節24積立金で、先ほど歳入で申し上げま

した原子力損害賠償金を浪江町行財政長期安定化基金に積立てをし

ているものによります増でございます。 

   同じく目５財産管理費１億2,556万9,000円の増につきましては、

152ページをご覧ください。主に24積立金で、町営住宅に係る家賃

低廉・低減事業分に係る福島再生加速化交付金の積立て及び御殿南

分譲地売払い収入に係る分を積み立てることによります増となって

おります。 

   続きまして、目６企画費３億8,425万1,000円の増につきまして

は、主に22償還金利子及び割引料で、令和３年度の交付金の実績

確定によります、被災者支援総合交付金国庫返還金の増及び育苗施

設敷地造成事業費の実績確定に伴います、福島再生加速化交付金国
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庫返還金の増、そして従来単独費で事業実施を予定しておりました

町内事業再開者への光熱費の補助などにつきまして、コロナ交付金

を財源として補助を見込んでおりましたが、対象外となったことに

よります地方新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金国

庫返還金の増などによります増でございます。 

   続きまして、目７情報管理費6,741万1,000円の減につきまして

は、153ページをご覧ください。主に節14工事費で、事業費確定に

伴います移動通信用鉄塔設備工事費の減額によるものでございます。 

   続きまして、154ページをお開きください。 

   目14定住推進費3,903万6,000円の減につきましては、主に節12

委託料で、こちらは事業費の確定に伴います起業人材育成支援事業

支援業務委託料の減及び155ページにございます、節18負担金補助

及び交付金で、移住者向け住宅支援補助金が実績見込みによる減に

なったこと、こちらが主な要因となっております。 

   続きまして、158ページをご覧ください。 

   款２総務費、項４選挙費、目２参議院議員通常選挙費4,056万

6,000円の減及び159ページ、同じく目３浪江町長選挙費6,611万

7,000円の減及び160ページをご覧ください。同じく目４福島県知

事選挙費3,885万8,000円の減及び161ページにございます目５福

島県議会議員補欠選挙費3,297万7,000円の減、こちらそれぞれの

選挙費の減につきましては、各選挙の執行経費の不用額を減額して

おるものでございます。 

   163ページをご覧ください。 

   款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費3,430万

9,000円の減につきましては、164ページをご覧ください。こちら

主に節27繰出金の減によるもので、こちらは実績見込みによりま

すそれぞれの減によるものでございます。 

   165ページをお開きください。 

   款３民生費、項２児童福祉費、目２児童措置費1,769万5,000円

の減につきましては、主に19扶助費で、実績見込みによります児

童手当の減によるものが主な要因となってございます。 

   167ページをご覧ください。 

   款３民生費、項３災害救助費、目１生活支援事業費3,432万

8,000円の減につきましては、主に節12の委託料で、新型コロナウ

イルス感染症の影響によりまして交流会活動が制限されたことなど

によります復興支援員中間支援組織委託料の減などによるものでご

ざいます。 

   続きまして、款４衛生費、項１保健衛生費、目２予防費3,170万
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円の減につきましては、こちら各種事業などの実績見込みによりま

しての積み上げによります減でございます。 

   169ページをご覧ください。 

   目５保健事業費2,020万円の減につきましては、こちらのほうも

各種事業等の実績見込みの積み上げによる減となっております。 

   171ページをご覧ください。 

   款４衛生費、項３上水道費、目１上水道費３億45万8,000円の減

につきましては、継続費設定事業における令和４年度支出額の変更

に伴いまして、上水道事業補助金、こちらを減額しているものでご

ざいます。 

   続きまして、項４環境保全費、目１ゼロカーボン推進費1,361万

2,000円の減につきましては、こちらにつきましては各種事業の実

績見込みの積み上げによる減でございます。 

   173ページをご覧ください。 

   款６農林水産業費、項１農業費、目４農業振興費２億922万

3,000円の減につきましては、174ページをご覧ください。こちら

につきましては節14工事費で、育苗施設建築工事の事業費確定に

伴います減、そして節18負担金補助及び交付金で、上から３つ目

の新規就農者確保促進事業補助金、こちらが実績見込みによる減と

なっているものが主な要因でございます。 

   175ページをお開きください。 

   款６農林水産業費、項１農業費、目５営農再開支援事業費２億

1,880万1,000円の減につきましては、主に節10需用費で、有害鳥

獣対策としてワイヤーメッシュ等の消耗品費につきまして実績見込

みによる減額したこと及び節18負担金補助及び交付金で、各種の

補助事業など実績見込みによる減額を積み上げたもの、こちらが減

額の主な要因となっております。 

   176ページをご覧ください。 

   目６有害鳥獣対策費3,271万6,000円の減につきましては、主に

節７報償費で捕獲数の減少に伴います捕獲隊報酬の減によるもので

ございます。 

   目７畜産業費9,145万4,000円の減につきましては、主に節12委

託料で、畜産施設建築実施設計業務委託料の事業費確定に伴います

減によるものが主な要因となっております。 

   続きまして、177ページをご覧ください。 

   項２農業土木費、目１農地保全管理費５億8,496万9,000円の減

につきましては、主に節14工事請負費で、水路等補修工事に係り

ます農地保全管理工事及びため池放射性物質対策工事のそれぞれの
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実績見込みによる減によるものが主な要因でございます。 

   178ページをご覧ください。 

   項３林業費、目１林業振興費5,084万6,000円の増につきまして

は、主に節12委託料で、ふくしま森林再生事業の藤橋地区につき

まして前倒しで事業を実施することに伴います委託料の増額をした

ものでございます。 

   続きまして、179ページをご覧ください。 

   款７商工費、項１商工費、目２商工振興費7,891万円の減につき

ましては、主に節14工事請負費で、仮設施設解体工事の実績見込

みによる減などによるものとなっております。 

   180ページをご覧ください。 

   目６企業誘致促進費３億8,265万1,000円の減につきましては、

主に節14工事請負費でございまして、南産業団地造成工事の事業

費確定に伴う減、こちらが主な要因となってございます。 

   182ページをご覧ください。 

   款８土木費、項４都市計画費、目１都市計画総務費4,722万

4,000円の減につきましては、主に節12委託料で、発注者支援業務

委託料、こちらの事業費確定に伴います減額が主な大きな要因とな

ってございます。 

   183ページをご覧ください。 

   目４防災集団移転促進事業費2,300万円の減につきましては、被

災住宅再建補助金の実績見込みによる減によるものでございます。 

   目５まちづくり整備事業費15億7,440万8,000円の減につきまし

ては、こちら主に一団地整備事業に係ります各種事業の事業費の確

定などに伴います減額によるものでございます。 

   184ページをお開きください。 

   項５住宅費、目２住宅整備費5,420万円の減につきましては、津

島町営住宅用地取得費の確定に伴います節16の公有財産購入費の

減額によるものでございます。 

   款９消防費、項１消防費、185ページになりますが、目４防災対

策費１億6,371万9,000円の減につきましては、こちら186ページ

をご覧ください。主に節14工事費で、継続費設定しております室

原防災拠点整備工事の令和４年度事業費の確定に伴います減による

ものでございます。 

   188ページをご覧ください。 

   款10教育費、項２小学校費、目２教育振興費2,369万3,000円の

減につきましては、189ページにございます節12の委託料で、新型

コロナウイルス感染症の影響によりまして海外学習事業が実施でき
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なかったことによる委託料の減が主な要因でございます。 

   続きまして、項３中学校費、目１学校管理費6,967万7,000円の

減につきましては、190ページをご覧ください。こちらは主に節16

公有財産購入費で、なみえ創成小・中学校の学校の敷地の購入につ

きまして、当初14筆分を計上しておりましたが、実績といたしま

して９筆分の購入となったため、それに伴いまして予算を減額して

いるものでございます。こちらが主な要因でございます。 

   続きまして、項４幼稚園費、目１幼稚園管理費2,119万8,000円

の減につきましては、主に節14工事請負費で、苅野幼稚園跡地の

借地復旧工事について調整等に時間を要したことによりまして、工

事の実施を翌年度に見送ったことに伴います減額、こちらが大きな

要因となってございます。 

   続きまして、項５社会教育費1,987万1,000円の減につきまして

は、191ページをご覧ください。主に節12委託料によるもので、ふ

れあいセンター内にある交流施設の管理委託料の実績見込みに伴う

減、こちらが大きな要因となっております。 

   続きまして、目２文化財保護費２億1,256万6,000円の減につき

ましては、主に節12委託料で、棚塩地区における公共事業埋蔵文

化財発掘調査委託料及び節14の工事請負費で、収蔵庫新築工事の、

こちら事業費が確定をしたことによる減額、こちらが大きな要因と

なってございます。 

   193ページをご覧ください。 

   款 10教育費、項６保健体育費、目２体育施設費２億4,802万

3,000円の減につきましては、主に節14工事請負費で、高瀬球場復

旧工事において復興庁と環境省、この協議に時間を要したため、工

事の実施を翌年度に見送ったことに伴います予算の減額で、こちら

が大きな要因となってございます。 

   194ページをご覧ください。 

   款11災害復旧費、項１公共土木施設災害復旧費、目１道路橋梁

施設災害復旧費１億6,568万7,000円の増につきましては、主に節

14工事請負費で、継続費設定しております菅原橋下部工の令和

４年度事業費確定に伴います予算の増額によるものでございます。 

   それでは、133ページにお戻りください。 

   こちら第２表の継続費補正でございます。 

   款４衛生費、項３上水道費、事業名が水道施設整備事業（小野田

取水場建設）、こちらにつきましては、令和４年度分の建設工事費、

管理委託費を令和５年度分とまとめて支払いするということと調整

がついたため、年割額を変更するものでございます。 
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   続きまして、事業名が水道施設設備事業、小野田配水場建設及び

その下、小野田水源改良につきましては、令和４年度分の管理委託

費の一部を令和５年度分とまとめて支払いするということで調整と

なったため、年割額を変更しておるものでございます。 

   続きまして、款６農林水産業費、項２農業土木費、ため池再対策

基礎調査詳細調査実施設計業務委託及びその下、榑木ため池環境保

全整備工事及びその下の款７商工費、項１商工費、事業名が南産業

団地造成工事その２、この３事業につきましては、本年度で事業が

完了したことに伴います事業費確定によります年割額の変更となっ

ております。 

   134ページをご覧ください。 

   款９消防費、項１消防費、事業名が防災拠点工事監理委託及び

１つ飛ばしていただきまして防災拠点建築工事、こちら２事業につ

きましては、契約額及び前払い金が確定したことに伴います年割額

の変更でございます。 

   款９消防費、項１消防費、防災拠点造成工事、こちらにつきまし

ては、本年度事業完了に伴います事業費確定に伴います年割額の変

更でございます。 

   款11災害復旧費、項１公共土木施設災害復旧費、事業名が橋梁

災害復旧工事（菅原橋下部工）、こちらにつきましては、令和４年

度分の支払い額確定に伴います年割額の変更となってございます。 

   その下の事業名が橋梁災害復旧工事菅原橋上部工、こちらにつき

ましては、昨年11月の臨時会において可決いただきました工事請

負契約額に基づきまして、年割額を変更しているものでございます。 

   135ページをご覧ください。 

   第３表、繰越明許費の補正でございます。 

   款２総務費、項１総務管理費、携帯電話等エリア整備支援事業に

つきましては、新型コロナウイルス感染拡大による世界的な半導体

不足の影響によりまして、部材の納入が遅れたことに伴い、年度内

事業完了が困難となったため、翌年度へ繰越しをするものでござい

ます。 

   同じく項３戸籍住民台帳費、戸籍事務内連携事務につきましては、

マイナンバー制度に対応するため、国の計画に基づき、令和５年

６月30日までに事業を完了する必要があるため、今年度から事業

着手し、事業を繰り越して期限内の事業完了を目指すものでござい

ます。 

   次に、款４衛生費、項３上水道費、飲料水等安全確保支援事業に

つきましては、現在施工中でございます井戸工事において半導体不
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足の影響により年度内事業完了が困難となったため、翌年度に繰り

越すものでございます。 

   次に、款６農林水産業費、項１農業費、畜産施設整備事業につき

ましては、物価の上昇や流通の混乱による資材不足への対応のため、

受注者と調整に不測の時間を要したことにより、年度内事業完了が

困難となったため、翌年度に繰越しをするものでございます。 

   同じく項３林業費、ふくしま森林再生事業（西台・酒田・苅宿地

区）及び１つ下の請戸地区につきましては、森林所有者への同意取

得に不測の日数を要したことなどによりまして、年度内事業完了が

困難となったため、翌年度に事業を繰り越すものでございます。 

   同じくその下、藤橋地区につきましては、令和４年度事業分の余

剰金を活用し、次年度実施予定事業を前倒しで実施することで、森

林の適正な保全が早期に図られることから、繰越明許費の設定をし

て事業を実施、着手するものでございます。 

   同じく項４水産事業費、さけふ化施設揚水量調査事業につきまし

ては、本事業と密接に関係いたします小野田取水場工事の事業進捗

によりまして、事業を翌年度に繰越しとするものでございます。 

   同じくその下、請戸上架施設災害復旧事業につきましては、水産

庁より漁協との協議及び調整に不測の日数を要したため、年度内事

業完了が困難となったため、翌年度に事業を繰り越すものでござい

ます。 

   次に、款７商工費、項１商工費、映像制作事業につきましては、

大堀相馬焼の紹介や震災からの窯元の復興状況のプロモーション映

像制作を委託するものでございまして、隈研吾建築都市設計事務所

による大堀相馬焼デザインの完成に、こちら不測の日数を要したこ

とによりまして、年度内事業完了が困難となったため、翌年度に繰

り越すものでございます。 

   136ページをご覧ください。 

   款８土木費、項４都市計画費、一団地整備事業につきましては、

基盤整備実施設計及び物件の調査において、事業の性質上、地権者

との用地交渉やＪＲ、ＮＴＴなど関係機関との調整に多くの時間を

要したことから、年度内事業完了が困難となったため、翌年度に事

業を繰り越すものでございます。 

   次に、款10教育費、項６保健体育費、復興海浜緑地（多目的広

場）整備事業につきましては、用地交渉及び開発許可申請の手続に

不測の日数を要したことにより、年度内事業完了が困難となったた

め、翌年度へ繰り越すものでございます。 

   続きまして、第４表、地方債補正でございます。 
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   こちらにつきましては、過疎対策事業債の借入れに係る県の同意

額に合わせて橋梁補修事業につきまして借入れの限度額を変更して

いるものでございます。変更前6,630万円が限度額だったものを

2,730万円の限度額としております。 

   その他、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前

と同じでございます。 

   説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（平本佳司君） 日程第23、議案第24号 令和４年度浪江町国

民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第24号 令和４年度浪江町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第４号）についてご説明いたします。 

   本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,755万6,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を36億3,072万6,000円とするも

のであります。 

   詳細については、健康保険課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（西 健一君） それでは、予算書事項別明細書により

ご説明申し上げます。 

   201ページをお開きください。 

   まず、歳入でございます。 

   款３国庫支出金、項１国庫補助金、目１災害臨時特例補助金

1,869万1,000円の減につきましては、補助金の交付額決定による

ものでございます。 

   款４県支出金、項１県補助金、目１保険給付費等交付金7,060万

4,000円の増につきましては、各種県補助金の交付額決定によるも

のでございます。 

   次に、款６繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金

3,435万7,000円の減につきましては、保険基盤安定負担金等の額

の決定によるものでございます。 

   次に、203ページから歳出でございます。 

   款２保険給付費、項４出産育児諸費、目１出産育児費一時金400

万円の減につきましては、給付対象者の実績見込みによる減でござ

います。 

   次に、205ページでございます。 

   款４保険事業費、項２特定健康診査等事業費、目１特定健康診査
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費563万3,000円の減につきましては、主に節11通信運搬費110万

円の減及び節12特定健診委託料400万円の減でございまして、いず

れも特定健康診査対象の被保険者が当初の見込みよりも減少したこ

とによるものでございます。 

   目２特定保健指導費61万円の減につきましては、不用額の減で

ございます。 

   款７諸支出金、項２繰出金、目１直営診療施設勘定繰出金104万

2,000円の増につきましては、歳入で補正いたしました県補助金に

ついて、これを直営診療施設特別会計へ繰り出すものでございます。 

   最後に、款８予備費2,675万7,000円の増につきましては、財源

調整によるものでございます。 

   説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（平本佳司君） 日程第24、議案第25号 令和４年度浪江町国

民健康保険直営診療施設事業特別会計補正予算（第３号）を議題と

いたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第25号 令和４年度浪江町国民健康保険

直営診療施設事業特別会計補正予算（第３号）についてご説明いた

します。 

   本案は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,416万

5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を３億5,812万8,000円と

するものであります。 

   詳細につきましては、浪江診療所事務長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 浪江診療所事務長。 

○浪江診療所事務長（西 健一君） それでは、予算書事項別明細書に

よりご説明申し上げます。 

   212ページをお開きください。 

   まず、歳入でございます。 

   款１診療収入、項１外来収入、目１仮設津島診療所収入397万円

の減並びに目２浪江診療所診療収入225万円の増につきましては、

各診療所の診療実績見込みによる補正でございます。 

   次に、項２諸検査等収入、目１仮設津島診療所諸検査等収入40

万円の減並びに目２浪江診療所諸検査等収入72万円の増につきま

しては、各診療所の諸検査の実績見込みによる補正でございます。 

   次に、款２使用料及び手数料、項１手数料、目１仮設津島診療所

手数料17万円の減につきましては、診断書作成手数料等の実績見
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込みによる減でございます。 

   次に、款３県支出金、項１県補助金、目１仮設津島診療所県補助

金721万1,000円の減並びに目２浪江診療所県補助金642万6,000円

の減につきましては、福島県地域医療復興事業補助金の交付見込み

による減でございます。 

   款４繰入金、項１他会計繰入金、目１仮設津島診療所事業勘定繰

入金42万7,000円の増並びに目２浪江診療所事業勘定繰入金61万

5,000円の増につきましては、へき地医療調整交付金の交付見込み

による増でございます。 

   次に、215ページからは歳出でございます。 

   款１総務費、項１施設管理費、目１仮設津島診療所管理費522万

4,000円の減並びに目２浪江診療所管理費284万1,000円の減につ

きましては、各診療所管理費の実績見込みによる補正でございます。 

   次に、216ページでございますが、款２医業費、項１医業費、目

１仮設津島診療所医業費610万円の減につきましては、医薬材料費

や医療機器借上料の実績見込みによる減でございます。 

   説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（平本佳司君） 日程第25、議案第26号 令和４年度浪江町公

共下水道事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第26号 令和４年度浪江町公共下水道事

業特別会計補正予算（第２号）についてご説明いたします。 

   本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,746万3,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を５億3,927万3,000円とするも

のであります。 

   詳細については、住宅水道課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（木村順一君） 事項別明細書により説明いたします。 

   223ページをご覧ください。 

   歳入になります。 

   款１分担金及び負担金、項１負担金、目１公共下水道受益者負担

金47万1,000円の増は、実績によるものです。 

   款３国庫支出金、項１国庫負担金、目１社会資本整備総合交付金

1,306万3,000円の減及び款４繰入金、項１繰入金、目１一般会計

繰入金1,229万円の増、同じく目２基金繰入金708万4,000円の減

は、公共下水道事業における額の確定及び精算見込みによるもので
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す。 

   続きまして、224ページをご覧ください。 

   款６諸収入、項１雑入、目１雑入6,509万8,000円の増は、東京

電力からの賠償金額の確定によるものです。 

   款７公共下水道事業債、項１公共下水道事業債、目１公共下水道

事業債3,024万9,000円の減は、公共下水道事業の額の確定及び精

算見込みによるものです。 

   続きまして、225ページをご覧ください。 

   歳出になります。 

   款１公共下水道事業費、項１公共下水道事業費、目１下水道総務

管理費6,522万 6,000円の増で、主なものは節24積立金6,509万

9,000円の増で、東京電力からの賠償金を基金へ積み立てるもので

す。 

   同じく目２下水道建設費2,590万円の減で、節12委託料300万円

の減並びに節14工事請負費2,290万円の減で、各事業の精算見込み

によるものです。 

   同じく目３下水道維持管理費1,239万円の減で、主なものは節10

需用費の修繕料300万円の減、節12委託料505万2,000円の減、工

事請負費400万円の減で、各事業精算見込みによるものです。 

   続きまして、お戻りいただいて220ページをご覧ください。 

   第２表、繰越明許費です。 

   款１公共下水道事業費、項１公共下水道事業費、事業名は下水道

建設事業3,899万円の繰越しを行うものです。繰越し理由につきま

しては、浪江浄化センター薬品供給機更新工事において、納入予定

の機器がこの世界情勢により遅れることとなったためです。もう一

つは、雨水対策施設設計業務委託において、令和元年台風の降雨実

績による浸水箇所の解消をするため、工事期間の延長をすることに

したためです。 

   次に、その下、第３表、地方債補正です。 

   各事業の精算見込み及び繰越しに伴い、今年度分の限度額の変更

をいたします。 

   説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第26、議案第27号 令和４年度浪江町農

業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第27号 令和４年度浪江町農業集落排水

事業特別会計補正予算（第２号）について説明いたします。 
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   本案は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11万円を減

額し、歳入歳出予算の総額を5,255万9,000円とするものでありま

す。 

   詳細については、住宅水道課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（木村順一君） 事項別明細書により説明いたします。 

   231ページをご覧ください。 

   歳入からです。 

   款３繰入金、項１繰入金、目２基金繰入金11万円の減は、事業

精算見込みによるものです。 

   次に、232ページをご覧ください。 

   歳出になります。 

   款１農業集落排水事業費、項１農業集落排水事業費、目１農業集

落排水総務管理費39万円の増は、時間外手当及び特殊勤務手当の

増によるものです。 

   同じく目２農業集落排水建設費50万円の減は、事業精算見込み

によるものです。 

   説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第27、議案第28号 令和４年度浪江町介

護保険事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第28号 令和４年度浪江町介護保険事業

特別会計補正予算（第３号）について説明いたします。 

   本案は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,077万円を

減額し、歳入歳出予算の総額を28億3,437万9,000円とするもので

あります。 

   詳細については、介護福祉課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松本幸夫君） 歳入歳出補正予算事項別明細書により

ご説明いたします。 

   239ページをお開きください。 

   歳入の主なものについてご説明いたします。 

   款１保険料、項１介護保険料、目１第１号被保険者保険料216万

6,000円の増は、収入見込みによるものです。 

   款３国庫支出金、項２国庫補助金、目１調整交付金1,167万

8,000円の減は、補助金の交付見込みによるものです。 

   款４支払基金交付金、項１支払基金交付金、目１介護給付費交付
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金 5,694万 8,000円の減、目２地域支援事業費支援交付金621万

3,000円の減は、社会保険診療報酬支払基金からの変更決定による

ものです。 

   240ページをお開きください。 

   款５県支出金、項１県負担金、目１介護給付費負担金668万

5,000円の減は、介護給付費負担金の交付見込みによるものです。 

   款７繰入金、項１一般会計繰入金、目３低所得者保険料軽減繰入

金106万7,000円の減、低所得者保険料軽減です。目４その他一般

会計繰入金16万2,000円の減は、職員給与費等繰入金の一般会計か

らの繰入金によるものです。 

   次に、歳出の主なものについてご説明いたします。 

   241ページをお開きください。 

   款２保険給付費、項１介護サービス等諸費、目１居宅介護サービ

ス給付費5,354万5,000円の減、目２地域密着型介護サービス給付

費1,389万6,000円の減は、各種サービス費の給付見込みによるも

のです。 

   242ページをお開きください。 

   款２保険給付費、項１介護サービス等諸費、目６居宅介護サービ

ス計画給付費576万6,000円の減は、給付見込みによるものです。 

   款２保険給付費、項２介護予防サービス等諸費、目１介護予防サ

ービス給付費308万3,000円の減、目２地域密着型介護予防サービ

ス給付費119万4,000円の減、給付見込みによるものです。 

   244ページをお開きください。 

   款２保険給付費、項５特定入所者介護サービス費、目１特定入所

者介護サービス費224万4,000円の減、給付見込みによるものでご

ざいます。 

   説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（平本佳司君） 日程第28、議案第29号 令和４年度浪江町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第29号 令和４年度浪江町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）について説明をいたします。 

   本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ286万9,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を１億633万1,000円とするもので

あります。 

   詳細については、健康保険課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 健康保険課長。 
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○健康保険課長（西 健一君） それでは、予算書事項別明細書により

ご説明申し上げます。 

   253ページをお開きください。 

   まず、歳入でございます。 

   款３繰入金、項１一般会計繰入金、目２保険基盤安定化繰入金

27万4,000円の増につきましては、今年度の保険基盤安定負担金の

額の決定によるものでございます。 

   次に、款５諸収入、項２雑入、目１雑入234万円の増につきまし

ては、福島県後期高齢者医療広域連合からの補助金の交付決定によ

る増でございます。 

   同じく款５諸収入、項３償還金及び還付加算金、目１保険料還付

金25万3,000円の増につきましては、過年度分の保険料の還付金に

ついて福島県後期高齢者広域連合から返還されるものでございます。 

   次に、254ページでございます。 

   こちらから歳出でございます。 

   款２後期高齢者医療広域連合納付金88万4,000円の増につきまし

ては、主に転入者が増えたことによる保険料納付金が71万円の増

などによる増でございます。 

   最後に、款４予備費198万5,000円の増につきましては、財源調

整によるものでございます。 

   説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（平本佳司君） 日程第29、議案第30号 令和４年度浪江町水

道事業会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第30号 令和４年度浪江町水道事業会計

補正予算（第４号）について説明いたします。 

   本案は、水道事業収益的収入及び支出をそれぞれ820万円の増額、

水道事業資本的収入４億45万 8,000円の減額、資本的支出４億

3,191万円の減額をするものであります。 

   詳細につきましては、住宅水道課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（木村順一君） 補正予算説明書によりご説明いたしま

す。 

   265ページをご覧ください。 

   収益的収入になります。 

   款１水道事業収益、項２営業外収益、目２雑収益820万円の増は、
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福島県による都市公園工事に伴い、撤去する水道管の補償費であり

ます。 

   次に、267ページをご覧ください。 

   収益的支出になります。 

   款１営業費用、項６資産減耗費820万円の増は、先ほど説明いた

しました資産の除却費であります。 

   次に、268ページをご覧ください。 

   資本的収入になります。 

   款１水道事業資本的収入、項１企業債、目１企業債１億円の減、

同じく項４補助金３億45万8,000円の減は、各事業の継続費変更に

伴う補正減であります。 

   次に、資本的支出になります。 

   款１水道事業資本的支出、項１建設改良費、目３配水設備改良費

４億3,191万円の減は、小野田取水場建設事業、小野田配水場建設

事業、水源改良事業の継続費変更に伴う補正減であります。 

   次に、お戻りいただいて262ページ、263ページをご覧ください。 

   継続費に関する詳細です。 

   事業名、小野田取水場建設工事、小野田配水場建設工事、水源改

良工事、それぞれの事業につきまして、年割額を表記のとおり変更

するものです。各事業の年割の合計額については変更ございません。 

   説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第30、議案第31号 令和５年度浪江町一

般会計予算を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第31号 令和５年度浪江町一般会計予算

についてご説明をいたします。 

   本案は、令和５年度浪江町一般会計歳入歳出予算の総額を334億

3,700万円と定めるものであります。 

   前年度当初予算に対して６億500万円、1.8％の増となっており

ます。 

   歳入予算につきましては、国庫支出金において福島再生加速化交

付金29億9,204万8,000円、原子力災害避難区域等帰還再生加速事

業委託金10億4,969万3,000円、被災者支援総合交付金２億1,396

万2,000円などを計上し、全体で44％減の52億9,287万8,000円と

なっております。 

   また、県支出金は福島再生加速化交付金31億3,194万7,000円、

営農再開支援事業補助金９億8,345万円、ふくしま森林再生事業補
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助金１億855万2,000円などを計上し、全体で70.1％増の50億73万

4,000円となっております。 

   繰入金では、浪江町帰還・移住等環境整備交付金基金繰入金77

億367万7,000円、浪江町復旧・復興基金繰入金45億7,553万円な

どを計上し、全体で15.1％増の134億436万7,000円となっており

ます。 

   歳出予算につきましては、浪江町復興計画（第三次）に掲げる

「夢と希望があふれ 住んでいたいまち 住んでみたいまち」の実

現に向け、浪江駅周辺の整備事業費や農林水産業施設の整備、ゼロ

カーボンシティの実現に向けた取組などの事業費を計上いたしまし

た。 

   性質別に説明をいたしますと、義務的経費につきましては、扶助

費において障害者自立支援給付費等給付事業の増、償還が済んだこ

とによる公債費の減などがあり、前年度から大きな増減はなく、全

体で29億796万9,000円となっております。 

   投資的経費では、復興牧場整備事業47億1,935万9,000円、浪江

駅周辺整備事業43億 9,794万 3,000 円、防災拠点整備事業８億

5,976万円などの補助事業で、142億1,078万6,000円を計上してお

ります。 

   また、単独事業としましては、木材製造拠点整備事業やスマート

コミュニティ事業など13億2,129万5,000円の計上、災害復旧事業

費においては道路橋梁施設災害復旧費１億3,854万6,000円を計上

し、投資的経費全体では13.8％の増の156億8,694万5,000円とな

っております。 

   その他の経費につきましては、産業団地の整備に係る上水道整備

等のため、水道事業会計の補助金11億2,676万5,000円、営農再開

支援事業９億2,138万1,000円、復興関連事業の実施に伴う埋蔵文

化財発掘調査事業６億548万4,000円、プレミアム付商品券の発行

や集客効果を高めるイベントを実施する事業や帰還促進事業２億

3,858万1,000円のほか、国庫支出金を原資とする復興関連事業費

の基金積立ての減などにより、全体で8.1％減の148億 4,208万

6,000円となっております。 

   詳細につきましては、企画財政課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、令和５年度一般会計歳入歳

出予算資料によりご説明を申し上げます。 

   資料の１ページをご覧ください。 

   令和５年度一般会計歳入歳出予算額は334億3,700万円、増減額
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６億500万円で、伸び率1.8％の増でございます。 

   ２つ目の表をご覧ください。 

   歳入の構成について主なものを申し上げますと、町税は12億

6,047万4,000円、増減額２億1,206万4,000円、伸び率14.4％の

減で、課税免除による減収額は震災復興特別交付税で補塡されてお

り、これまで３月補正で予算を調整しておりましたが、今年度は昨

年度実績見込みに基づきまして、当初予算から震災復興特別交付税

に計上したため、町税の予算額が減少しているものでございます。

なお、町税全体の歳入見込みにつきましては、令和４年度の決算見

込額とほぼ同額を見込んで予算を計上してございます。 

   次に、表の中ほど、地方交付税は68億57万6,000円、増減額11

億 2,955万円、伸び率19.9％の増で、普通交付税20億 9,368万

2,000円、特別交付税１億7,185万2,000円、震災復興特別交付税

は福島再生加速化交付金事業の補助裏分の増等により、45億3,504

万2,000円となっております。 

   次に、国庫支出金は52億9,287万8,000円、増減額41億6,679万

1,000円、伸び率44％の減で、主に福島再生加速化交付金や原子力

災害避難区域等帰還・再生加速事業委託金等を計上しております。

主な減額理由としては、福島再生加速化交付金が約36億円の減額

となっております。令和５年度の対象事業としまして、埋蔵文化財

発掘調査事業、福島防災備蓄倉庫等整備事業、復興海浜緑地事業の

ほか、町内の防犯対策や道路維持管理費等となっております。 

   次に、県支出金は50億73万4,000円、増減額20億6,027万6,000

円、伸び率70.1％の増で、主に福島再生加速化交付金や農業費県

補助金等を計上しております。主な増減理由としては、福島再生加

速化交付金が約22億円増額となっております。令和５年度の対象

事業としましては、復興牧場整備事業、営農再開支援事業等となっ

ております。 

   次に、繰入金は134億436万7,000円、増減額17億5,775万2,000

円、伸び率15.1％の増で、主に浪江町復旧・復興基金、浪江町帰

還・移住等環境整備交付金基金等からの繰入金で、復興牧場整備事

業、浪江駅周辺整備事業、室原防災拠点施設整備事業等の財源とし

て繰入れをするものでございます。 

   町債につきましては２億1,057万5,000円、増減額１億9,994万

9,000円、伸び率48.7％の減で、臨時財政対策債、過疎対策事業債、

災害復旧事業債を計上しております。 

   続きまして、２ページをご覧ください。 

   自主財源・依存財源別の財源構成ですが、町税や繰入金等の自主
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財源の合計は156億6,616万2,000円、増減額17億8,960万2,000円

の増で、構成比46.9％となっております。地方交付税や国・県支

出金等の依存財源につきましては177億7,083万8,000円、増減額

11億8,460万2,000円の減で、構成比53.1％となっております。 

   次に、一般財源・特定財源の財源構成では、一般財源の合計は

98億2,591万2,000円、増減額13億7,985万9,000円の増、構成比

29.4％となっております。特定財源は236億1,108万8,000円、増

減額７億7,485万9,000円の減、構成比71.6％となっております。 

   ３ページは財源構成を円グラフで表したものでございます。 

   ４ページをご覧ください。 

   目的別歳出の構成について主なものを申し上げますと、総務費は

72 億 6,879 万 5,000 円 、 増 減 額 30 億 7,243 万 3,000 円 、 伸 び 率

29.7％の減で、主に本庁舎改修工事の終了、積立金の減などによ

る減額となっております。 

   民生費は24億4,815万3,000円、増減額5,494万円、伸び率2.3％

の増で、前年度とほぼ同額の予算となっております。 

   衛生費は23億6,655万1,000円、増減額10億6,868万1,000円、

伸び率82.3％の増で、主に小野田配水場建設工事、水素サプライ

チェーン構築実証事業等による増となっております。 

   農林水産業費は 73億 2,590 万 6,000 円、増減額 20億 7,806 万

7,000円、伸び率39.6％の増で、主に復興牧場整備事業等による増

となってございます。 

   商工費は30億1,840万5,000円、増減額７億5,136万9,000円、

伸び率33.1％の増で、主に木材製品生産拠点整備事業等による増

となっております。 

   土木費は62億79万3,000円、増減額5,525万9,000円、伸び率

0.9％の減で、前年度とほぼ同額の予算となっております。 

   消防費は19億5,711万6,000円、増減額３億4,862万5,000円、

伸び率15.1％の減で、主に防災拠点施設整備事業の進展等による

減となっております。 

   教育費は22億3,506万6,000円、増減額２億6,809万円、伸び率

13.6％の増で、主に埋蔵文化財発掘調査事業、復興海浜緑地事業

等による増となっております。 

   次に、性質別の構成でございますが、人件費や扶助費等の義務的

経費につきまして29億796万9,000円、増減額199万4,000円の増で、

前年度とほぼ同額となっております。 

   普通建設事業等の投資的経費は156億8,694万5,000円、増減額

19億749万5,000円、伸び率13.8％の増で、主に浪江駅周辺整備事
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業、復興牧場整備事業等の進展等による増となっております。 

   その他の経費は148億4,208万6,000円、増減額13億448万9,000

円、伸び率8.1％の減で、主に浪江町帰還・移住等環境整備交付金

基金積立金の減によるものとなっております。 

   ５ページは、一般会計の歳出を目的別、性質別の構成比で表した

グラフでございます。 

   ６ページからは一般会計当初予算における主要事業について記載

をしております。 

   主な事業について、新規事業や事業費の多いものなどについて申

し上げます。 

   総務費では、番号５、特定帰還居住区域等の帰還困難区域解除に

関する事業、こちらが261万3,000円、番号８、避難指示解除区域

の難視聴地域へ伝送路を整備する地デジ再送信システム整備事業

8,611万9,000円、番号９、地域づくり専門員を配置し、町内に居

住する住民同士をつなぐ町内コミュニティ再生事業3,263万円。 

   ７ページでございますが、番号12、地域おこし協力隊の活動を

支援することにより町の課題解決を図る課題解決型地域活動支援事

業5,951万1,000円、番号15、移住相談者のワンストップ窓口や貸

事務所等が一体となった駅前交流施設整備事業2,976万円、番号16、

駅前ワークスペースの運営や移住者等の起業を支援する起業人材育

成支援事業２億799万9,000円、番号20、津島地区の活性化やコミ

ュニティ再生を図るための津島地区活性化事業150万1,000円など

でございます。 

   次に、８ページをご覧ください。 

   民生費では、番号２、高齢者のデイサービス機能などを有する施

設の維持管理を行う福祉センター運営事業2,984万1,000円、番号

６、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業606万5,000円。 

   ９ページでございますが、番号11、浪江にじいろこども園の運

営などを行う認定こども園運営事業１億2,460万3,000円、番号14、

県内外へ避難が続く町民を支援するため支援員の配置などを行う復

興支援員事業6,922万3,000円などでございます。 

   次に、10ページをご覧ください。 

   10ページ、衛生費では、番号１、新型コロナウイルスワクチン

などの感染症の予防、蔓延防止のための各種予防接種事業１億306

万円、番号９、特定復興再生拠点区域のガンマカメラ測定事業892

万8,000円。 

   11ページをご覧ください。 

   番号16、各産業団地整備事業に併せて上水道施設を整備する浪
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江町水道施設整備事業10億8,014万2,000円、番号17、駅周辺整備

事業におけるエネルギー計画の策定や水素の民生利用及び水素発電

事業の実装への取組を推進するゼロカーボン推進事業３億3,731万

2,000円などでございます。 

   12ページをご覧ください。 

   農林水産業費では、番号３、全国の新規就農希望者等が当町で就

農するために各種支援を行う新規就農者確保促進事業5,698万

1,000円、番号９、営農再開支援事業９億8,345万円。 

   13ページをご覧ください。 

   番号10、鳥獣による農産物の被害防止や新たに狩猟免許を取得

する方を補助する有害鳥獣捕獲事業4,323万8,000円、番号11、飼

養頭数約2,000頭の大規模酪農施設を整備する復興牧場整備事業47

億1,938万3,000円、番号12、地域共同で行う農地維持活動や水

路・農道などの軽微な補修等の活動を支援する多面的機能支払交付

金事業4,031万2,000円、番号15、過去に放射性物質対策事業を行

ったが大雨等により基準値を超えたため池等を基準値以下にするた

め、ため池等放射性物質対策事業６億3,645万円、番号18、森林環

境譲与税を活用し、浪江生活保全林内の整備計画の策定を行う森林

環境譲与税事業2,003万7,000円。 

   14ページをご覧ください。 

   番号19、原発災害などにより長年管理ができていない森林の間

伐や放射性物質対策を行うふくしま森林再生事業１億855万2,000

円、番号21、請戸漁港で水揚げされた魚介類などを活用したイベ

ントや、漁業の担い手不足解消を目的としたＰＲ動画を制作する水

産業情報発信事業1,315万円、番号22、さけふ化施設整備事業１億

2,138万2,000円などでございます。 

   15ページをご覧ください。 

   商工費では、番号２、大堀相馬焼の里再生を総合的に推進する大

堀相馬焼振興事業2,647万9,000円、番号５、町内再開事業者光熱

水費補助事業3,500万円。 

   16ページをご覧ください。 

   番号15、整備工事の完成に伴い、企業が立地できる環境を整え

る南産業団地整備事業３億88万7,000円、番号16、製品保管庫の整

備及び周辺地域に対する環境対策等を行う木材製品生産拠点整備事

業11億3,687万8,000円、番号17、再生可能エネルギー100％の産

業団地を整備する棚塩ＲＥ100産業団地整備事業７億6,087万円、

番号19、プレミアム付商品券発行などの帰還促進・事業再開支援

事業２億3,858万1,000円などでございます。 
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   18ページをご覧ください。 

   土木費でございますが、土木費では、番号１、道路の除草や補修

等を行う道路維持管理事業４億7,909万9,000円、番号２、橋梁を

点検・修繕する橋梁維持管理事業１億7,754万5,000円、番号８、

浪江駅周辺整備事業45億601万1,000円、19ページ、番号15、Ｆ－

ＲＥＩの立地を円滑に進めるために用地取得の支援や気運醸成をす

るためのセミナーなどを開催するＦ－ＲＥＩ立地推進事業320万

3,000円、番号16、Ｆ－ＲＥＩ周辺環境調査事業1,000万円、番号

17、Ｆ－ＲＥＩの立地による研究者等の受入れ環境を整えるため、

多言語化を促進する町内多言語化促進事業1,481万6,000円などで

ございます。 

   20ページをご覧ください。 

   消防費でございます。消防費では、番号２、町内の火災等に対応

するための消火栓等設備調査事業1,787万9,000円、番号３、防犯

カメラや防犯パトロールによる町内防犯体制強化事業４億9,182万

9,000円、番号５、室原地区の防災拠点施設整備事業８億9,028万

3,000円、番号６、津島地区に防災備蓄倉庫等を整備する津島防災

備蓄倉庫整備事業１億6,885万7,000円などでございます。 

   次に、21ページをご覧ください。 

   教育費でございます。番号５、事業、生徒用の送迎用のスクール

バスとして水素を燃料として走行する車両を導入し、スクールバス

を運行するスクールバス運行事業3,475万1,000円、番号７、なみ

え創成小・中学校用地の借地部分の取得を進める浪江町立学校用地

取得事業１億91万6,000円、番号８、復興関連事業に伴う埋蔵文化

財発掘調査事業９億813万6,000円。 

   22ページをご覧ください。 

   番号11、震災遺構管理運営事業2,985万7,000円、番号13、にぎ

わいあふれる交流の場としてパークゴルフ場などを整備する復興海

浜緑地（多目的広場）整備事業６億5,527万6,000円、番号14、高

瀬球場復旧事業7,022万円などでございます。 

   次に、災害復旧費につきましては、令和元年の台風により被害を

受けた菅原橋の災害復旧事業１億1,612万円でございます。 

   その他の事業につきましては、後ほどご確認をいただければと存

じます。 

   次に、26ページをご覧ください。 

   地方債残高の状況でございます。 

   令和４年度末現在残高見込額22億1,200万円に対しまして、令和

５年度末現在の残高見込額は21億8,028万円で、3,172万円の減を
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見込んでおります。 

   なお、債務負担行為につきましては、令和４年度中に全額支払い

が完了しております。 

   次に、予算書のほうをご用意ください。 

   予算書10ページをお開きください。 

   第２表、継続費でございます。 

   款６農林水産業費、項１農業費、事業名、畜産施設建築工事管理

業務１億9,910万円から11ページの款10教育費、項６保健体育費、

事業名、復興海浜緑地（多目的広場）整備工事16億2,000万円まで

の６事業につきましては、令和５年度から令和７年度までの３か年

事業として実施をするため、継続費として総額及び年割額を定める

ものでございます。 

   次に、12ページをお開きください。 

   第３表、地方債でございます。 

   橋梁補修事業は限度額5,810万円、道路橋梁施設災害復旧事業は

限度額が１億1,612万円、臨時財政対策債は3,635万5,000円を限

度額として借入れをするものでございまして、起債の方法及び利率、

償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。 

   令和５年度の一般会計予算につきましての説明は以上でございま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） ここで、昼食休憩のため、13時30分まで休憩

します。 

（午前１１時５２分） 

───────────────────────────────── 

（午後 １時３０分） 

○議長（平本佳司君） 再開します。 

   ここで、企画財政課長より発言の訂正を求められておりますので、

これを許可します。 

   企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） 先ほどの当初予算の継続費のご説明の

中におきまして、令和５年度から令和７年度までの３か年事業とし

て実施するために継続費を設定するとご説明いたしましたが、一部

の事業で令和５年度から令和８年度にかけて実施する事業もござい

ましたので、正しくは令和５年度から令和７年度及び令和５年度か

ら令和８年度にかけて事業の実施をするために継続費を設定させて

いただくものでございました。 

   おわびを申し上げるとともに、訂正をお願いするものでございま

す。 
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○議長（平本佳司君） 日程第31、議案第32号 令和５年度浪江町文

化及びスポーツ振興育成事業特別会計予算についてを議題といたし

ます。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第32号 令和５年度浪江町文化及びスポ

ーツ振興育成事業特別会計予算についてご説明いたします。 

   本案は、令和５年度浪江町文化及びスポーツ振興育成事業特別会

計歳入歳出予算の総額を107万円と定めるものであります。 

   歳入の主なものは、繰入金104万円であります。 

   歳出の主なものは、助成費100万円であります。 

   よろしくお願いをいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第32、議案第33号 令和５年度浪江町国

民健康保険事業特別会計予算を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第33号 令和５年度浪江町国民健康保険

事業特別会計予算についてご説明いたします。 

   本案は、令和５年度浪江町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予

算の総額を33億1,617万9,000円と定めるものであります。 

   詳細については、健康保険課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（西 健一君） それでは、歳入歳出予算資料によりご

説明したいと思います。 

   資料の23ページをお開きください。 

   23ページ中段が、国民健康保険事業特別会計でございます。 

   まず、左側が歳入になります。 

   初めに、国民健康保険税でございますが、上位所得層世帯等に係

る現年度課税分及び滞納繰越分としまして2,655万2,000円を計上

してございます。前年度比48万円の増でございます。 

   次に、国庫支出金２億1,646万9,000円、前年度比1,433万9,000

円の減でございます。こちらは、東京電力福島第一原子力発電所事

故の被災地域の国民健康保険被保険者に対する国民健康保険税及び

一部負担金の免除措置に対する国の財政支援でございます。被保険

者数の減少のため減額となってございます。 

   次に、県支出金27億7,359万5,000円、前年度比１億5,212万

8,000円の減でございます。こちらは、被保険者数の減少に伴う各

種補助金の減でございます。 
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   次に、繰入金２億5,954万4,000円、前年度比1,704万4,000円の

減でございます。こちらも被保険者数の減少に伴い、各種法定繰入

金が減少する見込みでございます。 

   次に、繰越金4,000万1,000円、前年度比3,000万円の増でござ

いますが、これは前年度の歳計剰余金で例年の実績額に基づいての

計上でございます。 

   続きまして、右側、歳出の主な内容についてご説明申し上げます。 

   初めに、総務費でございますが、4,806万円、前年度比246万

3,000円の増でございます。主なものは人件費等でございます。 

   次に、保険給付費については25億3,024万3,000円、前年度比

１億591万9,000円の減でございます。被保険者数の減少により減

額となってございます。 

   次に、国民健康保険事業費納付金６億2,632万1,000円、前年度

比8,544万5,000円の減でございます。こちらは県が国民健康保険

の事業主体になり、事業を運営するに当たり、町が県に納める納付

金でございます。 

   次に、保健事業費4,186万4,000円、前年度比427万1,000円の増

ですが、こちらは特定健康診査等の事業費で、新型コロナウイルス

感染症の流行等により活動が制限されてきた特定健診や特定保健指

導の事業について、コロナ流行前の規模で事業実施を予定してござ

います。 

   次に、諸支出金5,957万4,000円、前年度比3,006万7,000円の増

につきましては、主に過年度分の補助金、償還金によるものでござ

います。 

   最後に、予備費としまして1,010万5,000円を計上してございま

す。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第33、議案第34号 令和５年度浪江町国

民健康保険直営診療施設事業特別会計予算を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第34号 令和５年度浪江町国民健康保険

直営診療施設事業特別会計予算についてご説明いたします。 

   本案は、令和５年度浪江町国民健康保険直営診療施設事業特別会

計歳入歳出予算の総額を３億4,109万円と定めるものであります。 

   詳細につきましては、浪江診療所事務長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 浪江診療所事務長。 

○浪江診療所事務長（西 健一君） それでは、予算資料によりご説明
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いたします。 

   23ページ、一番下の最下段のものが国民健康保険直営診療施設

事業特別会計の表でございます。 

   まず、左側が歳入でございます。 

   診療収入１億427万1,000円、前年度比414万1,000円の増、内訳

は外来収入が両診療所合わせまして9,604万2,000円、諸検査等収

入が合わせて822万9,000円でございます。 

   次に、使用料及び手数料494万5,000円、前年度比39万6,000円

の増、診断書等の作成料でございます。 

   次に、県支出金１億3,143万9,000円、前年度比686万9,000円の

増、こちらは福島県地域医療復興事業補助金でございます。 

   次に、繰入金１億38万4,000円、前年度比1,765万4,000円の増

でございます。 

   次に、右側でございますが、右側は歳出でございます。 

   総務費２億6,474万3,000円、前年度比2,025万7,000円の増につ

きましては、診療所の運営費等でございます。 

   次に、医業費6,634万7,000円、前年度比117万8,000円の減につ

きましては、医薬品等の購入費でございます。 

   最後に、予備費として1,000万円を計上してございます。 

   説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（平本佳司君） 日程第34、議案第35号 令和５年度浪江町公

共下水道事業特別会計予算を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第35号 令和５年度浪江町公共下水道事

業特別会計予算についてご説明をいたします。 

   本案は、令和５年度浪江町公共下水道事業特別会計歳入歳出予算

の総額を４億2,292万7,000円と定めるものであります。 

   詳細については、住宅水道課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（木村順一君） 歳入歳出予算資料によりご説明いたし

ます。 

   24ページの上の表をご覧ください。 

   公共下水道事業、歳入は左側になります。 

   初めに、使用料及び手数料4,099万 5,000円、前年度比20万

4,000円の増で、町内事業用及び一般家庭用の下水道使用料であり

ます。 
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   国庫支出金3,445万1,000円、前年度比3,779万4,000円の減で、

公共下水道事業実施による社会資本整備総合交付金であります。 

   繰入金３億802万7,000円、前年度比338万8,000円の増で、一般

会計繰入金、基金繰入金であります。 

   公共下水道事業債3,445万1,000円、前年度比3,779万8,000円の

減で、農業集落排水施設の公共下水道接続の事業実施等のための起

債であります。 

   次に、右側の歳出になります。 

   公共下水道事業費２億1,136万4,000円、前年度比5,390万2,000

円の減で、主なものは下水道総務管理費2,287万2,000円、農業集

落排水施設との接続に係る工事費をはじめとした下水道建設費

9,776万4,000円、浪江浄化センター等の施設維持等に係る下水道

維持管理費7,622万8,000円であります。 

   次に、公債費２億656万3,000円、前年度比1,809万8,000円の減

であります。 

   次に、歳入歳出予算書の30ページをお開き願います。 

   第２表、地方債になります。 

   農業集落排水施設との接続に係る工事費をはじめとした下水道建

設費の事業実施のための起債であります。限度額を3,445万1,000

円とするものです。 

   利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。 

   説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第35、議案第36号 令和５年度浪江町工

業団地造成事業特別会計予算を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第36号 令和５年度浪江町工業団地造成

事業特別会計予算についてご説明いたします。 

   本案は、令和５年度浪江町工業団地造成事業特別会計歳入歳出予

算の総額を603万9,000円と定めるものであります。 

   よろしくお願いをいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第36、議案第37号 令和５年度浪江町農

業集落排水事業特別会計予算を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第37号 令和５年度浪江町農業集落排水

事業特別会計予算についてご説明をいたします。 

   本案は、令和５年度浪江町農業集落排水事業特別会計歳入歳出予
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算の総額を3,781万8,000円と定めるものであります。 

   詳細については、住宅水道課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（木村順一君） 歳入歳出予算資料によりご説明いたし

ます。 

   今度は一番下の表になります。 

   農業集落排水事業の歳入です。左側です。 

   使用料及び手数料792万2,000円、前年度比104万4,000円の増で、

町内事業用及び一般家庭用の農業集落排水使用料であります。 

   繰入金2,889万4,000円、前年度比651万9,000円の減で、一般会

計繰入金、基金繰入金であります。 

   次に、左側、歳出になります。 

   農業集落排水事業費2,341万5,000円、前年度比68万3,000円の

増で、主なものは総務管理費526万円、農業集落排水建設費350万

円、高瀬浄化センター等の施設に係る農業集落排水維持管理費

1,465万5,000円であります。 

   次に、公債費1,340万3,000円、前年度比625万8,000円の減であ

ります。 

   説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第37、議案第38号 令和５年度浪江町介

護保険事業特別会計予算を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第38号 令和５年度浪江町介護保険事業

特別会計予算についてご説明いたします。 

   本案は、令和５年度浪江町介護保険事業特別会計歳入歳出予算の

総額を28億4,156万円と定めるものであります。 

   詳細については、介護福祉課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松本幸夫君） 歳入歳出予算資料によりご説明いたし

ます。 

   25ページをお開きください。 

   上の表をご覧ください。 

   歳入の主なものについてご説明いたします。 

   保険料1,353万9,000円、前年度比111万5,000円の増で、こちら

は第１号被保険者の介護保険料で、普通徴収374万1,000円、特別

徴収979万7,000円です。 

   次に、国庫支出金13億2,691万8,000円、前年度比848万5,000円
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の増で、主なものは介護給付費負担金４億2,809万6,000円、調整

交付金７億1,268万6,000円です。 

   次に、支払基金交付金６億6,471万3,000円、前年度比1,373万

2,000円の増で、第２号被保険者の介護保険料分で社会保険診療報

酬支払基金からの交付金です。 

   続いて、歳出の主なものについてご説明いたします。 

   総務費7,845万3,000円、前年度比1,119万円の増で、主なもの

は総務管理費、介護認定審査会費、認定調査等費です。 

   次に、保険給付費 23億 7,789 万 6,000 円、前年度比 5,926 万

8,000円の増で、介護サービス利用に係る給付費です。介護保険給

付費につきましては、地域密着型介護サービス給付費、施設介護サ

ービス給付費で増加の傾向があるものの、最近の介護認定者数減少

していることもあり、全体的には前年度並みとしております。 

   次に、地域支援事業費１億2,852万3,000円、前年度比1,131万

2,000円の減で、主な事業は介護予防・生活支援サービス事業、包

括的支援事業で、地域包括ケア体制を構築するための事業を実施し

てまいります。 

   次に、諸支出金２億5,390万2,000円、前年度比648万8,000円の

増で、主なものは利用者負担軽減支援事業で、介護保険サービス利

用者負担免除に伴う利用者負担相当額について、本事業から支払い

を行うものでございます。 

   説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（平本佳司君） 日程第38、議案第39号 令和５年度浪江町財

産区管理事業特別会計予算を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第39号 令和５年度浪江町財産区管理事

業特別会計予算についてご説明をいたします。 

   本案は、令和５年度浪江町財産区管理事業特別会計歳入歳出予算

の総額240万8,000円と定めるものであります。 

   主な事業は、苅野及び津島財産区の管理を行うものであります。 

   よろしくお願いをいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第39、議案第40号 令和５年度浪江町後

期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第40号 令和５年度浪江町後期高齢者医
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療特別会計予算についてご説明をいたします。 

   本案は、令和５年度浪江町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算

の総額を9,861万2,000円と定めるものであります。 

   詳細については、健康保険課長に説明をさせます。 

○議長（平本佳司君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（西 健一君） それでは、歳入歳出予算資料の25ペ

ージ、一番下になります。 

   まず、左側が歳入でございます。 

   初めに、後期高齢者医療保険料2,570万 5,000円、前年度比

1,062万6,000円の増でございます。こちらは、後期高齢者医療保

険の保険者である福島県後期高齢者医療広域連合の試算による上位

所得層及び新規転入者である被保険者に係る保険料でございます。 

   次に、繰入金7,189万9,000円、前年度比227万4,000円の増でご

ざいます。これは後期高齢者医療の被保険者に対して、保険料軽減

等に対する一般会計からの繰入金でございます。 

   次に、繰越金100万円でございますが、前年度の歳計剰余金でご

ざいます。 

   続きまして、右側、歳出でございます。 

   初めに、総務費1,047万3,000円、前年度比3,000円の減でござ

いますが、こちらは主に後期高齢者医療に係る事務経費でございま

す。 

   次に、後期高齢者医療広域連合納付金8,724万円、前年度比

1,273万円の増でございますが、こちらは町が徴収した保険料を保

険者である福島県後期高齢者医療広域連合に納付する納付金等でご

ざいます。 

   最後に、予備費として89万6,000円を計上してございます。 

   説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 日程第40、議案第41号 令和５年度浪江町水

道事業会計予算を議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 議案第41号 令和５年度浪江町水道事業会計

予算についてご説明をいたします。 

   本案は、令和５年度浪江町水道事業会計の予算を定めるものであ

ります。収益的収支、収入が４億815万 8,000 円、支出が４億

4,995万6,000円となります。また、資本的収支では、収入が15億

9,216万円、支出が17億2,906万1,000円となります。 

   詳細については、住宅水道課長に説明をさせます。 
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○議長（平本佳司君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（木村順一君） 水道事業会計の予算資料のほうでご説

明いたします。ご用意をお願いします。 

   １枚おめくりいただいて、１ページ目になります。 

   収益的収入及び支出であります。 

   収入、款水道事業収益、項営業収益で、主なものは給水収益で

9,260万円、対前年度比868万円の増を見込んでおります。 

   次に、営業外収益、主なものは雑収益１億9,167万5,000円、対

前年比326万7,000円の減であります。これは、給水収益が増加す

ることによる賠償金の減額であります。 

   水道事業収益的収入の合計は４億815万8,000円、対前年度比

5,409万5,000円の減となっております。 

   次に、支出になります。 

   款水道事業費用、項営業費用で主なものは原水及び浄水費で１億

1,711万4,000円、対前年度比1,016万7,000円の増で、不安解消事

業及び施設管理費、動力費であります。 

   次に、配水及び給水費で4,699万 5,000円、対前年度比736万

1,000円の減で、配水管路の管理及び修繕費であります。 

   総係費は4,712万7,000円、対前年度比2,014万1,000円の減。 

   水道事業費用収益的支出合計は４億4,995万6,000円、前年度比

3,058万5,000円の減となっております。 

   次に、隣、２ページをご覧ください。 

   資本的収入及び支出であります。 

   収入、款水道事業資本的収入、項企業債５億円、対前年度比２億

円5,000万円の増。 

   続きまして、工事負担金1,201万8,000円、対前年度比1,201万

8,000円の増。 

   補助金10億8,014万2,000円、対前年度比４億6,622万4,000円

の増で、建設改良費の増によるものです。 

   資本的収入合計は15億 9,216万円、対前年度比７億2,824万

2,000円の増となっております。 

   次に、下、支出です。 

   款水道事業資本的支出、項建設改良費で、主なものは配水設備改

良費16億5,306万1,000円、対前年度比５億8,651万2,000円の増

で、これは小野田取水場建設工事、小野田配水場、小野田水源の工

事費及び発注者支援業務委託料等、また老朽管等の更新費でありま

す。 

   資本的支出合計は17億5,906万1,000円、対前年度比５億6,651
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万2,000円の増となっております。 

   説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

───────────────────────────────── 

◎延会について 

○議長（平本佳司君） お諮りします。質疑については、15日に行う

こととし、本日の会議はこれにて延会したいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 異議なしと認めます。 

   よって、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

   15日は午前９時から本会議を開きますので、ご参集を願います。 

───────────────────────────────── 

◎延会の宣告 

○議長（平本佳司君） 本日はこれで延会します。 

   お疲れさまでした。 

（午後 １時５７分） 

 



令和５年 ３月 ９日（木曜日）  常任委員会 

令和５年 ３月１０日（金曜日）  常任委員会 

令和５年 ３月１１日（土曜日）  休 日 

令和５年 ３月１２日（日曜日）  休 日 

令和５年 ３月１３日（月曜日）  常任委員会 

令和５年 ３月１４日（火曜日）  全員協議会 



３ 月 定 例 町 議 会  

（ 第 ３ 号 ）  
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令和５年浪江町議会３月定例会 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

令和５年３月１５日（水曜日）午前９時開議 

 

日程第 １ 議案第９号訂正の件 

日程第 ２ 議案第 ３号 浪江町個人情報の保護に関する法律施行条 

             例の制定について 

日程第 ３ 議案第 ４号 浪江町情報公開・個人情報保護審査会条例 

             の制定について 

日程第 ４ 議案第 ５号 浪江町私債権等の管理に関する条例の制定 

             について 

日程第 ５ 議案第 ６号 浪江町職員定数条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第 ７号 浪江町行政手続における特定の個人を識別 

             するための番号の利用等に関する法律施行 

             条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第 ８号 浪江町総合審議会条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第 ９号 浪江町営住宅等条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第１０号 浪江町都市計画審議会条例の一部改正につ 

             いて 

日程第１０ 議案第１１号 浪江町道路占用料徴収条例の一部改正につ 

             いて 

日程第１１ 議案第１２号 浪江町国民健康保険条例の一部改正につい 

             て 

日程第１２ 議案第１３号 浪江町家庭的保育事業等の設備及び運営に 

             関する基準を定める条例の一部改正につい 

             て 

日程第１３ 議案第１４号 浪江町特定教育・保育施設及び特定地域型 

             保育事業の運営に関する基準を定める条例 

             の一部改正について 

日程第１４ 議案第１５号 工事請負契約の締結について（畜産施設敷 

             地造成工事） 

日程第１５ 議案第１６号 工事請負契約の変更について（地デジ再送 

             信システム復旧工事） 

日程第１６ 議案第１７号 工事請負契約の変更について（浪江町南産 

             業団地造成工事その２） 

日程第１７ 議案第１８号 工事請負契約の変更について（浪江町公共 
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             下水道管渠布設工事（高瀬処理区）） 

日程第１８ 議案第１９号 工事請負契約の変更について（橋梁補修工 

             事（城西橋）） 

日程第１９ 議案第２０号 工事請負契約の変更について（菅原橋橋梁 

             災害復旧工事（下部工）） 

日程第２０ 議案第２１号 指定管理者の指定について（大堀相馬焼物 

             産会館） 

日程第２１ 議案第２２号 浪江町道路線の認定及び廃止について 

日程第２２ 議案第２３号 令和４年度浪江町一般会計補正予算（第６ 

             号） 

日程第２３ 議案第２４号 令和４年度浪江町国民健康保険事業特別会 

             計補正予算（第４号） 

日程第２４ 議案第２５号 令和４年度浪江町国民健康保険直営診療施 

             設事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２５ 議案第２６号 令和４年度浪江町公共下水道事業特別会計 

             補正予算（第２号） 

日程第２６ 議案第２７号 令和４年度浪江町農業集落排水事業特別会 

             計補正予算（第２号） 

日程第２７ 議案第２８号 令和４年度浪江町介護保険事業特別会計補 

             正予算（第３号） 

日程第２８ 議案第２９号 令和４年度浪江町後期高齢者医療特別会計 

             補正予算（第２号） 

日程第２９ 議案第３０号 令和４年度浪江町水道事業会計補正予算 

             （第４号） 

日程第３０ 議案第３１号 令和５年度浪江町一般会計予算 

日程第３１ 議案第３２号 令和５年度浪江町文化及びスポーツ振興育 

             成事業特別会計予算 

日程第３２ 議案第３３号 令和５年度浪江町国民健康保険事業特別会 

             計予算 

日程第３３ 議案第３４号 令和５年度浪江町国民健康保険直営診療所 

             事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３５号 令和５年度浪江町下水道事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第３６号 令和５年度浪江町工業団地造成事業特別会 

             計予算 

日程第３６ 議案第３７号 令和５年度浪江町農業集落排水事業特別会 

             計予算 

日程第３７ 議案第３８号 令和５年度浪江町介護保険事業特別会計予 

             算 
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日程第３８ 議案第３９号 令和５年度浪江町財産区管理事業特別会計 

             予算 

日程第３９ 議案第４０号 令和５年度浪江町後期高齢者医療特別会計 

             予算 

日程第４０ 議案第４１号 令和５年度浪江町水道事業会計予算 

日程第４１ 請願第 １号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求 

             める意見書提出請願書 

日程第４２ 発委第 １号 浪江町議会の個人情報の保護に関する条例 

             の制定について 

日程第４３ 発委第 ２号 浪江町議会委員会条例の一部改正について 

日程第４４ 発委第 ３号 浪江町議会会議規則の一部改正について 

日程第４５ 発議第 １号 福島県最低賃金引き上げと早期発効を求め 

             る意見書（案） 

日程第４６ 委員会の閉会中の継続審査又は調査の申し出について 
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───────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（平本佳司君） おはようございます。 

   ただいまの出席議員数は15人であります。 

   定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前 ９時００分） 

───────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○議長（平本佳司君） 本日の議事日程は、お手元に配付、タブレット

端末に格納にされておりますのでよろしくお願いします。 

───────────────────────────────── 

◎議案第９号訂正の件 

○議長（平本佳司君） 日程第１、議案第９号訂正の件を議題といたし

ます。 

   町長から訂正理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） おはようございます。 

   議案第９号 浪江町営住宅等条例の一部改正についての事件の訂

正請求についてご説明いたします。 

   令和５年３月７日にご提出申し上げました本条例の改正につきま

して、改正内容に誤りがあったため、事件の訂正を請求するもので

あります。 

   訂正内容につきましては、住宅水道課長に説明をさせます。誠に

大変申し訳ございませんでした。 

○議長（平本佳司君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（木村順一君） 訂正請求書の２枚目、正誤表をご覧く

ださい。 

   議案書の記載におきまして、表の113、津島住宅団地、「浪江町

大字下津島字松木山26番地４」と表記すべきところを「浪江町大字

下津島字下津島字松木山26番地４」と誤って表記してしまいました。

誠に大変申し訳ございませんでした。訂正いたしますとともに、お

わび申し上げます。 

○議長（平本佳司君） お諮りします。ただいま議題となっております

議案第９号訂正の件を許可することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第９号訂正の件を許可することに決定いたしました。 

───────────────────────────────── 
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◎議案第３号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第２、議案第３号 浪江町個人情報の保護

に関する法律施行条例の制定についてを議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第３号 浪江町個人情報の保護に関する法律施行条

例の制定についてを採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第４号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第３、議案第４号 浪江町情報公開・個人

情報保護審査会条例の制定についてを議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第４号 浪江町情報公開・個人情報保護審査会条例

の制定についてを採決いたします。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 
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◎議案第５号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第４、議案第５号 浪江町私債権等の管理

に関する条例の制定についてを議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

   14番、山崎博文君。 

○14番（山崎博文君） 皆さん、おはようございます。 

   議案第５号について質問いたします。 

   国の上位法である法律が制定されたものではありませんので、な

ぜこの条例を今の時期に新年度から施行するのか、その点について

お伺いします。 

○議長（平本佳司君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） お答えをいたします。 

   今後、独居老人や生活困窮者、そして転入者の増加に伴いまして、

逆に転出者も増加、出入りが激しいようなことも想定されておりま

すので、債権の回収が困難な事例が増えていくということもある程

度想定されておりますので、そうなる前に、早いうちに、こうした

町の姿勢を示すことによりまして、債権管理の適正化を図ってまい

りたい。 

   これに加えまして、町の条例を定めて、こういった姿勢を明らか

にすることにより、議会をはじめとしました住民の方々に、こうい

った債権の管理の方法を表明することによりまして、そういう町の

姿勢を明らかにすることもできますし、庁舎内でこれまで、税金は

対象外なんですが、住宅使用料や農集排の使用料、そして診療報酬

や水道料金など、そういったものが今回の条例の対象になっており

ますが、そういった債権の管理を統一的に進めることができること

になりますので、そういった意味で、効率化が図られるということ

で、今回ご提案をさせていただいているものでございます。 

○議長（平本佳司君） よろしいですか。 

   ほかに質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第５号 浪江町私債権等の管理に関する条例の制定

についてを採決します。 
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   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第６号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第５、議案第６号 浪江町職員定数条例の

一部改正についてを議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第６号 浪江町職員定数条例の一部改正についてを

採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第７号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第４、議案第７号 浪江町行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

の一部改正についてを議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第７号 浪江町行政手続における特定の個人を識別
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するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部改正について

を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員でございます。 

   よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第８号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第７、議案第８号 浪江町総合審議会条例

の一部改正についてを議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第８号 浪江町総合審議会条例の一部改正について

を採決いたします。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第９号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第８、議案第９号 浪江町営住宅等条例の

一部改正についてを議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

   10番、髙野武君。 

○10番（髙野 武君） 資料の54ページなんですけれども、上記の請戸

の場合は32番地の何々番ということで、下に番号ありますけれども、

下津島地区の松木山ですか。これ、番号が何々番地だけで終わって

います。まとめて10戸ということで、要するに請戸地区または幾世

橋の住宅団地も何番地の何々ということは下の番号があるんです。 

   ということは、10戸一まとめにしておいて、税金関係とか、あと
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また農業関係、その他、配達に支障を来すようなものがその時点で

はないかということで、要するに何番地の何々という下の番号が抜

けているということで、ちょっとその辺の説明をお願いしたい。 

○議長（平本佳司君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（木村順一君） ご質問にお答えいたします。 

   今現在、26番地のほうが１筆の状態でございます。今回の契約の

中に分筆登記も含まれておりまして、処理は済んでおるのですが、

現在まだ登記情報来ておりませんので、まずは、１筆で住宅の設置

条例を優先させたということでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（平本佳司君） 10番、髙野武君。 

○10番（髙野 武君） ということは、以後改正の余地があると、改正

をしますということですね。 

○議長（平本佳司君） 住宅水道課長。 

○住宅水道課長（木村順一君） 分筆情報、来次第、改正いたします。

よろしくお願いします。 

○議長（平本佳司君） ほかに質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第９号 浪江町営住宅等条例の一部改正についてを

採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第１０号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第９、議案第10号 浪江町都市計画審議会

条例の一部改正についてを議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 
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   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第10号 浪江町都市計画審議会条例の一部改正につ

いてを採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第１１号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第10、議案第11号 浪江町道路占用料徴収

条例の一部改正についてを議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

○議長（平本佳司君） 10番、髙野武君。 

○10番（髙野 武君） 資料の77ページなんですけれども、町道にかか

る占用料の金額の詳細が記載されております。 

   この点で、資料の中には国の事業に係る協議で占用料が無料とあ

る。それでちょっと伺いたいと思います。 

   改正に当たり、この件で、町に対しての収入はあるのか。もしあ

れば年間の占用料の収入と、また改正によって、どれだけの増額が

見込まれるのか、それぞれに教えていただきたいと思います。 

   ３点目に、資料の79ページで、第二種電柱から第三種電柱及び電

話柱とありますけれども、この第二種と第三種、この差、違う点と

いうのを教えていただきたいなと思います。お願いします。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） それではまず、国の事業に係るものにつき

ましては、町道におきまして国の事業によって占用物がある場合に

は、本来無料でありますので、今回表記を変えて対象物等を記載し

ているところでございます。 

   また、今回の改正によりまして、占用料の増額につきましては、

180万円ほど増額になると見込んでおります。 

   また、電柱の中で第一種及び第三種、また電話柱の第一種または

第三種ということでのご質問でありますけれども、まず、第一種電

柱につきましては電線の数でございます。 
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   第一種につきましては電線の数が３本、３条と言いますけれども、

３本以下の電線。続きまして、第二種電柱とは、電柱のうち４本か

ら５本の電線を架設するもの。また、第三種電柱とは、電柱のうち

電線が６条以上を架設するものとなっております。 

   また、電話柱につきましても、第一種電話柱と申しますのは、

３本以下の電線を架設する。また、第二種とは、電話柱のうち４本

から５本の電線を架設する。また、第三種電柱というのは、電話柱

のうち６本以上の電線を架設するということで種類分けをされてい

るところでございます。 

   説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 10番、髙野武君。 

○10番（髙野 武君） 最後の説明でありますけれども、１番から３番、

電話柱のやつですけれども、電線の本数だとかということで、電話

柱の高さとか幅とか、そういう形状は関係ないのか、その辺、ちょ

っとお願いします。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） 高さは特に縛りはありませんで、そこに乗

る電線の数で種類分けをしているところでございます。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） ほかに質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第11号 浪江町道路占用料徴収条例の一部改正につ

いてを採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第１２号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第11、議案第12号 浪江町国民健康保険条

例の一部改正についてを議題といたします。 
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   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第12号 浪江町国民健康保険条例の一部改正につい

てを採決いたします。 

   採決は起立によって行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第１３号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第12、議案第13号 浪江町家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを

議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第13号 浪江町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正についてを採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第１４号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第13、議案第14号 浪江町特定教育・保育
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施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部改正についてを議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第14号 浪江町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採

決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第１５号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第14、議案第15号 工事請負契約の締結に

ついて（畜産施設敷地造成工事）を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 落札率が99.9％となっておりますけれども、現

在の積算技術ということで、業者のほうも、町のほうも同じような

ソフトを使っているのかどうか、それを確認させていただきたいと

思います。それが１点。 

   0.1％の違いというのは、私が考えるには、端数の切り過ぎだろ

うと、そういうふうに考えております。 

   あと、大平山のところに南の工業団地、入札のとき、参加業者が

Ａランクということで２社だけ指名されました。今回は大分Ａラン

クの業者が17億、18億の仕事に町の業者さんも参加されるというこ

とはよろしいことかと思いますけれども、ただ、そういう場合は単

独ではなくて、２社、３社のジョイントベンチャーとか、そういう

方法も今後考えていかなければいけないのではないのかと。 

   あと、もう一点なんですが、町内業者に限るというようなことで

あればいいんだけれども、ただ、町の業者ばかり特定していくと、
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今度町の業者が双葉郡や相双のほうに需要拡大のときに乗り出すと

きに排除させられるおそれもあります。ですから、こういう場合は、

該当する業者がなければ、浜通り地区から広く業者を募ってもいい

のかなという判断もあろうかと思います。それをちょっとお聞きし

たいと思います。 

○議長（平本佳司君） 山本副町長。 

○副町長（山本邦一君） 入札の関係ですので、私のほうからお答えさ

せていただきます。 

   落札率については、あくまでも入札の結果でございますので、町

が直接的な理由を申し上げることはできませんが、議員ご指摘のよ

うに、積算基準そのものが公表されていることがございます。単価、

歩掛りが、公表されていることもございますので、ソフトそのもの

が町のソフトと民間のソフト、いろんなソフトがございますが、高

い精度で積算することは可能という状況になっております。 

   それで、入札の方法については、今後とも指名委員会等で議論を

継続したいと思いますし、あと、地域性の問題ですか、これについ

ても事業の規模等についても見ないといけないと思いますから、こ

れについても指名委員会等でやっていきます。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 

○８番（佐々木茂君） 私は、入札というのは大変面倒だろうし、難し

いんだろうと思いますけれども、やはり考え方として、町内業者優

先ということは大切なことだと思います。そういう点で、ただ、

99.9％というのはあり得ない落札金額だろうと私は考えています。

これは経験からです。あり得ないと私は思っています。そういうこ

とで、今後99％とか、そういうような落札率だったというような話

を聞くたびに、ちょっと何か変だなという感じするようにします。 

   ある市町村では、入札にですね、ある市町村なんですけれども、

気分によって歩切りをかけてくる。入札金額から３％とか５％とか、

ちょっと気分が悪いといって歩切りをかけてくるような首長さんも

おられます。そういう考えは今後ありませんか。あまり落札率が高

い場合はですね。これ、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（平本佳司君） 山本副町長。 

○副町長（山本邦一君） 以前はできるというような、町の裁量で一定

程度減額するという制度がございましたが、品確法、品質の確保に

関する法律というんですか。これが施行になってから、歩切りが規

制されましたんで、基本的に無理というか、ないというところでご

ざいます。 

○議長（平本佳司君） ８番、佐々木茂君。 
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○８番（佐々木茂君） はい、分かりました。 

   ずっと私も議会に出てきて２年。３年目に入りますけれども、何

かうちは、ほとんど「請け負け」と書くんですね、「請負」と書い

て。何か変更とか、増加とかいろいろ見ていますと、請け勝ちみた

いな、何かそういうようなイメージで私は捉えております。今後、

そういった疑惑とか、そういうのを持たれないように適正な価格と

いうのはあるんだろうと思いますから、より注意をしていただきた

いと、こう考えておりますので、よろしくお願いします。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） ほかに質疑ございませんか。 

   12番、松田孝司君。 

○12番（松田孝司君） この造成計画の図面を見ると、何か調整池の左

右に何か未買収だと思われる箇所が２か所あるんですけれども、今

後ともやっぱり交渉を継続していく考えなのか、お伺いしたいと思

います。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） ご質問にお答えいたします。 

   買収地、お願いして取得できなかった土地ありますけれども、管

理上の関係もございますので、今後ともお話を続けていって、取得

できるというときになれば、そういったことも考えていきたいと考

えております。 

○議長（平本佳司君） ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第15号 工事請負契約の締結について（畜産施設敷

地造成工事）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第１６号の質疑、討論、採決 
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○議長（平本佳司君） 日程第15、議案第16号 工事請負契約の変更に

ついて（地デジ再送信システム復旧工事）を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第16号 工事請負契約の変更について（地デジ再送

信システム復旧工事）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第１７号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第16、議案第17号 工事請負契約の変更に

ついて（浪江町南産業団地造成工事その２）を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第17号 工事請負契約の変更について（浪江町南産

業団地造成工事その２）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第１８号の質疑、討論、採決 
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○議長（平本佳司君） 日程第17、議案第18号 工事請負契約の変更に

ついて（浪江町公共下水道管渠布設工事（高瀬処理区））を議題と

いたします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第18号 工事請負契約の変更について（浪江町公共

下水道管渠布設工事（高瀬処理区））を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第１９号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第18、議案第19号 工事請負契約の変更に

ついて（橋梁補修工事（城西橋））を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第19号 工事請負契約の変更について（橋梁補修工

事（城西橋））を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 
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◎議案第２０号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第19、議案第20号 工事請負契約の変更に

ついて（菅原橋橋梁災害復旧工事（下部工））を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第20号 工事請負契約の変更について（菅原橋橋梁

災害復旧工事（下部工））を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第２１号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第20、議案第21号 指定管理者の指定につ

いて（大堀相馬焼物産会館）を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第21号 指定管理者の指定について（大堀相馬焼物

産会館）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 
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◎議案第２２号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第21、議案第22号 浪江町道路線の認定及

び廃止についてを議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第22号 浪江町道路線の認定及び廃止についてを採

決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第２３号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第22、議案第23号 令和４年度浪江町一般

会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   14番、山崎博文君。 

○14番（山崎博文君） ３月の一般会計の補正ということですから、事

業額の確定、また実績の見込みということで補正されているものと

思います。その中で、ちょっと額が大きいものが何点か見受けられ

ますから、これらについてお伺いします。 

   事項別明細書の139ページ、町税です。固定資産税が１億5,000万

円ほど補正減になっております。 

   この理由は例えば土地、建物、償却資産とありますけれども、何

らかの理由で１億5,000万円の減があったと思うんですけれども、

それを教えていただきたいと思います。 

   ２つ目、148ページ、町債の過疎対策事業債、過疎債ですね。こ

れ3,900万円が減になっております。補正後が２億6,070万円という

ふうになります。 

   そこで、令和５年度の予算資料の一番後ろに過疎債のことが記載

されておりまして、令和３年度末の現在高が過疎債は２億4,620万
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円、令和４年度の現在見込額が５億1,190万円となっており、この

差額が過疎債の令和４年度分と私は思います。この差額が２億

6,570万円なんです。つまり、今回の補正と500万円の違いが出てき

ます。 

   ですから、補正減が3,400万円なのかなとか、また、その辺はど

ういう理由なのか、お聞かせいただきたいと思います。 

   最後、193ページ、節でいいますと、下から３つ目の工事請負費、

高瀬球場復旧工事、これ２億4,200万円減になっております。減の

幅が大きいわけですが、工事はどういう内容だったのかということ

と、なぜこのような額になってしまったのか、教えていただきたい

と思います。 

   以上、３点よろしくお願いします。 

○議長（平本佳司君） 住民課長。 

○住民課長（柴野一志君） それでは、ページ139ページ、款１町税、

項２固定資産税、目１の固定資産税ということで、補正額が１億

5,000万円の減ということで、こちらの補正減の内容についてとい

うことで、ご質問にお答えいたします。 

   上程のときも少し説明されておりましたけれども、現在、福島特

措法等で固定資産税の課税免除が行われておりまして、事務の関係

上、12月から１月にかけて決定を受けるということで、その決定を

受けたものについて課税免除を行うということで、１億5,000万円

ほどの減とさせていただいているところでございます。 

   こちらの１億5,000万円の財源補塡といたしまして、震災復興特

別交付税のほうで同額補塡される予定として計上しております。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、14番議員のご質問にお答え

いたします。 

   過疎債の残高についてのただしでございました。 

   こちら500万円の差につきましては、令和３年度から令和４年度

へ繰越しをされた500万円分の財源がございまして、その分は、令

和３年度で予算措置されておりますので、令和４年度の予算書上に

は出てこないということで、一方、令和５年度の予算のほうは、実

際に借り入れた金額を令和４年度で表記しておりますので、その分

で500万円の差となっております。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 教育次長。 

○教育次長（蒲原文崇君） 193ページの工事請負費高瀬球場復旧工事
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のご質問にお答えいたします。 

   高瀬球場の機能回復工事復旧事業につきましては、復興庁の予算、

それから芝の張芝につきましては、除染の未施工部分がありますの

で、環境省事業で行うということで、町と復興庁、環境省の三者協

議で進めておりました。 

   その中で、どこまでを復興庁事業でやるのか、どこからが環境省

事業でやるのかという協議のほうにちょっと時間を要しまして、今

年度ではなくて、来年度に実施させていただくということでござい

ます。主にはグラウンドの部分でどこまでやるかという協議に時間

を費やしたというところでございます。 

   今年度につきましては、グラウンド以外のクラブハウス、バック

ネットのバックスクリーンといった建築物については、実施しまし

て、グラウンドについては、来年度改めて予算計上させていただく

という内容になってございます。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第23号 令和４年度浪江町一般会計補正予算（第

６号）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第２４号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第23、議案第24号 令和４年度浪江町国民

健康保険事業特別会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 
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   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第24号 令和４年度浪江町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第４号）を採決いたします。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第２５号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第24、議案第25号 令和４年度浪江町国民

健康保険直営診療施設事業特別会計補正予算（第３号）を議題とい

たします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第25号 令和４年度浪江町国民健康保険直営診療施

設事業特別会計補正予算（第３号）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第２６号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第25、議案第26号 令和４年度浪江町公共

下水道事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 
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   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第26号 令和４年度浪江町公共下水道事業特別会計

補正予算（第２号）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第２７号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第26、議案第27号 令和４年度浪江町農業

集落排水事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第27号 令和４年度浪江町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員でございます。 

   よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第２８号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第27、議案第28号 令和４年度浪江町介護

保険事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 
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   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第28号 令和４年度浪江町介護保険事業特別会計補

正予算（第３号）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第２９号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第28、議案第29号 令和４年度浪江町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第29号 令和４年度浪江町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第３０号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第29、議案第30号 令和４年度浪江町水道

事業会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 
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   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第30号 令和４年度浪江町水道事業会計補正予算

（第４号）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） ここで、10時10分まで休憩にします。 

（午前 ９時５４分） 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） 再開します。 

（午前１０時１０分） 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） ここで、全員協議会開催のため暫時休議します。 

（午前１０時１０分） 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） 再開します。 

（午前１１時００分） 

───────────────────────────────── 

◎議案第３１号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第30、議案第31号 令和５年度浪江町一般

会計予算を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

   14番、山崎博文君。 

○14番（山崎博文君） まず、予算書のほうのページでいいますと57ペ

ージ。先ほど補正でも質問しましたけれども、町税に関して、１の

１の２、法人町民税ですが、2,800万円の減、あと、下の固定資産

税約２億円の減、当初で比較すると減になっております。先ほど補

正で課長からありましたけれども、減収分は震災特交のほうに補塡

がされるんでという話でしたが、令和５年度からそういう固定資産

税は固定資産税でやると。震災特交には影響がないような予算編成

のためなのか、また、違う要因なのか、その辺はどうなんでしょう
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かという質問です。 

   あとは予算資料で申し上げます。予算資料の６ページのナンバー

５、新規事業で特定帰還居住区域等の帰還困難区域解除に関する事

業。概要の中で最後に、計画策定等を行うというふうになっており

ます。 

   この計画策定はいつ頃されるのかということで、これはなるべく

早くされる事業ですので、時期について教えていただきたいと思い

ます。 

   あとは10ページ、一番下の９番、ガンマカメラ測定事業です。特

定復興再生拠点区域の居宅敷地80か所となっていますが、この80か

所は、どのような選定方法があったのかということでお伺いします。 

   また併せて、平成29年３月に解除となった区域、今現在解除区域

ですけれども、そこはガンマカメラの測定は考えていないのかどう

か、併せてお伺いします。 

   次に、20ページ、ナンバー６、津島防災備蓄倉庫等整備事業、こ

れ継続になっているから、新規じゃないから、この整備は新築か、

それとも既存施設を使うのかということをお伺いします。以前聞い

てたらば、ごめんなさい。 

   あと、21ページ、６番のグローバル人材育成事業、これ子供たち

の海外学習だと思うんですけれども、令和５年度の行く訪問先、学

習先はどこを検討されているのか、お伺いします。 

   最後、22ページ、14番、補正でも聞きましたが、高瀬野球場の復

旧事業、これの完成はいつ頃になるのかお伺いして、お答えいただ

きたいと思います。 

○議長（平本佳司君） 住民課長。 

○住民課長（柴野一志君） それでは、予算書のページ57ページ、款

１町税、項１町民税、目２の法人町民税ということで6,000万円、

前年度比2,800万円の減としているところでございますけれども、

こちらの減少理由というか、理由についてでございますけれども、

予算の算定に当たっては、ここ数年の決算額を参考にさせていただ

きました。法人税割のほうが大きく落ち込んでいるところから、そ

ういったところを基本としまして、算定したところでございます。 

   続きまして、同じページの項２の固定資産税、目１固定資産税と

いうことで５億2,751万4,000円、前年度比で２億276万9,000円の減

となってございますけれども、こちらにつきましては、先ほどの補

正予算と同様に、課税免除に係る部分について当初予算のほうから

減額させていただいたということで、漏れなくこちらも震災復興特

交のほうで補塡される見込みとなっているものでございます。 
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   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） それでは、予算資料の６ページの中で

ご質問いただいております番号が５番、特定帰還居住区域等の帰還

困難区域解除に関する事業で、計画の策定ということで事業概要に

あるが、この策定はいつなのかというご質問をいただいております。 

   こちらにつきましては、現在、国会で関連法案が挙がっておりま

して、こちらが成立後、国が必要な制度を整備した後に町が計画を

策定することとなっております。これに基づきまして区域が設定さ

れるものと考えております。 

   現在、意向確認調査を国のほうで集計しておりますので、そうい

ったところもございまして、なかなか具体的なスケジュールをはっ

きり申し上げることはできませんが、議員がおただしのとおり、町

といたしましても、できるだけ早い時期に策定するべき計画と考え

ておりますので、しっかりと早期に策定できるように取り組んでま

いりたいと考えております。 

○議長（平本佳司君） 住民課長。 

○住民課長（柴野一志君） 予算資料ですか、予算資料の10ページをお

開きください。 

   番号９、款４項１の目７ということで、ガンマカメラ測定事業の

場所の80か所の選定方法ということでございます。 

   こちらは、今年度も特定復興再生拠点区域内で実施をしていたと

ころでございまして、環境省の除染のほうがまだ完全に終了してい

ないということで、拠点区域内のガンマカメラの測定箇所がまだま

だ残っているということで考えておりまして、そういったところを

見て80か所分の予算を計上させていただきました。残った分の引き

続きの測定ということでございます。 

   それから、既に解除された解除区域について、改めて実施しない

のかというような問いでございますけれども、今のところは予定し

てございません。まずは、ここから先ですね、まだ決定しておりま

せんけれども、拠点区域の次のステージで除染される部分について

の測定なども考慮しながら、既に解除された区域については、改め

てどういうふうにするかを整理してまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） 予算資料20ページ、６番の津島防災備蓄倉

庫等整備事業の関係でございますが、こちらにつきましては、新築

でございまして、津島の活性化センターの東側に整備の予定でござ
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いまして、令和４年度今年度実施設計を行いまして、令和５年度で

建築の予定でございます。 

○議長（平本佳司君） 教育次長。 

○教育次長（蒲原文崇君） 予算資料21ページのナンバー６、グローバ

ル人材育成事業で、どこを訪問するのかというご質問にお答えしま

す。 

   令和５年度につきましては、東京都にございます東京グローバル

ゲートウエイという体験型英語学習施設を中心に訪問するというこ

とで検討しています。この施設は、東京都教育委員会のほうで監修

した英語に特化した学習施設となっております。こちらのほうに予

定しているところでございます。 

   続いて、資料22ページのナンバー14、高瀬野球場の復旧事業の完

成時期でございます。 

   補正予算のときにもご説明しましたが、令和４年度今年度につき

ましては、建築の部分、来年度令和５年につきましては、グラウン

ドの部分の整備を予定しています。グラウンドの部分の下層部分を

令和５年度にかけて実施をしまして、上層部や芝張りの部分につい

ては、環境省のほうの実施になりますけれども、令和６年度の当初

から実施するということになりますので、令和６年度の夏頃オープ

ンできればということで予定をしているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 14番、山崎博文君。 

○14番（山崎博文君） まず、町税のほうからですけれども、法人町民

税、法人割が大きく落ち込んでいることが影響だということで考え

ると、例えば復興事業がある程度落ち着いてきた中で、法人数が少

なくなってきた、もしくは売上げが少なくなってきたというふうに

考えてよろしいのか。法人割が大きく落ち込んだというふうな見方

は、どういうふうな立場で見ているのか、どういう観点で見ている

のかをお伺いします。 

   あと、予算資料で計画策定ですか。ここは、国のほうも当然法律

が制定されないと動けないのは分かりますけれども、もうあらあら、

町のほうで、はい、待ってた、ぽんというふうに出せるぐらいに中

でもんでいただきたいなと。ぜひ国の協議も早く速やかにやってい

ただいて、帰りたい人を一日でも早く帰していただきたい、そのよ

うに思います。答弁があったらお願いします。 

   あと、ガンマカメラ、10ページのほうのガンマカメラの件なんで

すけれども、３月31日解除予定のことで、また拠点外に関して、私

は見える化が必要だと思うんです。見える、何が見えるかというと、
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町内にありますが、モニタリングポストの設置で、防災係のほうに

調べてもらったんですけれども、町内にモニタリングポスト92か所

あるそうです。うち帰還困難区域が50で、50のうち特定復興再生拠

点が20というような内訳だそうです。一応解除になるところは、も

う安心して一時帰宅をしてもらうとか、安心して帰ってきてもらう

ということは、やはりモニタリングポストを新設して、見える形で

線量はこのぐらい落ちてますから大丈夫ですよ、というようなこと

が帰還促進の一助にもなるのかなと思いますし、あと、拠点外のほ

うの白地地区に関してもモニタリングポストを新設してもらって、

見える化を図っていただきたいなという思いでいます。この辺国と

交渉されるのかどうか、お願いします。 

   あと、防災倉庫。これ以前説明受けましたっけ、受けてなかった

でしょう。新築だということで、私は津島保育所をリフォームして、

備蓄倉庫にならないのかなというふうに思ったものですから、お伺

いしました。活性化センターの東側に新築ということですね。では、

了解しました。 

   あと、グローバル人材育成事業って、これ海外学習じゃなかった

ということで、じゃ、海外学習を令和５年度は行わないのかどうか、

お伺いします。 

   最後の高瀬野球場、これは令和５年度完成じゃなくて、令和６年

度の夏頃になるということです。これ何で高瀬球場聞いているかと

いうと、自分で一般質問した合宿の里で競技場とか球場とか、多く

関わってもらって、交流人口を拡大したらどうだというような提案

をしましたので、高瀬球場のほう、来年夏頃ということですから、

これ、ぜひ、こけら落しを例えば県内の高校野球の有名校と宮城県

の有名校の練習試合を企画するとかというふうにして来ていただい

て、アピールしてもらうのも何か復興をアピールできるのかなと思

ったもので質問しました。こけら落としについて、今のところ考え

はあるのかどうか、お伺いします。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 住民課長。 

○住民課長（柴野一志君） それでは、法人税割の減少理由についてと

いうことでございますけれども、まず、法人税割につきましては、

国の法人税額そのものが課税標準となっておりますので、詳細な分

析には至っていないところではございますけれども、まず、一般的

な見方として、法人税割が減少する原因となることについては、そ

の法人の所得の減少、それから事業規模の縮小などが挙げられます。 

   その上で、こちらは令和３年度の実績になりますけれども、浪江
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町で法人税割の対象となった法人の中で、全体の８割が建設土木系

ということもございまして、そういったところの多くが復興事業に

携わって収益を上げていたということは事実でございます。 

   そういったところを踏まえますと、今回の法人税割の減少につき

ましては、少なからずとも復興事業というものが影響を与えている

可能性はあると見ているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田厚志君） 特定帰還居住区域の計画策定につきま

して、再質問をいただいております。 

   こちらにつきましては、議員のご指摘のとおり、法律が成立して

から１からスタートするのではなくて、事前にできる分につきまし

ては、しっかりと事前に対応させていただきまして、また早く策定

するためには、どういうことができるかということで、国としっか

りと協議連携をしながら、取組を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） モニタリングポストの増設の件でございま

すが、こちらにつきましては、状況を勘案しながら関係機関と検

討・協議してまいりたいと考えております。 

○議長（平本佳司君） 教育次長。 

○教育次長（蒲原文崇君） グローバル人材育成事業でございますが、

来年度につきましては海外ではなく、先ほどご説明申し上げた都内

のグローバル研修施設を確保したいという計画をしております。 

   また、高瀬球場を来年６月、１年以上先になりますけれども、こ

ちらの再開をアピールというところで、今現在どういったことをす

るのかというのは、具体的には、まだ決めてはおりませんが、ご指

摘があったような形でいろいろと企画をしていきたいと思っており

ます。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） ほかに。 

   10番、髙野武君。 

○10番（髙野 武君） 予算資料のほうからお願いをします。 

   初めに、10ページ、１番、継続事業ですけれども予防接種事業と

して、感染症まん延防止のため、各種の予防接種実施のために予算

計上がありますけれども、この中で、新型コロナワクチン接種の件

ですけれども、ちょっと最近のマスコミ報道では５類ですか、に移

行して、診療、接種、入院とも自己負担になるというような報道が
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大分されております。 

   その辺でちょっと伺いたいと思いますけれども、自己負担となれ

ば、国県支出のうち5,639万3,000円ですか、この辺の減額の可能性

もあると私は思いますけれども、この辺に関して国のほうから何か

通達というか、通知というか、連絡等はあったのか。また、今後の

見通しでもあれば伺いたいなと思います。 

   その次に、14ページの20番、水産物のモニタリングというのは、

この件で321万6,000円、前年から見れば189万6,000円ですか、増額

になっております。これは請戸の魚市場に荷捌き施設ですか、に配

備されている放射線測定器、この稼働実態というのは、私個人が知

る限りでは、今までなかったような記憶なんですけれども、漁協で

は、うちは漁協のほうに委嘱とか委託してありますので、漁協の説

明ですけれども、現在動かしていないという説明でしたので、前年

よりも189万6,000円のアップになる訳、理由、ここら辺はどういう

経緯でアップになったのか、これをお願いしたいと思います。 

   次に、その下の21番、新規事業であります。請戸港で水揚げされ

た魚介類を活用し、主要都市において有名シェフとコラボしたイベ

ントを開催。また漁業のＰＲ動画を作成とありますけれども、年何

回ぐらいの開催で、多分、東京、さいたま近辺かとは思いますけれ

ども、どこでの開催を予定しているのか。 

   また、ＰＲ動画の作成の件ですけれども、現在、ポスターとかい

ろんな形で現在でも作成されておりますけれども、この辺の動画関

係であれば配信先とか、どの辺で予定なのかを知りたいなと思いま

す。 

   併せてですけれども、コラボ関係でヒラメが請戸港にあるとメイ

ンになっておりますので、その他、地元ではいろんな魚種が、揚が

っております。大体どんな魚種を考えて、時期的なものですけれど

も、要するに、いろんな魚種というなら時期があるので、旬の時期

に合わせて開催をしていただければと思うんで、この辺もちょっと

併せてお願いしたいなと思います。 

   その次に、ページ18、6番。津波被災地整備に伴い用地買収事業

ということで、これも継続中でありますけれども、5,747万8,000円。

前年から見れば、かなりの増額になっております。これは買収の要

請があったのか、それとも買収の見通しが立ったから増額になった

のか。また、地権者約何名分ぐらい、何筆分を予定しているのか。

これで一応地権者全員の買収予定が完了するからの金額なのか、そ

の辺も併せてお願いをします。 

   最後に、22ページ、11番、震災遺構管理運営事業というものです
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けれども、これは総事業として2,955万8,000円という計上ですけれ

ども、これに関しては前年４月から12月までの入館者数、要するに

４万2,576人ですけれども、これでどのぐらいの入館料が発生した

のか。また、今年度総事業費2,985万7,000円のうち入館料、要する

に前年度の実績により見込んでいたかとは思うんですけれども、こ

れが何％くらい見込んでいるか。併せて前年４月から12月までの入

館料の答弁も、できるならお願いします。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（西 健一君） それでは、新型コロナウイルスワクチ

ン接種の自己負担でございますが、現段階では国からの正式な通知

は来ていないところでございます。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） それでは、ご質問にお答えいたします。 

   まず、予算資料の14ページ、番号20番、水産物モニタリング事業

についてお答えしたいと思います。 

   こちらの内容といたしましては、相馬の検査機関で実施するもの

と、議員おただしのとおり、請戸漁協が実施するものが含まれてご

ざいます。それで、漁協が実施する検査についてですが、これまで

の実施状況でございます。令和４年10月18日に第１回目の検査を実

施しておりまして、対象魚種はイナダ、ヒラメを実施しています。

検査結果は、いずれの魚種もＮＤだったという報告をいただいてお

ります。今後の予定としては、年度内に２回目程度実施予定と聞い

てございます。 

   続きまして、同じページの番号21番ですね。水産業情報発信事業

についてお答えいたします。 

   こちら、ここで何回やるのかということでございますが、今後、

予算を承認いただきましたら、発注の手続に移るのですけれども、

そちらで発注の内容については検討していきたいと考えてございま

す。首都圏ですね、東京とか、そういったところでもシェフ、料理

人とのコラボした請戸の魚または町の産品ですね。大堀相馬駅、そ

ういったものも組み合わせた中でＰＲをしていきたいなと思ってお

りますし、飲食店などをお借りして、そういうところでイベントを

開催するなども検討していきたいと思います。 

   それから、いろいろな魚種があるけれども、どういったものを想

定しているのかということがございますが、もちろんヒラメなども

取り上げてまいりたいと思っておりますし、シラウオなどもブラン

ド力があると考えておりますので、そういった魚種についても検討



- 179 - 

して、効果的なＰＲにつなげていきたいと考えてございます。 

   以上でございます。 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） 暫時休議に入ります。 

（午前１１時２６分） 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） 再開します。 

（午後 １時００分） 

───────────────────────────────── 

○議長（平本佳司君） 答弁者、建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） それでは、髙野議員のご質問にお答えをい

たします。 

   まず、買収の要請はというようなことでございますけれども、た

だいま数件買っていただきたいというようなご相談をいただいてい

るところでございます。 

   また、防集全体の残りの面積でございますが、約4.4ヘクタール、

筆数は100筆、地権者は約39名でございます。ただ、今回の当初予

算につきましては、請戸地区と棚塩地区で虫食いを潰して一つの団

地として使いたいというようなところでありまして、こちらにつき

ましては約1.7ヘクタール、地権者35人で73筆を計上しておるとこ

ろでございます。 

   また、今後の見通しはというようなことでございますが、先ほど

もお答えしましたが、数件の引き合いが来ておりまして、令和４年

度につきましては待ちの状態でございましたが、令和５年度につき

ましては、こちらから積極的に地権者の方にアプローチをしまして、

虫食いの状況を潰していきたいと考えているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 教育次長。 

○教育次長（蒲原文崇君） 予算資料22ページ、番号11番、震災遺構管

理運営事業のご質問についてお答えいたします。 

   本年度４月から12月までの入館者数は４万2,766名でございます。

12月までの入館料は大体1,000万円弱というところでございます。

参考までに、２月までの総数で言いますと４万7,857名、入館料は

1,150万円程度となってございます。 

   それから、当初予算における入館料の占める割合でございますが、

当初予算では入館料1,020万円ほど収入を見込んでおりまして、大

体35％ほどとなってございます。 

   以上でございます。 
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○議長（平本佳司君） 10番、髙野武君。 

○10番（髙野 武君） 再質問を行いたいと思います。 

   10ページの１番のほうは了解しました。 

   それで、14ページの20番の件ですけれども、先ほどの説明の中で

大体は了解しているんですけれども、ただ、この件に関して漁業者

が、やはり我々が水揚げしたものに対して、現状では先ほど年２回

ですか、検査をしたということでありましたけれども、ただ、現状

では相馬港のほうでほとんど一手にやっておりますので、ただ、今

現状、相馬港で水揚げされたものに対しては請戸地区ではやってい

ないんですよ。ただ、相馬港でその日に検体が上がらなかった魚種

に関しては、我々が請戸港から相馬港まで運搬をして、向こうで計

測してもらうという状態になっているんです。 

   だから、この金額321万6,000円くらいですけれども、ただ、それ

が年に何回分くらいがあるか、１回の経費というのは私としては分

かりませんけれども、ただ、そのための省力化、我々漁業者が一番、

原子力発電所に近いということで、ある程度の予算計上してもらっ

た経緯も分かります。ただ、我々漁業者が相馬港まで相馬で水揚げ

されていないものに対しては持っていく。何のための機械の購入で

我々が要請したのか、これはちょっと意味が不明なんですよ。とい

うことは、そのための省力を考えるんであれば、やはり役場のほう

でもそれだけの、相当のお骨折りをいただいて予算を計上していた

だいたという経緯を考えれば、やはりできるんであれば、ですけれ

ども、行政指導なり何なりをしていただいて、できるんであれば、

これだけのせっかくの機械が導入してあるということであれば、ぜ

ひ利用していただくような方向で考えていただく、このような行政

指導も考えられるのか、その辺をちょっと伺いたいと思います。 

   あとその下、21番、これ新規事業になっていますけれども、ただ、

先ほどの説明の中では、大堀相馬焼とか、いろんな関係とコラボレ

ーションをしてやりたいということでありましたけれども、コラボ

レーションしてやるのは結構ですけれども、ただ、あくまでもこれ

は新規事業で水産物の情報発信となっていますので、その辺の解釈

がちょっと私と違うもので、その辺を再度お願いしたいと思います。 

   ページ18の６番、これは津波被災地に関することは了解をいたし

ました。 

   あと、22ページの11番、これも了解をいたしました。 

   以上２点をお願いします。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） 質問にお答えいたします。 
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   今、再質問でいただいたように、地元漁業者が効率的に省力化で

きるような検査が求められると考えておりますので、地元請戸の検

査体制、しっかり需要に応じて回数を重ねられるよう、漁協と引き

続きしっかり協議してまいりたいと考えております。 

   続きまして、ナンバー21番で情報発信事業についてでありますけ

れども、もちろんメインとなるのは魚介類、請戸産の魚であること

は、そこがメインになるわけですけれども、首都圏で浪江をＰＲす

る際に、やはりせっかくの機会ですので、浪江の文化、そういった

ものも含めて発信していきたいと考えておりますので、そのあたり

の要素も加えていくことで効果が上がると考えておりますので、ご

理解いただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（平本佳司君） 10番、髙野武君。 

○10番（髙野 武君） 積極的に指導していただくということで、理解

を賜りまして、終わりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） ほかに。 

   12番、松田孝司君。 

○12番（松田孝司君） 予算資料から質問したいと思います。 

   まず、19ページ、土木費の16番、Ｆ－ＲＥＩ周辺環境調査事業で

1,000万円が予算計上されています。これは周辺環境整備等の調査、

範囲はどの辺までか、あと調査内容はどうなのか、これをお聞きし

たいと思います。 

   あとは、次の17番、町内多言語化促進事業1,481万6,000円、多言

語化って何か国語ぐらい考えているのか、あと翻訳機などの有効利

用を考えているのかをお伺いしたいと思います。 

   あと、予算資料の22ページ、13番、復興海浜緑地整備事業、来年

度の予算ではどの辺まで工事を進捗予定なのか、これをお聞きした

いと思います。 

   あと15番、学校給食運営事業、今回大熊町立学校への給食支援事

業を追加されました。この支援事業をどの辺まで見ているのか。調

理までか、あと配送まで考えているのか、お伺いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） 松田議員のご質問にお答えいたします。 

   予算概要の19ページのナンバー16、Ｆ－ＲＥＩ周辺整備環境調査

事業についてでございます。 

   さきの一般質問等にもございましたように、Ｆ－ＲＥＩの立地に

伴いまして研究者等の居住や交流人口の拡大が見込まれることから、
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今後Ｆ－ＲＥＩの立地を踏まえた住まいや交通、産業といった、ま

ちづくりのデザインというものを検討していく必要があるというふ

うに考えております。 

   こうした中におきまして、まず来年度、その前段といたしまして、

Ｆ－ＲＥＩに類似した研究機関等が立地したことによる周辺環境整

備等に関する先行事例を調査、分析しますとともに、周辺環境整備

等に係る基礎調査を行いまして、町が取り組むべき内容につきまし

て整理するための事業となっております。 

   なお、今後、具体的な範囲等につきましては、当然、今後国と協

議が必要というふうに考えておりまして、国との協議、国との役割

分担等も含めまして、今後検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

   続きまして、町内多言語化促進事業についてでございます。 

   こちらにつきましては、来年度宿泊施設等へ翻訳ソフト導入等を

することによりまして、接客のコミュニケーションでありますとか、

メニューの多言語化、そういったものの支援を考えてございます。 

   こちらにつきましては英語を中心に考えておりますが、英語のほ

か中国語、韓国語といったところをターゲットに置いておりますけ

れども、これまでの先進事例等も踏まえながら、あるいはニーズ等

も踏まえながら、英語のほか必要な言語につきましても対応してま

いりたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 教育次長。 

○教育次長（蒲原文崇君） 予算資料22ページ、ナンバー13の復興海浜

緑地整備事業のご質問についてお答えいたします。 

   当該事業につきましては、令和５年度、６年度、７年度、３か年

の整備事業になってございます。まず、来年度につきましては造成

事業のほうを発注させていただきまして、一部建物が入れば建物の

工事も入れればというような中身でございます。 

   続きまして、ナンバー15、学校給食運営事業でございます。 

   大熊町の町立学校のほうに配食ということになりますが、調理ま

でが調理場で、運搬については大熊町が行うということになってご

ざいます。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） ほかに。 

   15番、紺野榮重君。 

○15番（紺野榮重君） 15番、紺野榮重です。 

   歳入歳出の予算資料から質問いたします。 
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   ７ページの番号20番、津島支所の150万円、肉祭り等のイベント

を実施し、コミュニティの再生を図るというふうなことで、新規事

業なんですけれども、これの、ちょっと説明をしていただきたいと

いうふうに思います。 

   それから、13ページの番号18、森林環境譲与税事業で2,000万円、

生活保全林内の整備計画を行うというふうなことですけれども、新

規事業なのでどのような事業なのか、説明を願います。 

   それから、Ｐの14の番号が22、さけふ化施設等整備事業１億

2,100万円、さけふ化施設及び採捕施設に係る造成工場を実施する

というふうなことですけれども、造成工事はどのぐらいの面積であ

るのか、お伺いをいたします。 

   それから、15ページの番号が２番、大堀相馬焼振興事業というふ

うなことで2,640万円、陶芸の杜おおぼりの維持管理、それから窯

元の町内再開支援と、再生を総合的に推進するというふうなことで

すけれども、これ新規ですのでお伺いをいたします。 

   そして、町内での再開支援というふうなことは、場所的にはどの

辺に限定をされるのか、お伺いをいたします。 

   それから、16ページの番号16、木材製品製造拠点整備事業11億

3,600万円、製品保管倉庫を追加整備、周辺の環境対策とあります

けれども、この中で環境対策というふうなのはどのような対策なの

か、お伺いをいたします。 

   最後に、16ページの番号19、プレミアム商品券の発行、２億

3,800万円、昨年は３億8,000万円の予算だったと思うんですけれど

も、昨年の予算との違い、そういうふうなことでの、どういうふう

な違いが出てくるのか、お伺いをいたします。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 津島支所長。 

○津島支所長（横山秀樹君） まず、７ページの20番、津島地区活性化

事業の内容でございますが、こちらにつきましては、震災前、津島

地区のほうで肉祭りを開催しておったわけですけれども、これが思

い出せるようなイベントの開催を計画しておりまして、開催時期に

つきましては秋頃、それから集客人員としては約100人から150人を

見込んでおりまして、活性化センターの屋外でバーベキュー等を実

施する計画であります。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） お答えいたします。 

   13ページ、ナンバー18の新規事業である森林環境譲与税事業につ

いてお答えいたします。 



- 184 - 

   こちら森林環境譲与税事業は、平成31年３月に創設された森林環

境譲与税を財源として全国で実施されている事業となります。中身

といたしましては、森林整備に関する施策、森林の整備を担うべき

人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、

木材の利用の促進など、様々な使い道に活用できるというところで

ございます。 

   当町では、これまで基金に積立てしてきたところですけれども、

令和５年より活用いたしまして、浪江生活環境保全林、いこいの村

周辺でございますけれども、そちらの整備についての年度別計画を

策定する予定としております。 

   続きまして、14ページ、ナンバー22、さけふ化施設等整備事業に

ついてのお答えをします。 

   こちらの造成面積を質問いただいたところですが、まずさけふ化

施設造成面積、これは小野田地区になりますけれども、こちらは

6,739平米になります。もう一つのサケ採捕施設は北幾世橋地区に

なりますが、そちらに関しましては1,615平米になります。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 中君） ご質問、誠にありがとうございます。 

   15ページ、資料のナンバー２でございます。大堀相馬焼事業全般

についてご説明いたします。 

   環境保全や印刷製本、こういった細かいもの、オープンセレモニ

ーの予算なども入っておりますが、大きな中では、陶芸の杜おおぼ

りを運営していただくための指定管理料と大堀相馬焼の里再生事業

補助金、こういうものがございます。 

   大堀相馬焼の再生事業補助金といたしましては、井手、小野田、

大堀において、窯業の事業再開を支援するという目的でございます

ので、このエリアで事業を再開する場合、通常の事業再開補助金が

該当になる場合、その以外の自己負担分の一部を負担するという中

身になっております。一旦200万円掛ける３件を計上しております。 

   次に、木材製造拠点11億円のうち、環境対策とは何かというご質

問でございます。 

   木材製造拠点の予算につきましては、５年前、やや不足した中で

スタートし、状況を見ながら粘り強く追加予算の要求をし、めどが

立ちました。そういった中で、８億円の防風、防潮、防音の壁を造

って、地元の方に迷惑をかけない産業団地にしたいという８億円の

予算、そして当初から計画されて計上できなかった東倉庫棟、これ

３億円、この予算を計上させていただきまして、両方で11億円とな
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ります。 

   次、ぺージ16、ナンバー19のプレミアム商品券、昨年との違いで

ございますが、昨年といいますか、今年度でございますが、今年度

は３万円の県からの補助金と２万円のコロナ補助金を使って５万円

のプレミアム商品券を用意し、その1.5倍、すなわち7.5万円の買物

ができるというものでしたが、ほかのそういった補助金がありませ

んので、県の補助金を使って３万円のプレミアム商品券、そして

4.5万円の買物ができるというようなプレミアム商品券を令和５年

度は計画しております。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 15番、紺野榮重君。 

○15番（紺野榮重君） 再質問します。 

   津島の肉祭りというふうなことを新しい企画で大変期待いたしま

す。そういうふうな中で、この主催というふうな、どこが中心にな

ってやられるのかというふうなことをお伺いいたします。 

   それから、森林環境譲与税というふうなことでの2,000万円、こ

れともう一つ、ふくしま森林再生事業１億850万円というふうな、

同じこのような森林関係の事業なんですけれども、その違いはどう

いうふうなことか、お伺いをいたします。 

   それから、さけふ化施設等整備事業というふうな中では、この造

成工事というふうな中で、サケ採捕施設というふうなのは場所が違

って、幾世橋のほうに1,616平米というふうなことなんですけれど

も、この施設が完成する予定というふうなものはいつ頃になるのか、

これをお伺いいたします。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 津島支所長。 

○津島支所長（横山秀樹君） 津島活性化事業の主催ということでござ

いますけれども、こちらは町というか、担当が津島支所になります。 

   基本的には、業務的には委託で行いたいと思いまして、まちづく

りなみえとか津島地区の行政区長会等の協力を得ながら、委託で行

いたいと考えております。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） それでは、ふくしま森林再生事業と森

林環境譲与税事業の違いについてお答えいたします。 

   まず、森林環境譲与税事業につきましては、先ほどもお答えいた

しましたけれども、全国で展開されていて、国として、国民として

森林を大事にしていかなくちゃいけないという趣旨の全国で展開さ

れている事業でございます。 
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   一方、ふくしま森林再生事業につきましては、福島県特有の、避

難により森林管理ができていない森林所有者に代わって、間伐など

の森林整備、あとはそこまでの作業道の整備、表土流出防止対策等

を、これは放射性物質の流出対策になるとは思うんですけれども、

そういったものを実施していくという福島県独自の、福島県の補助

事業を町が実施主体として行っている事業となっております。 

   当町では令和元年度より実施しており、これまで約80ヘクタール

の森林整備を完了しているところでございます。 

   続きまして、さけふ化事業についてお答えいたします。14ページ

ナンバー22でございます。 

   こちら、完成時期といたしましては、令和７年度中、令和７年に

完成をして、そこで供用開始をして、できれば想定としては令和

８年３月、放流に向けて進めていきたいと考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 15番、紺野榮重君。 

○15番（紺野榮重君） 最後のさけふ化施設等整備事業なんですけれど

も、この造成工事、さけふ化施設と採捕施設というふうなことも造

成工事に含まれるのか、そしてまた、その中で北幾世橋というふう

なのは、どこのところを造成するのかというふうなことをお伺いい

たします。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） さけふ化施設等整備事業についてお答

えいたします。 

   まず、造成工事でありますけれども、小野田地区はまずふ化場の

造成を実施するということでございます。そして、北幾世橋の荒井

地区におきましては、元の観光食堂周辺に倉庫などを建設する予定

となっておりますので、そちらの造成工事を実施する予定となって

ございます。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） ほかに。 

   ５番、小澤英之君。 

○５番（小澤英之君） ５番です。何点か予算資料に基づいて質問をさ

せていただきます。 

   まず、13ページの15番、ため池関係であります。 

   従来から進めておりますけれども、令和５年度にどのぐらいの規

模でやられるのか、または今後、令和５年度で全て終わるのか、ま

たは継続であるのか、その辺の回答をお願いしたいと思います。 
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   それから、16ページの20番、地域おこし協力隊関係なんですが、

全て一般財源というふうなことで計上されているわけなんですが、

具体的にその協力隊の、何名で、どういったことを行っていくのか、

その辺の回答をお願いしたいと思います。 

   それから、18ページのナンバー３、道路修繕事業関係であります。 

   避難指示が解除になっているところ、今度３月31日に解除になる

拠点等、まだまだ修理をするところがあるのかなと。今回１億

5,300万円というふうな予算の数字になっているわけなんですが、

町として捉えている数字の何％ぐらい、例えば７なのか、８割なの

か、この辺で１回やりたいというふうなことなのかどうか、または

全てこれでカバーできるのか、その辺の回答をお願いしたいなとい

うふうに思います。 

   それから、最後になるんですが、21ページ、ナンバー８、埋蔵文

化財発掘調査事業です。 

   総事業費１億円というふうな、この中でも一般財源が１億5,400

万円というふうな、かなりの大きな金額を予定されているんですが、

その内容についてお示しいただければというふうに思います。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） それでは、当初予算の資料13ページ、

ナンバー15、ため池等放射性物質対策事業についてお答えいたしま

す。 

   ため池の放射性物質対策事業につきましては、これまで23ため池

で行われまして、一旦そちらの対策は終わったところです。しかし

ながら、その後のモニタリング調査をいたしまして、再度上昇を確

認しているため池がございます。 

   令和５年度におきましては、その再上昇した関ノ倉、古堤、それ

から目倉沢第１、第２ため池について、放射性物質対策工事を実施

するものとなっております。 

   今後、事業はあるのかというご質問ですが、継続してモニタリン

グを行いまして、再度上昇が確認されたため池につきましては、国

と協議をしながら対策について進めてまいりたいと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 中君） ご質問ありがとうございます。 

   ページ16、ナンバー20、地域おこし協力隊の中身についてお答え

いたします。 

   まず、今年度は、途中で入った方、途中で抜けた方なども全て含
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めますと６人の実績がございます。その中で、大堀相馬焼としては

４人、語り部視察対応としては２人でございます。 

   令和５年度の予算といたしまして、８人分を計上させていただき

ますが、この語り部視察、大堀相馬焼に限らず、該当のある項目が

あれば、そこもどんどん当てていきたいと思いますが、差し当たっ

て今言った業務の継続ということがベースになってまいります。 

   さらには、財源につきましては、ここの計上の中では全部一般会

計と一般財源というふうな表現になっておりますが、これは総務省

からの事業でございまして、後ほど総務省からお金が戻ってくると

いうことがありますので、全部一財というわけでもございませんと

いうことを付け加えさせていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 建設課長。 

○建設課長（戸浪義勝君） それでは、資料の18ページ、３番の道路修

繕事業についてご説明をいたします。 

   こちらにつきましては、町道曲師前矢沢町線と、あとは南宮上内

田線という路線にひもづいた予算のものと、あと道路修繕費、町内

全体を見回しての予算を計上しているところでございます。ひもづ

いた金額は申し上げられませんけれども、まず全体の道路修繕費と

しましては5,000万円ほど計上しているところでございます。 

   こちらにつきましては、現在町で把握しているもの、また後、こ

れからパトロール等で現場を確認しまして修理が必要なところにつ

きまして、リスト化をして工事をさせていただくものでございます。 

   したがって、全体的に何％というような把握はしておりませんの

で、もし議員におきまして、いろいろここが段差あるとか、お気づ

きのところは遠慮なく申出いただければ、調査の後、対象とさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（平本佳司君） 教育次長。 

○教育次長（蒲原文崇君） 予算資料21ページ、ナンバー８の埋蔵文化

財調査事業についてのご質問にお答えいたします。 

   主な中身としましては、公共事業埋蔵文化財発掘調査としまして、

棚塩地区畜産施設におけます埋蔵文化財調査の、まず今年の令和

４年度実施したものの報告書作成委託業務、あと同じく棚塩地区の

畜産施設の発掘調査、第３次となります来年度分の発掘調査。それ

から、一般埋蔵文化財発掘調査になっております。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） ５番、小澤英之君。 

○５番（小澤英之君） 再質問をさせていただきます。 
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   まず、13ページ、15番、ため池関係なんですが、そうしますと、

新規はもうないよと、今後はもう全てこういったモニタリングで上

がった部分だけだよというふうなことでの理解でよろしいかどうか、

再確認です。 

   それから、16ページ、ナンバー20の地域おこし協力隊、令和４年

ですと６人でプラスマイナスがあったよと。参考までなんですが、

途中で辞められた方の理由が話せるんであれば、ちょっとお話をい

ただければなというふうに思います。 

   それから、18ページのナンバー３の道路修繕関係なんですが、こ

れはよく私申し上げるんですが、ここをやってもらいたいという要

望があったときに、今はすぐできないんだと、こういう理由があっ

た場合に、取りあえずそういった説明を先にしていただいて、予算

が例えば令和５年度できなくて、次年度になりますよとか、そうい

った内容のお話を、ぜひ、していただきたいなと。といいますのは、

言っても何にもやってくれないんだというふうなことで、町民の方

が言われるのが一番困るところですから、そこはぜひお願いしたい

なというふうに思います。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） ため池放射性物質対策工事について、

今後新規はないのかというご質問にお答えいたします。 

   基本的に、解除区域、それから特定復興再生拠点区域の受益農地

に関するため池についてはないと考えておりますが、今後それ以外

の、特定復興再生拠点区域以外の農地に受益するため池もあります

ので、そちらで営農再開が進むということになった際には、そうい

ったところは検討するようになるかと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 中君） 地域おこし協力隊は、原則として３年

まで勤められるんですが、なかなか３年ずっとやる方というのはあ

まりいなくて、出入りが激しいというのが現状であります。 

   やはり辞める理由としては、遠くから来ていますから、家族の理

由だとか、もっといい仕事が見つかったとか、そういう理由でござ

います。 

   なるべく長い間全うしていただきたいなということでケアを続け

ております。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） ほかに。 
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   １番、武藤晴男君。 

○１番（武藤晴男君） いろいろ質問があったんですけれども、私のほ

うからは２点だけ質問させてください。 

   予算資料の6ページの10番、地域集会施設修繕事業あるんですけ

れども、ここは今現在、避難解除されているところは当然なんです

けれども、今後、今年度から拠点区域の解除を行いまして、新たに

津島地区、大堀地区とか、解除地区の当然集会所も対象になると思

うんですけれども、その辺の確認をさせていただきたいと思います。 

   もう一つなんですけれども、予算資料の９ページ12番、生活支援

バス事業、これで見ますと、二本松、本宮、南相馬市において生活

支援バスを運行していきます、ということは今までもやっていたと

思うんですけれども、今後、先ほど私が言いましたように、復興拠

点の解除によって、津島地区、室原地区、末森地区にバス停を配置

して生活支援バスの運行をするとあるんですけれども、まず一つ、

その運行計画がもし今あるんであれば教えていただきたいのと、あ

とバス停は具体的にどの辺を指しているのか、その質問をさせてく

ださい。回答をお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） ６ページの10番の集会施設修築事業費補助

金の件ですが、こちらにつきましては、ここに記載のとおり、集会

所の改修、外構整備、備品購入等であれば、それに対して補助が出

るようになっております。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松本幸夫君） ９ページのナンバー12の生活支援バス

事業につきましてお答えいたします。 

   31日の避難指示解除に向けて今協議をしている段階なんですが、

今後行われる公共交通会議で承認を得られましたら、こちらのほう

に設置する予定でございます。 

   場所につきましては、津島地区につきましては活性化センター、

室原地区につきましては防災拠点、あと末森地区につきましてはも

みの木広場を予定してございます。そのほかに加倉のスクリーニン

グ場にも要望がございましたので、こちらにも設置を予定してござ

います。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） 先ほどの集会施設への補助の関係ですが、

１点補足させていただきたいと思います。 
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   賠償を受けている部分については、その部分は除かれることにな

りますので、その辺はご注意願いたいと思います。 

○議長（平本佳司君） １番、武藤晴男君。 

○１番（武藤晴男君） 先ほど質問の中で、当然帰還困難区域が解除さ

れた地域の残存する集会所、そちらも当然該当になるということで

よろしいでしょうか。 

   それともう一つ、停留所については理解しました、生活支援バス

のね。ただ運行、例えば南相馬から浪江に来て、あと相互間ありま

すよね。二本松から福島経由で来て南相馬に行くとかというのも考

えているのかどうなのか、ちょっと質問したいと思います。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） 集会所の補助の件ですが、先ほど申しまし

たように、基準に合致するものであれば解除後の集会所も該当いた

します。 

○議長（平本佳司君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松本幸夫君） 南相馬、浪江町間につきましては南相

馬から室原までで、津島のほうにまで運行、行くことはちょっと困

難ということで考えてございます。その場合については、デマンド

タクシーを利用していただきたいというふうに考えてございます。 

   二本松から浪江につきましては、津島を経由し、室原、末森、加

倉を通りまして町中という形で、帰りの便もそのルートで帰るよう

な形になってございます。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） １番、武藤晴男君。 

○１番（武藤晴男君） 分かりました。運行計画については分かり次第、

町民に示していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（平本佳司君） ほかに。 

   ２番、紺野豊君。 

○２番（紺野 豊君） 何点か質問しますけれども、まず歳出の予算書

から、108ページ、民生費の目２の老人福祉費、その中の報償費

1,967万3,000円、敬老祝い金となっているんだけれども、去年はど

のぐらいだったのか。 

   あと、次が歳入歳出予算資料の中の８ページ、５番、予算書108

ページの復興公営住宅サポートセンター運営事業3,716万8,000円、

これ、去年あたりはコロナ禍だからできなかったと思うんだけれど

も、この金額の出した根拠を聞きたい。 

   次が９ページの16番、コミュニティ助成事業、これ、すごく大事

な事業なんですよね。一応、今若い人なんかも随分商工会とか関係
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の青年部とかいろいろ、あとは環境とかそういう感じでやっている

んだけれども、1,290万円ほど作ってありますけれども、去年の実

績、加えて今年この作った金額というのは、今から若い人にやって

いかないと、数字的に仕事をやってもらわないと、やっぱり人口も

増えていかないし、そういう部分にも力入れてほしいんで、その中

の根拠をおっしゃってもらえますか。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松本幸夫君） 敬老祝い金につきましては、80歳から

84歳につきましては7,000円で889名を見込んでございます。85歳か

ら89歳が8,000円で725名、90歳以上で１万円ということで645名を

見込んでございます。あと、100歳になられた方については10万円

で12名を見込んでございます。 

   続きまして、サポートセンターの事業につきましてですが、こち

らについては、今年度はコロナ禍の影響がございまして、訪問等が

ちょっとできなかった時期がございました。その場合につきまして

は、電話等で連絡をしながら状況を確認し、必要な世帯については

訪問活動を実施しているところでございます。 

   続きまして、コミュニティ助成事業につきましては、今年度で27

件ほど申込みがございました。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） よろしいですか。ほかに。 

   13番、佐々木勇治君。 

○13番（佐々木勇治君） 予算資料で質問します。 

   11ページの番号14番、仮設トイレ借上設置事業ですけれども、15

か所の場所はどこか、改めてお伺いします。 

   また、誰がどのような頻度でどのように管理をしているのか、お

伺いします。 

   飛びまして、20ページの番号２番、趣旨は理解しますが、なぜ今

までやらずに今年度の新規予算になったのか、経緯をお伺いします。 

   また、町内の消火栓、防火水槽は各何か所の設備調査を行うのか、

それと特定復興再生拠点区域の扱いはどんなようになっているのか、

お伺いします。 

○議長（平本佳司君） 住民課長。 

○住民課長（柴野一志君） 予算資料11ページの番号14番ということで、

仮設トイレの設置場所でございます。 

   令和５年度は当初予算計上でまだですので、令和４年度の実績で

申し上げますと、まず15か所ございまして、室原消防屯所、それか
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ら昼曽根消防屯所、そして東郡電子、南津島の集会所、それからＪ

Ａ津島の支所、手七郎の消防屯所、津島集会所、羽附集会所、陶芸

の杜おおぼり、椚平墓地入り口、それから広谷地の墓地、長安寺の

駐車場、114から399のほうに折れまして弁慶岩というところござい

まして、そこに１か所、それから羽附の防火水槽付近、末森の集会

所ということで、計15か所になっております。 

   管理のほうでございますけれども、令和４年度につきましては株

式会社泉田組のほうに発注しておりまして、そちらのほうでトイレ

の清掃につきましては旧来、週１回という頻度で実施させていただ

いたところでございますけれども、それまでの経過で様々な方々か

ら少し汚れているというお話をいただいたこともございまして、昨

年の10月に変更契約いたしまして、週２回としているところでござ

います。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 総務課長。 

○総務課長（横山秀樹君） 20ページ、２番の消火栓等設備調査事業の

件でございますが、まず、なぜ今年度になったかということでござ

いますけれども、避難指示が解除になりまして消防団活動が盛んに

なってきたということもありまして、消防団のほうからこういった

消火栓なり防火水槽の不具合があるというような報告を受けるケー

スが多くなってきております。そういった関係で、今年度財源措置

をしまして、来年度事業を開始するというような経緯に至ってござ

います。 

   それから、箇所数ですが、消火栓のほうが283基、防火水槽のほ

うが52基を予定してございます。もちろん、こちらのほうは特定復

興再生拠点を含めまして町内全域での調査を予定してございます。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） ほかに。 

   11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） 私のほうからは５点ほどご質問させていただき

ます。 

   まず、予算書の135ページ、６の４農業振興費なんですが、本年

度予算が１億5,688万7,000円、前年度予算が10億9,700円となって

いるんですけれども、ここで９億4,000万円の減になっているんで

すけれども、そこのちょっと理由、これだけ予算が落ちたという理

由と、農業振興のための施策というのは、もうこれで完全に完了し

た、十分だというふうな予算を取ったのかどうかの確認をします。 

   ２点目は、同じく営農再開支援事業、これは前年と今年とで同じ
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ような予算、９億6,000万円と９億8,000万円というふうなんですが、

今回の補正予算でここの営農再開支援事業費が２億円の減額の補正

を組んでいるんですね。資料のほうの12ページのところに農林水産

業費のいろんな項目が載っていますけれども、例えば３番目の新規

就農者確保促進事業が、前年度は8,600万円組んでおいて、今回は

5,600万円。もう一個言いますと、７番の地域農業活動推進事業、

これが前回１億5,000万円で、今度は１億8,000万円に上がっている

と。ところが、これ補正予算では1,500万円の減額になっているん

ですよ。 

   ここの地域活動推進費だけを取れば、今回3,000万円プラスの予

算を組んでいるのに、前回、去年の予算からは1,500万円不用額で

減額になっている。それは予算の組み方でいいと思うんですけれど

も、これ多分、今年も同じふうに組んでいけば、同じような予算で

やっていけば、当然これ減額になるようなことになってしまうんで、

この辺、新たにこの予算をうまく消化できる、利用できるというよ

うな施策があるのかどうか、お尋ねします。 

   ３番目が予算書の145ページで、目が商工振興費なんですけれど

も、節の18の負担金、補助及び交付金のところで、浪江町町内再開

事業者光熱水費補助金を予算として組んでいるんですが、現状を考

えて、これだけ光熱費が上がってきて、一般的に世間を見れば、こ

ういったものの負担で廃業になっているところが相当増えている今

現状なものですから、ここの予算が実はこれ光熱費が100％補助し

ているわけではなくて、上限があるんですけれども、ほぼ約  

２分の１程度の補助金になっているんですけれども、やはりここの

現状を考えて、ちょっとこの辺の予算、もちろん補正ではいいんで

すが、少し補助を上げてあげて、ちょっと浪江の今再開している事

業者の手助けをしたらどうなのかなというふうに思いますので、ち

ょっとその辺をお聞かせ願いたいと。 

   それと、そこの一番下の共同配送事業補助金、これ210万円組ん

でいるんですが、ご存じのとおり佐川とヤマト便以外は浪江には来

ないと。西濃、第一貨物、主な大きなところが来ていないと。それ

で非常に困っているということで、共同配送のいろんな経産省の補

助金を使いながらやっていて、その補助裏分と言ったらおかしいで

すけれども、残った分は町のほうに補充していただくということに

なっているんですが、これ年間経費が600万円、実は固定でかかっ

ていて、それの４分の３が経産省の補助、それでその残りが個人負

担と言ったらおかしいですけれども、共同配送事業をやっている人

の負担になっていて、その辺も物すごく負担が大きくなっていると
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ころであります。 

   そんな意味から、これ去年と同じような予算でついてきているよ

うですが、この辺もちょっと予算的にその辺の事情を加味してやっ

ていただいたのかどうかというのを確認です。 

   それと、３点目の中で、さっきプレ券の件がちょっと出たんです

けれども、去年５万円で今年は３万円というふうな話をしたんです

けれども、これ、どうして５万円にならなかったのか。 

   財源の内訳を見ると、国と県、それとその他で一般財源に分けて

いるんですけれども、去年の予算書を見ると、一般財源のほうも結

構これよりも多く出てつくっているんで、ちょっとこれは今年の状

況を見ると途中で売り切れになったというようなものですから、こ

の辺やはり予算をもうちょっと補正で上げていただいて、今年と同

等のものをやっていただけたほうがいいのかなと思うんで、その辺

の考え方を課長にお聞きしたいと思います。 

   最後に、Ｆ－ＲＥＩの件なんですけれども、あんまり大きなこと

ではないんですけれども、資料の19ページの15、16、17、それと照

らし合わせて予算書の159ページ、ここで15番、16番、17番の合計

が予算書の159ページの、要するにこれ12節委託料の2,481万6,000

円とちょっと数字が合わないんですね。どの分が合わないかという

と、資料の13ページのＦ－ＲＥＩ立地推進事業の320万円がどこか

らこれ入ってきているのか、ちょっと分からないので、その辺の説

明をお願いします。１回目はここまでです。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） まず、予算書事項別明細の135ページ

の予算が大幅に９億円ほど落ちた理由についてお答えいたします。 

   こちらに関しましては、令和４年度において育苗施設を整備いた

しましたので、その分の減額分が大きく影響しているものと考えて

おります。 

   また、農業振興費が十分かどうかというご質問ですけれども、現

在の営農再開状況は20％を少し超える程度ということでございます

ので、そういったところをしっかり営農再開率を上げていくために、

現在つかんでいる需要の見込みプラス、来年度になってから面積を

増やしたいという方への対応ができるように、プラスアルファとい

う内容にしているんですけれども、足りないとなるぐらいに営農再

開を進めることができるよう、しっかり進めていきたいと考えてお

ります。 

   また、同じく事項別明細137ページの営農再開支援事業とか、そ

ういったところも減額しているというところの内容、それから新規
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就農関係も関わるんですけれども、まず営農再開支援事業につきま

しては、令和７年度に60％の再開率を目標に進めている事業でござ

います。その意味では、先ほどの説明と同じくなるんですけれども、

現在地域で見込まれている可能性のある農地を、今後活用の可能性

の上がる情報を加味して予算を取っている状況ですが、令和４年度

においていろんな事情がございまして、各地域でそこまで想定まで

はできなかったというような状況もあったので、減額させていただ

いたところでありますけれども、こちらも県、国、それから官民合

同チーム、農協、そういった関係機関と連携を取りながら、営農再

開の面積を拡大できるよう進めてまいりまして、しっかりこの予算

を執行できるよう努めてまいりたいと考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（清水 中君） ご質問ありがとうございます。 

   予算書145ページ関係でございますが、光熱水費補助、これにつ

いてのご指摘でございます。 

   これは数年やっていまして、浪江に帰ってきた方に電気料、水道

料を出してあげるという予算でありまして、日を追うごとに件数が

かさみ、もうかっているところも、もうかっていないところも全部

一緒くたに出してきていて、このままで、どんどん増えていってや

り 切 れ る ん だ ろ う か と い う こ と が あ り ま し て 、 議 会 の 皆 様    

にも諮りながら金額を減らしていくという形を考えておりまして、

２分の１、さらには４分の１にしてフェードアウトしていくという

当初の予定でおりました。 

   しかしながら、現状がこのように変わってきたときに、このまま

でいいのかということもございますので、議会の皆様に相談しなが

ら、どうすべきか、令和５年度については考える余地はありと考え

ておりますが、一旦４分の１という形で予算を計上させていただい

ております。 

   ２番、共同配送につきましては、４分の３を経産省、４分の１を

払えないのは、財務省で全部が全部払ってやるのもおかしいだろう

ということで、４分の１は自己負担しなさいという趣旨でございま

すが、その４分の１に関してなるべく出していけるような方策を取

っていきたい。ただ、あまり執行額が足りないのは、使う人が少な

いということですので、使う人がある条件以上、月何回という条件

を超えたならばこのお金が出ますので、どんどんお声をかけて使っ

ていただきたいなと思っております。 

   次に、プレ券の３万円につきましては、これは県から５年越しで
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いただいてるお金がもう来年度でなくなるものですから、それでや

っていったということで、昨年はコロナ交付金などもあって、それ

も充当して５万円でできました。しかしながら、やはり単費でこれ

をやるべきかということになりますと、なかなか議論もありますの

で、一旦３万円で今回はやらせていただきたいなということでござ

います。 

   次に、私ちょっと質問を勘違いしていたらごめんなさい。16ペー

ジの合計額が合わないというお話は別な課ですね。 

   間違えましたので以上です。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） 渡邉議員のＦ－ＲＥＩに関するご質問につい

てお答えいたします。 

   この予算資料の19ページの15番、16番、17番と予算書の159ペー

ジとの関係についてでございます。 

   まず、予算書の159ページの委託料についてご覧いただきたいん

ですけれども、これが2,481万6,000円というふうなところでござい

ますけれども、こちらにつきましては予算説明書の16番のＦ－ＲＥ

Ｉ周辺環境調査事業、それから町内多言語化促進事業、これ、いず

れも委託でございますので、合わせると2,481万6,000円というふう

なことになっております。 

   それ以外、予算書の機構推進事業費、７番の報償費、それから次

の８番の旅費、10番需用費、11番役務費、それから13番の使用料及

び賃借料の合計が予算説明書の15番のＦ－ＲＥＩ立地推進事業320

万3,000円でございます。 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） その回答、お待ちしていました。 

   まず、１番目の農業振興費に関してですが、だから減額は育苗施

設の８億円幾つが下りたというのは当然分かっているわけで、私が

意図としたいのは、農業振興費がこれだけ減って、農業振興はもう

これで終わりなんだと、振興に関する事業に関してはもうこれで十

分なんだという見解なのかどうかということなんですよ、お尋ねし

ているのは。 

   例えば、今までカントリーエレベーターを造りました、育苗施設

を造りました、もうこれで事業再開、農業に関しては万全なのかと。

万全でないなら、何で今回予算に新しい事業を入れなかったのかと

いうのが１点。 

   ２番目の農業再開支援事業の質問の意図は、今年と去年と同じよ
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うな予算をつけていて、それで補正で3,000万円以上減額させてい

ると。それで、事業を見ると全部継続で、何の新しい戦略も見えて

ないのに、まだ減額になるようなあれなんでないかということなん

ですよ。 

   ですから、例えばこういった補助金が使えないというのは、使い

勝手が悪いのか、補助金がやろうとしている人に必要なものなのか

というのを検討していないで予算をつけたら、また同じになります

よということをお話ししたいんで、その辺の戦略はお持ちなんです

かということなんですよ。 

   ３つ目の光熱費、共同配送、プレ券に関してなんですが、これは

課長のほうから今的確なご指示があって、やはりフェードアウトす

る補助金、これはもう100パー、50パー、75パーというふうに落ち

ていくのは当然だと思うんですけれども、ちょっと状況が変わりま

したよねと。ちょっと今年の状況で変わりましたよね。ちょっと光

熱費が異常に上がってきましたよね。そのときにもう一回、例えば

２分の１を続けていくだとか、そういった形のものを取ったほうが

いいのかなということで、ちょっとお伝え申し上げました。 

   それと、Ｆ－ＲＥＩの件は分かりました。分かったところで、そ

のＦ－ＲＥＩ立地推進事業、要するに15番でＦ－ＲＥＩ立地を円滑

に進めるため、国の用地取得の支援や町内の機運を育成するための

セミナー等実施する。旅費交通費とか、講師とか、いろいろあるん

ですけれども、これ具体的にどんなことを今計画してこの予算をつ

けたというのをお尋ねします。 

   以上です。 

○議長（平本佳司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（金山信一君） １点目の予算の中身、十分なのかどう

かというところでございますけれども、皆さん地域の農家の方、一

定数再開を果たされている方もいらっしゃいます。その後、現状や

はり担い手の高齢化や、どうやって地域で生産者を育てていくかと

いう新たな課題も出てきておりますので、令和５年度においては新

たな担い手を獲得のところは力を入れていきたいなと思っておりま

すし、新規法人誘致なども、そのあたりはしっかりやっていきたい

と。 

   ただ、今継続して取り組まれている内容も大事なものでございま

す。地域の農地をしっかり守って、ちゃんと営農再開につなげてい

くということも大事でございますので、そちらはしっかり補助事業

を活用していきたいなというふうに考えております。 

   ２点目の予算の考え方ということでございますけれども、全く前
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年度と同じものをやっているということではなくて、日々いろんな

関係機関としっかり議論はしているところでありますけれども、な

かなか農業に置かれている厳しい状況もございますが、その中でし

っかり地域の農業が発展していけるように、新たな施策も継続して

生み出していきたいなというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 成井副町長。 

○副町長（成井 祥君） 渡邉議員の事業者への支援についてお答えい

たします。 

   昨今の食料品の価格の高騰でありますとか、燃料費等の高騰の高

止まりにつきましては、住民生活や産業への大きな影響を及ぼして

いるというふうなことで認識しているところでございます。このた

め、昨年の９月の議会におきまして、原油価格等の高騰により影響

を受けている事業者に対する支援についての事業を展開させていた

だいているところでございます。 

   また町では、先ほどご質問いただきましたとおり、独自の支援と

いうことで町内の事業者への光熱水費の補助でありますとか、ある

いは食材仕入れに対しても補助を展開しているところでございまし

て、様々な対策を講じているところでございます。 

   このような中、物価高騰は今、まさに世界的に影響を受けている

というようなところで、今現在、国や県でも様々な事業が展開され

ておりまして、例えば飲食店応援キャンペーンでありますとか、商

店街への支援のキャンペーンであるとか、あるいは今月から夏の電

化製品に向けた支援等の対策も講じられているようなところでござ

います。 

   町といたしまして、財源も限られておりますので、国や県の対策

の効果や今後の対応等も踏まえながら、今後の町の対応について検

討していきたいというふうに考えております。 

   続きまして、Ｆ－ＲＥＩについてでございますけれども、事業説

明資料の15番、Ｆ－ＲＥＩ立地推進事業についてでございます。 

   こちらにつきましては、主に２つの事業がございます。 

   １つ目が、事業概要にありますとおり、Ｆ－ＲＥＩの立地を円滑

に進めるために国の用地取得の支援をするというふうなことで、こ

れはまさしく今後国がＦ－ＲＥＩの本施設の用地買収に入るわけで

すけれども、これにつきましては、やはり町職員が一緒に帯同して

しっかり対応していくというふうなことが必要かと思っております

ので、当然県外に避難されている方もいれば、県内各地に避難され

ている方もいるというふうなことで、町職員が国の職員とともにし
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っかりＦ－ＲＥＩの用地の取得に向けて対応していくというふうな

意味で、その辺の旅費等の対応が必要であるというところが１点目

の事業でございます。 

   併せまして、２点目のセミナーの関係につきましては、これは渡

邉議員のほうからもご質問いただいておりますとおり、例えばＯＩ

ＳＴであるとか、つくばの方々をお招きして、そういった先進事例

を講師としてお呼びして、皆さんで聞きながら町内の意識醸成を図

っていくとか、そういった取組をぜひ展開することによって、町全

体でＦ－ＲＥＩへの取組が今後進んでいくように我々はしていきた

いなというふうなことでございます。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） 11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） ４点のうちで、今副町長からご説明いただいた

件は了解しました。まず、計画を進めてください。 

   それと、農業のほうにちょっといろいろ視点があって申し訳ない

ですけれども、自分の考え方とすると、やっぱり浪江は農業の町だ

と思っています。やっぱり農業の復活をすることが浪江町の復興に

大きく関わるんだと思います。 

   何を申し上げたかったかというと、田畑を利用するときにせっか

く今復興牧場が出来上がりつつあるんで、例えば農地を使ってデン

トコーンづくり、要するに餌をつくるようなものを今始めておいて、

それに関する補助制度だとか、そういったものを少し前もって整備

していったほうがいいのかなと。そのためのこういった予算編成を

しておいたら、いざというときに始まってもなかなかできないと思

うんで、その辺ちょっと答えをいただきたかったなというところが

１点です。ちょっとその辺で、課長のほうでお話があればお答えく

ださい。 

   以上、再々質問は１つだけです。 

○議長（平本佳司君） 町長。 

○町長（吉田栄光君） 11番、渡邉泰彦議員の再々質問について、私か

ら答弁をさせていただきます。 

   今課長が答弁をさせていただきましたが、令和５年度の農業支援

についてのおただしであります。 

   当町は農業について終わりではありません。減額しているという

ご指摘がありましたが、ほ場整備事業等々、そして今ご指摘があっ

た復興牧場との連携、トヨタとの連携もございます。 

   今この地域、被災12市町村の農業を取り巻く環境というのは非常

に厳しい状況でありますから、新たな国・県と広域的な農業につい
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ての新たな知見についても今後議論がなされていくかと思います。 

   用地や用水、排水と、あらゆる農業の今避難の中での環境につい

ては、一言で表すことができません。 

   今後、議会の皆様にも新たな異次元的な農業についても我々ご提

案申し上げながら、しっかりとしたこの浪江の農業について今後前

に進めてまいりたいと思っておりますので、どうか一つご理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（平本佳司君） ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第31号 令和５年度浪江町一般会計予算を採決いた

します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第３２号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第31、議案第32号 令和５年度浪江町文化

及びスポーツ振興育成事業特別会計予算を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第32号 令和５年度浪江町文化及びスポーツ振興育

成事業特別会計予算を採決いたします。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第３３号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第32、議案第33号 令和５年度浪江町国民

健康保険事業特別会計予算を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第33号 令和５年度浪江町国民健康保険事業特別会

計予算を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第３４号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第33、議案第34号 令和５年度浪江町国民

健康保険直営診療施設事業特別会計予算を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第34号 令和５年度浪江町国民健康保険直営診療施

設事業特別会計予算を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第３５号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第34、議案第35号 令和５年度浪江町公共

下水道事業特別会計予算を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第35号 令和５年度浪江町公共下水道事業特別会計

予算を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第３６号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第35、議案第36号 令和５年度浪江町工業

団地造成事業特別会計予算を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第36号 令和５年度浪江町工業団地造成事業特別会

計予算を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第３７号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第36、議案第37号 令和５年度浪江町農業

集落排水事業特別会計予算を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第37号 令和５年度浪江町農業集落排水事業特別会

計予算を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第３８号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第37、議案第38号 令和５年度浪江町介護

保険事業特別会計予算を議題といたします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第38号 令和５年度浪江町介護保険事業特別会計予

算を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第３９号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第38、議案第39号 令和５年度浪江町財産

区管理事業特別会計予算を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第39号 令和５年度浪江町財産区管理事業特別会計

予算を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第４０号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第39、議案第40号 令和５年度浪江町後期

高齢者医療特別会計予算を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第40号 令和５年度浪江町後期高齢者医療特別会計

予算を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎議案第４１号の質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第40、議案第41号 令和５年度浪江町水道

事業会計予算を議題とします。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより議案第41号 令和５年度浪江町水道事業会計予算を採決

します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎請願・陳情審査報告 

○議長（平本佳司君） 日程第41、請願・陳情審査報告を議題とします。 

───────────────────────────────── 

◎請願第１号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 請願第１号 福島県最低賃金の引き上げと早期

発効を求める意見書提出請願書を議題とします。 

   付託中の委員会から、タブレット端末の格納のとおり審査報告書

が提出されております。事務局長に朗読させます。 

   事務局長。 

〔事務局長朗読〕 

○議長（平本佳司君） ただいま朗読のとおりです。 

   所管委員長から趣旨説明をお願いします。 

   産業・建設常任委員会委員長、紺野則夫君、登壇でお願いします。 

   紺野則夫君。 

［産業・建設常任委員会委員長 紺野則夫君登壇］ 
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○産業・建設常任委員会委員長（紺野則夫君） 請願第１号 福島県最

低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出請願の審査結果に

ついて説明を申し上げます。 

   福島県の2022年度地域別最低賃金は、前年より30円引き上げられ

たものの850円であります。加重平均の961円よりもさらに低い金額

のため、勤労者の生活は依然厳しい環境であります。 

   その状況を踏まえ、当委員会では、福島県最低賃金の引上げ、早

期発効により、一定の賃金水準を確保する必要があると判断いたし

ました。 

   よって、本請願については、その趣旨が十分に理解できるもので

あり、事務局長朗読のとおり採択すべきと決定したものであります。 

   議員各位のご賛同、よろしくお願いたします。 

○議長（平本佳司君） 以上で趣旨説明が終わりました。 

   これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   11番、渡邉泰彦君。 

○11番（渡邉泰彦君） 委員長、お疲れさまです。 

   ちょっと質問を２点ほどさせていただきます。 

   陳情と一緒に資料をいただいたときに、2022年度地域別最低賃金

改定状況の専門部会と審査会の採決状況を見たんですが、労働者で

はなくて、要するに雇用者のほうがほとんど採択に反対をしている

状況です、専門部会も審査会も。 

   もう一つは、確かにその八百何十円という値段を聞けば安いとい

うふうに思うんですが、要するにこの金額に関して、例えば浪江町

であれば浪江町の現状を見て、これを採択するか、しないかという

ふうにしていくのかなと私は思っております。 

   浪江の今現状を見ますと、この最低賃金からもうほとんど離れて

おりまして、大体、今平均1,250円から1,350円ぐらいで実は推移し

ておりまして、使うほう、要するに雇用するほうはかなり逼迫して

いるというのが現状だということは認識しておりまして、その辺を

ちょっと委員会のほうではお話ししたのかなという質問をさせてい

ただきます。 

○議長（平本佳司君） 紺野則夫君。 

○産業・建設常任委員会委員長（紺野則夫君） 今、渡邉議員のほうか

ら質問がございましたけれども、浪江町のいわゆる問題ばかりであ

りません。当然、福島県の最低賃金の中身でございますので、浪江

の現状を鑑みながらの議論はいたしません。したがって、福島県の

最低賃金の引上げだというふうなことでご理解願いたいと思います。 

   それから、雇用者側についてでございますけれども、いわゆる雇
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用者側というのはやはり努力、当然その会社の経営、運営、非常に

大変だと思いますけれども、やはり努力するというのが賃金の引上

げでございますけれども、これが経営者の役割なのかなというふう

に私は考えております。したがって、当委員会の中では経営者側に

立った、いわゆる議論はしておりません。 

   以上でございます。 

○議長（平本佳司君） よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより請願第１号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求

める意見書提出請願書を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   この請願に対する委員長報告は採択です。この請願について委員

長報告のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、請願第１号については採択とすることに決定いたしまし

た。 

───────────────────────────────── 

◎発委第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第42、発委第１号 浪江町議会の個人情報

の保護に関する条例の制定についてを議題とします。 

   事務局長に朗読させます。 

   事務局長。 

〔事務局長朗読〕 

○議長（平本佳司君） 提出者の議会運営委員会委員長から提案理由の

説明を求めます。 

   議会運営委員会委員長、佐々木茂君、登壇でお願いします。 

［議会運営委員長 佐々木茂君登壇］ 

○議会運営委員会委員長（佐々木茂君） 提案理由を説明いたします。 

   発委第１号 浪江町議会の個人情報の保護に関する条例の制定の

提案理由について申し上げます。 

   個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、法律の対象から除か
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れている議会における個人情報の適正な取扱いに関し、必要な事項

を定めるため、本条例を制定するものです。 

   議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより発委第１号 浪江町議会の個人情報の保護に関する条例

の制定についてを採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、発委第１号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎発委第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第43、発委第２号 浪江町議会委員会条例

の一部改正について議題といたします。 

   事務局長に朗読させます。 

   事務局長。 

〔事務局長朗読〕 

○議長（平本佳司君） 提出者の議会運営委員会委員長から提案理由の

説明を求めます。 

   議会運営委員会委員長、佐々木茂君、登壇でお願いします。 

［議会運営委員長 佐々木茂君登壇］ 

○議会運営委員会委員長（佐々木茂君） 提案理由をご説明申し上げま

す。 

   発委第２号 浪江町議会委員会条例の一部を改正する条例の提案

理由について申し上げます。 

   浪江町課設置条例の一部改正に伴い、常任委員会の所管を変更す

るため、所要の改正を行うものです。 

   議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 以上で提案理由の説明が終わりました。 
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   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより発委第２号 浪江町議会委員会条例の一部改正について

を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、発委第２号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎発委第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第44、発委第３号 浪江町議会会議規則の

一部改正について議題といたします。 

   事務局長に朗読させます。 

   事務局長。 

〔事務局長朗読〕 

○議長（平本佳司君） 提出者の議会運営委員会委員長から提案理由の

説明を求めます。 

   議会運営委員会委員長、佐々木茂君、登壇でお願いします。 

［議会運営委員長 佐々木茂君登壇］ 

○議会運営委員会委員長（佐々木茂君） 提案理由を説明いたします。 

   発委第３号 浪江町議会会議規則の一部改正の提案理由について

申し上げます。 

   浪江町議会のデジタル化政策の一環として、会議録の配布方法に、

電磁的記録により作成された会議録を電磁的方法により提供するこ

とを包含するため、所要の規定の整備を行うものです。 

   議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 
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   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより発委第３号 浪江町議会会議規則の一部改正についてを

採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、発委第３号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎発議第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（平本佳司君） 日程第45、発議第１号 福島県最低賃金の引き

上げと早期発効を求める意見書（案）を議題とします。 

   事務局長に朗読させます。 

   事務局長。 

〔事務局長朗読〕 

○議長（平本佳司君） 提出者から提案理由の説明を求めます。 

   提出者の紺野則夫君、ご登壇をお願いいたします。 

   紺野則夫君。 

［７番 紺野則夫君登壇］ 

○７番（紺野則夫君） それでは、提案理由の説明を申し上げます。 

   ただいま事務局長朗読のとおりであります。 

   ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（平本佳司君） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   これより討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 討論なしと認めます。 

   討論を終わります。 

   これより発議第１号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求

める意見書（案）を採決します。 

   採決は起立により行います。 

   本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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［起立全員］ 

○議長（平本佳司君） 起立全員であります。 

   よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────── 

◎委員会の閉会中の継続審査又は調査の申し出について 

○議長（平本佳司君） 日程第46、委員会の閉会中の継続審査又は調査

の申し出についてを議題といたします。 

   各常任委員会委員長より及び議会運営委員会委員長並びに議会報

編集特別委員会委員長から、タブレット端末に格納した申出のとお

り、閉会中の継続審査または調査の申出がありました。 

   お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査

または調査にすることにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平本佳司君） 異議なしと認めます。 

   よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査または

調査とすることに決定いたしました。 

   以上で、今期定例会に付された事件は全て終了しました。 

───────────────────────────────── 

◎町長挨拶 

○議長（平本佳司君） ここで、町長から発言を求められておりますの

で、これを許可します。 

   町長。 

○町長（吉田栄光君） 今期定例会が閉会されるに当たり、一言ご挨拶

を申し上げます。 

   議員各位におかれましては、去る３月７日の本定例会開会以来、

熱心にご審議いただき、提案いたしました全ての議案についてご賛

同をいただきましたこと、厚く御礼を申し上げます。 

   審議の過程でいただきました貴重なご意見、ご提案につきまして

は、今後の町政執行に十分生かしてまいりたいと考えております。 

   また、このたびの一般質問では、特定復興再生拠点区域や特定帰

還居住区域に関すること、産業の復興等に関すること、Ｆ－ＲＥＩ

や中心市街地整備に関すること、町の将来に関することなど、提案

を含めご質問をいただきました。 

   いずれのご質問も大変重要なものであり、町として真摯に受け止

め、今後の町政執行に生かしてまいりたいと考えております。 

   さて、東日本大震災から12年が経過いたしました。 

   山積する多くの課題がある中、浪江町復興計画第３次に掲げる将

来像を着実に実現するために、令和５年度当初予算につきましては、
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次の９点の重点施策を意識し、編成をさせていただきました。 

   １点目は、農林水産業の再興、新たな産業と雇用の創出でござい

ます。 

   ２点目は、子育て環境・学校教育・生涯学習環境の充実でありま

す。 

   ３点目は、帰還困難区域の再生であります。 

   ４点目は、浪江駅周辺を核とした中心市街地整備であります。 

   ５点目は、防災・安全の強化であります。 

   ６点目は、ゼロカーボンシティの推進であります。 

   ７点目は、健康づくりの推進であります。 

   ８点目は、帰還支援及び移住定住の推進であります。 

   最後になりますが、９点目は、Ｆ－ＲＥＩの立地を踏まえたまち

づくりでございます。 

   これらにつきましては、いずれも重い課題でありますが、解決に

向けて前進し、魅力的なまちとなりますよう、全庁一丸となって取

り組んでまいりますので、議員各位におかれましては、引き続きの

ご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

   なお、予算整理のため、令和４年度一般会計及び特別会計の最終

補正予算については、３月末で専決処分させていただきたいと考え

ておりますので、ご了承くださいますようよろしくお願いを申し上

げます。 

   結びに、春の息吹を感じる今日この頃になりました。議員各位の

ご健勝と、さらなるご精励をご祈念申し上げて、閉会の挨拶とさせ

ていただきます。 

   令和５年３月15日。浪江町長、吉田栄光。 

───────────────────────────────── 

◎閉会の宣告 

○議長（平本佳司君） 以上をもって、本日の会議を閉じます。 

   これをもって令和５年浪江町議会３月定例会を閉会します。 

   お疲れさまでした。 

（午後 ２時５９分） 
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